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第Ⅰ章 調査概要  
守瞞雲題堅三   



1．調査の背景と目的  

近年、社会的養護を必要とする児童の増加や虐待等子どもの抱える背景の多様   

化・複雑化が指摘される中、社会的養護体制はこのような状況に適切に対応するこ   

とが求められている。  

このような状況の中、議員立法として提出され、平成19年5月に成立した児童   

虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成19年法律   

第73号）の附則において、「政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、   

里親及び児童養護施設等の量的拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防   

止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した   

児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な事項につ   

いて速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と   

規定された。  

このような状況を踏まえて、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会では、   

子どもの状態に応じた支援体制について、①子どもの状態に応じた心理ケア、治療   

的ケアの充実■強化、②パーマネンシーケア（継続した生活環境や人間関係に基づ   

くケア）の強化、③施設における小規模ケアの推進の三つの観点から、人員配置基   

準等の見直し等を含めたケアの改善に向けた方策の検討が必要であり、その際には、   

現在施設内で行われているケアの現状を詳細に調査・分析し、その結果等を十分に   

踏まえて検討を行うことが必要とされた。  

本調査は、上記の経過を受けて、厚生労働省において、みずほ情報総研に委託し   

て、以下の2つの調査・分析を行い、今後の社会的養護の施設類型のあり方の見直   

し等の検討に資する資料を入手することを目的として実施した。  

【調査1 社会的養護施設に関する実態調査】  

○ 施設調査  

社会的養護を必要とする児童が入所する施設（以下、「社会的養護施設」と  

いう。）のケアの形態を含む運営状況等及び児童の在籍状況調査  

○ 児童個票調査  

社会的養護施設における入所児童の心身の状況や入所児童に対するケアの  
適合状況及びケアの負担状況調査  

や 職員勤務状況調査  

社会的養護施設における職員の職種別配置状況や勤務状況の調査   

【調査2 平成20年度社会的養護における施設ケアに関する実態調査のための試行的調査】  

○ 乳児院における24時間タイムスタディによる業務量に関する調査  

」
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2．調査1 社会的養護施設に関する実態調査について  

（1）調査内容  

1）施設調査  

調査対象施設における在籍児童数、職員数、ケアの形態を含む運営状況等  

の施設属件を把握することを目的として実施した。  

2）児童個票調査  

平成20年3月1日現在調査対象施設に入所している児童の心身の状況の実  

態を把握することを目的として実施した。また、施設機能と入所児童の状  

態像との不適合が発生していると判断される場合に、下記の事柄を把握す  

ることを目的として実施した。  

○ 現在の入所施設よりも他に適している施設があると考えられる児童数  

○ 上記児童に適していると考えられる施設とその理由  

○ 上記児童についてのケアの負担感  

○ 上記児童の心身の状況及び情緒・行動上の問題特性等  

これにより、各施設において職員のケア負担感が大きい児童の特性や、児  

童の特惟とケアの適合状況を定量的に把握することを目指した。  

3）職員勤務状況調査  

職種別の職員配置、勤務状況、職員の保有資格の状況等について把握する  
ことを目的として実施した。  

（2）調査対象施設  

調査は、以下の5種類の施設を対象として全1，040施設（平成20年3月1日時  

点で把握している施設数）について調査を行った1。  

○ 乳児院（121施設）  

や 児童養護施設（559施設）  

○ 情緒障害児短期治療施設（31施設）  

や 児童自立支援施設（58施設）  

○ 母子生活支援施設（271施設）  

】ただし、、卜く†Jk20勺二こ川1t川て’f点で人所児童のいない胞設（廃山了？定施設）に／ついては調査対  
象外とした  



（3）調査方法  

電子調査票を用いた悉皆調査を行った。調査対象施設に対し、郵送にて調査関連  

資料を入手するためのインターネット上のウェブサイトの案内を行い、ウェブサイ  

トを通じて施設種類別に電子調査票の配信を行った。   

調査票の記入は施設の事務担当職員に依頼し、児童個票については調査項目の内  

容に応じて、医師や看護師、児童のケアを担当する保育士、児童指導員、心理療法  

担当職員等に調査項目の記入を依頼した。   

記入を終えた電子調査票を、調査事務局宛にメールに添付して返送又はメディア  

に収めて郵送する形で回収を行った。また、電子調査票に対応していない施設に対  

しては、電子調査票と同内容の印刷された調査票を郵送にて配布し、郵送回収を行  

い、調査事務局にて電子データ化を行った。  

（4）調査項目   

1）施設調査票  

○ 入所定員数及び在籍児童数  

平成20年3月1日時点の施設における入所定員数及び在籍児童数  

○ 平成18年度の入退所児童数  

平成18年度の施設における入所児童数及び退所児童数実績  

○ 年齢層別退所理由  

平成18年度の退所児童についての退所理由（退所先）別の内訳  

○ 加算対象児童  

平成20年3月1日時点で国の定める各種加算等の対象となる児童数等  

○ 平均入所期間  

平成20年3月1日時点で施設に在籍する児童の平均入所期間  

○ 平成18年度予算  

平成18年度の施設の入所児童のケアに係る運営予算及び人件費支出  

○ 職員数  

平成20年3月1日時点で施設と契約のある常勤職員及び非常勤職員数  

や ボランティア・実習生の受入れ状況  

平成18年度のボランティア及び実習生の受入れ実績（延べ人数）   



¢ ケアの形態  

平成20年3月1日時∴L、】この施設のケアの提供体制  

÷ 家族療法の実施状況   

平成18年度の家族療漬の実施実績及び平成19年度中の実施状況  

○ 今後必要とする事柄   

施設が今後も適切な運営やケアを行っていくために、最も必要だと考える  
事柄  

2）児童個票2   

0 生年月・性別  

当該児童の生まれた年牒及び性別  

○ 施設への入所年月  

当該児童の施設への入所年月及び入所回数   

○ 養護問題発生理由  

当該児童の養護問題が発生した理由  

○ 入所前の居所  

当該児童の施設への入所前の居所   

○ 兄弟の状況  

当該児童の兄弟（姉妹含む）の入所有無（同施設に限定）   

○ 他の入所経験施設  

当該児童が現在の施設以外に入所したことのある施設（里親含む）   

や 保護者の状況  

当該児童の保護者の状況  

O 「保護者の状況」で「両親ともいない又は不明」を選択した場合の主たる  

保護者  

「両親ともいない又は不明」の場合の当該児童の主たる保護者   

○ 家庭復帰の見通し【保護者がいる場合のみ】  

当該児童の家庭復帰♂）見通し  

」けjl生柿支援施設び）捏童の個票は1世帯票に／つき児童4名まで記人する形であったため、世帯  

のり己童数が5人以卜の場合は、当該施設においてケア負担が重いと考えられる児童を優先して1  

人去でのトtl答となっている   



○ 通学等の有無（児童養護施設入所児童のみ）  

当該児童の通学・通園の有無  

○ 通学等の状況【通学等有りの場合】   

当該児童の通学・通園の状況  

○ 障害者手帳所持の状況   

当該児童の保護者の障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳（知的障害者福   

祉手帳）、精神障害者保健福祉手帳）の所持の状況  

○ 養育の困難度  

当該児童の保護者にみられる要因別養育の困難度  

○ 養育に関する問題状況   

保護者の養育の困難と関連すると考えられる問題状況  

○ 情緒・行動上の問題状況   

当該児童の情緒・行動上の問題傾向（全17項目、乳児院のみ10項目）に  

ついての評価（項目名は次頁参照）  

全項目について次のいずれかで職員が判定：  

「0．評価対象外」（評価対象年齢に該当しない場合）   

「1．疑いなし（問題は全くみられない）」   

「2．やや疑いあり」   

「3．疑いあり」   

「4．確かに問題あり」   

「5．判断困難」  

※ 項目については、情緒・行動上の問題リスト『子ども・家族への支援計画  

を立てるために一子ども自立支援計画ガイドライン』（児童自立支援計画  

研究会編）を参考に、有識者の意見を踏まえ項目の一部修正・追加を行っ  

た上で作成した。  

※ 調査では、評価項目の評価対象年齢は参考年齢とし、範囲外の年齢であっ  

ても当該児童が該当すると考えられる場合は評価するものとした。  

※ 項目の詳細説明は、『子ども・家族への支援計画を立てるために一子ども  

自立支援計画ガイドライン』のp491－495を参照。   



番号   乳児院の  評価対象年齢   
項目番号   

自閉的傾向   4か月～15歳   

養育者との関係性   2歳～10歳   

3   注意欠陥・多動傾向   2歳～15歳   

4   4   反社会的行動傾向   2歳以上   

抑うつ傾向   7歳以上   

学習障害傾向   7歳～15歳   

物質使用   11歳以上   

㌔8   5   自傷行為   2歳以上   

匹  集団不適応   7歳以上   

と10  社会的引きこもリ   16歳以上   

排j世問題   5歳～10歳   

摂食障害傾向   7歳以上   

睡眠問題   7歳以上   

14   言語能力の発達遅延・障害   2歳以上   

3歳以上   

16  田  施設内における他児へのいじめ  3歳以上  四  10  施設内における他児からのいじめ  3歳以上   

15  8  知的障害  

○ 身体疾患・身体障害   

当該児童の身体疾患・身体障害の状況（医師の診断を伴うもの）  

○ 主な身体疾患一身体障害【身体疾患・身体障害有りの場合】  

当該児童の二i三な身体疾患・身体障害の種類  

身
体
疾
患
 
 

身
体
障
害
 
 

1．外科系   

2．内臓系   

3．アトピー性皮膚炎   

4．アトピm以外の皮膚の病気   

5＿ 泌尿器の病気   

6．耳鼻科・眼科の病気   

7．喘息   

8．喘息以外のアレルギーの病気   

9．視覚障害  

10．聴覚障害（難聴）   

‖．言語・音声障害（ろうあ）   

12＿ 肢体不自由  

13．内部（内臓）障害   

14＿ 免疫機能障害   

15＿ その他  

（；   



○ 発達障害・行動障害等の状況   

当該児童の発達障害・行動障害等の問題の状況（医師の診断又は疑いが有  

るもの）  

○ 主な発達障害・行動障害等種類【発達障害一行動障害等有りの場合】   

当該児童の主な発達障害・行動障害等の種類  

※下記の項目については、DSM－Ⅳ『精神障害の診断と統計の手引き』（ア  

メリカ精神医学会）を参考に作成した。  

発  気  
達  分  
障  障  

学  
害  
系   害 系   

4．算数障害  障 害  

5．その他の学習障害  
の  
他  摂  

6．自閉性障害   の  
食  

障  

7．レット障害  陣 害   
性  

日 臼  

8．小児期崩壊性障害  発  35．その他の摂食障害  

9．アスペルガ一障害  
達  

障  
36．遺糞症   排  

37．夜尿症  
さ世  

害  
障  

11．発達性協調運動障害  38．その他の排泄障害  害  

12．コミュニケーション障害  
（音韻障害、吃音等）  

39．選択性絨黙   

行  40．常同運動障害  
動  
障  41．性障害及び性同一性障害  

害  
系   

42．睡眠障害   

不  43．人格障害  
安  
障  44．統合失調症  

害  45．その他の精神障害  
系   

19．外傷後ストレス障害  

20．単一恐怖   恐  

怖  
21．対人恐怖  性  

22．その他の恐怖性障害  
障  

円 l：コ  

23．分離不安障害  

24．反応性愛着障害  

25．解離性障害  

26．転換性障害  

27．その他の身体表現性障害  



○ 障害者手帳所持の状況   

当該児童の障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳（知的障害者福祉手帳）、  

精神障害者保健福祉手帳）の所持の状況  

○ 定期的な通院の状況   

当該児童の定期的な医療機関（精神科・心療内科及びその他の科）への通  
院の状況及び投薬状況   

や 心理療法の状況  

当該児童の心理療法の実施状況及び必要性  

○ 被虐待体験の有無  

当該児童の被虐待経験の有無（ケア担当者の判断）  

○ 虐待の種類【被虐特休験有りの場合】  

当該児童が受けた虐待種類  

○ 家族療法の状況  

当該児童の家族療法の実施状況及び必要性   

○ 当該児童の主たるケア形態  

当該児童の主たるケアの形態   

○ 当該児童の主たるケア形態以外のケア形態  

主たるケア形態以外に、週末や休み期間のみ施設内で別の形態でケアを行  

っている場合などのケア形態（自由記述）   

○ ケアの担当制  

当該児童に対するケアの相当制（単独／複数／チームのいずれか）  

○ ケアの適合状況  

当該児童の情緒・行動上の問題状況の現況、身体疾患・身体l埠害、発達障  

害・行動障害等の状況等や普段のケア状況を踏まえた1∴で、その施設にお  

けるケアが当該児童に適しているかどうか   

○ 適していると考えられる他の施設【ケアが適していないと回答した場合】  

当該児童により適していると考えられる他の施設  

¢ 適していないと考える理由【ケアが適していないと回答した場合】  

当該児童にその施設〃）ケアが過していないと考えられる理111（自由記述）  

○ ケアの負担感【ケアが適していないと回答した場合】  

施設におけるケアが 一泊している」児青け）ケアと比較しノて、＼！1該リユ竜のケ  

アゾ）糾川惑を［1．変わらない／′′2．やや覆いケア則廿／3．かなり屯いケア首相］  

の寸封横で．評価  

R   



3）職員勤務状況調査票   

○ 各職員の職名の記入  

調査対象期間（祝日を含まない1週間・各施設が任意に設定。例：3月12  

日（0：00）～3月18日（24：00））に雇用契約のある全職員の職名（施設で用  

いている職名ではなく、児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63  

号）等に規定されている職名を優先）   

○ 資格の保有状況  

各職員が保有する資格（資格記入対象の職員のみ）   

○ 児童福祉施設での勤務経験年数  

各職員の児童福祉施設での勤務経験年数。措置費の民間施設給与等改善費  

の対象となる職員の勤続年数の算定に準ずる経験年数   

○ 雇用■勤務形態  

常勤／非常勤／常勤住込／非常勤住込のいずれかを選択。   

0 1週間の規定勤務時間数  

常勤者の場合：当該施設の所定労働時間  

非常勤者の場合：雇用契約時の所定労働時間   

○ 当直区分  

当直対象の職員の区分（調査対象期間における当直の実施有無を問わず）   

○ 勤務時刻の記入  

調査対象期間の1週間に実際の勤務の開始時刻と終了時刻   

○ 通常の勤務時間を超えた主な対応内容  

調査対象期間の1週間における規定外勤務時間で対応した内容のうち主た  

るもの   



3．調査2 平成20年度社会的養護における施設ケアに関する  
実態調査のための試行的調査   

本調査は、乳児院を対象に、平成20年度に行う社会的養護における施設ケアに  

関する実態調査を行う際の調査手法を検討することを目的に、試行的にタイムスタ  

ディを行った。  

調査を通じて明らかになった調査手法に関する課題は、以下の通りであった。  

・本調査では介護や看護分野で使用しているケアコードやアセスメント票を用い   

たが、社会的養護に関わる業務内容に応じたケアコードやアセスメント項目の   

検討が必要であること。  

・介護や看護分野ではタイムスタディを他計式により実施することが多い。しか   

しながら、社会的養護の場合には、児童に対するケアの一環として保護者や施   

設外資源と関わる業務が多いことから、他計式ではそれらの業務時間を的確に   

捕捉することは難しいと考えられた。こうしたことから、社会的養護に関する   

タイムスタディは、自計J一にで実施することが望ましいと考えられたこと。  

平成20年度の調査を行う際には、これらの課題を踏まえたものとする。   

なお、試行的調査の結果については、平成20年度の調査の結果と併せて分析を  

行うこととする。  

1（〕   



第Ⅱ章 調査1「社会白堰妄萱施設に関する実態言駈軋言陸封吉栗  
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1．回収状況  

本調香の施設調査票に基づく有効回収施設数は、下記のとおりである。この有効   

回収施設数を本報告苦の集計対象施設としている。さらに、調査票及び設問ごとに、   

有効恒†答に限定して集計を行／）ている。   

都道府県別の回収状況は次貞以降に示すとおりである。  

図表1調査対象施設数と施設調査票の有効回収数  

総件数  有効回収数  有効回収率   

乳児院   121   112   92．6％   

児童養護施設   559   489   87．5％   

情緒障害児短期治療施設   31   26   83．9％   

児童自立支援施設   58   40   69．0％   

母子生活支援施設   271   240   88．6％   

1：ミ   



図表2都道府県別調査対象施設と回収3  

乳児院  児童養護施設  

都道府県          情緒障害児短期治療施設   総件数  回収数  回収率  総件数  回収数  回収率  総件数  回収数  回収率   
北海道   2   0   0．0％   23   22  95．7％   口   口  100．0％   
青森県   3   3  100．0％   6   6  100．0％  

岩手県 2   2  100．0％   6   6  100．0％   ロ   口  100．0％   

宮城県   2   2  100．0％   5   5  100．0％   1 j 0   0．0％   

秋田県   100．0％   4   4  100．0％  

山形県   100．0％   5   5  100．0％   

福島県   0   0．0％   8   7  87．5％   

茨城県   2   2  100．0％   15   73．3％   口   l  100．0％   

栃木県   2   2  100．0％   10   10  100．0％  

群馬県   3   3  100．0％   6   5  83．3％   III 口  100．0％   

埼玉県   5   4  80．0％   21   14  66．7％  

千葉県   3   2  66．7％   19   14  73．7％   

東京都   10   8  80．0％   47   45  95．7％   

神奈川県   7   7  100．0％   26   22  84．6％   口   口  100．0％   

新潟県   100．0％   5   5  100．0％  

富山県   0   0．0％   3   3  100．0％   

石川県   2   2  100．0％   8   7  87．5％   

福井県   2   2  100．0％   5   4  80．0％   

山梨県   100．0％   4   3  75．0％   

長野県   4   4  100．0％   16   68．8％   100．0％   

岐阜県   2   2  100．0％   10   8  80．0％   100．0％   

静岡県   4   4  100．0％   14   12  85．7％   100．0％   

愛知県   7   7  100．0％   31   30  96．8％   3   2  66．7％   

三重県   2   2  100．0％   10   10  100．0％  

滋賀県   100．0％   4   3  75．0％   100．0％   

京都府   4   4  100．0％   13   9  69．2％   2   2  100．0％   

大阪府   7   7  100．0％   36   35  97．2％   5   5  100．0％   

兵庫県   7   7  100．0％   28   24  85．7％   100．0％   

奈良県   2   2  100．0％   6   4  66．7％  

和歌山県   100．0％   7   7  100．0％   

鳥取県   2   2  100．0％   5   5  100．0％   口   口  100．0％   

島根県   100．0％   3   3  100．0％  

岡山県 100．0％   12   12  100．0％   0   0．0％   

広島県   2   2  100．0％   100．0％   0   0．0％   

山口県   100．0％   10   10  100．0％   100．0％   

徳島県   100．0％   7   7  100．0％  

香川県   100．0％   3   3  100．0％   口   口  100．0％   

愛嬢県   2   2  100．0％   10   10  100．0％  

高知県   100．0％   8   7  87．5％   口   0   0．0％   

福岡県   6   5  83．3％   20   16  80．0％   口   100．0％   

佐賀県   100．0％   6   6  100．0％  

長崎県   100．0％   10  90．9％   口   100．0％   

熊本県   3   3  100．0％   12   10  83．3％   口   100．0％   

大分県   100．0％   9   8  88．9％  

宮崎県   100．0％   9   5  55．6％   

鹿児島県   3   3  100．0％   14   12  － 85．7％   III 口  100．0％   
沖縄県   100．0％   8   4  50．0％  

合計   121   112  92．6％   559   490  87．7％   31// 26  83．9％   

3各施設における該当職種についてはp67の施設種類別集計対象職種血覧を参照のこと   



児童自立支援施設  母子生活支援施設  

都道府県         総件数  回収数  回収率  総件数  回収数  回収率   

北海道   旦  66．7％   3  10  90．9％   

青森県   口   0  0．0％  3   3  100．0％   

岩手県   0  0．0％  3   2  66．7％   

宮城県   口   0   0．0％   6   6  100．0％   

秋田県   100．0％   9   9100．0％   

山形県   100．0％   1 1100．0％   

福島県   0   0．0％   4   3ゝ  75．0％   

茨城県   100．0％   5   5  100．0％   

栃木県   2   50．0％   3   2  66．7％   

群馬県   1100．0％  6  4   66．7％   

埼玉県   2   2  100．0％   6   6  100．0％   

千葉県   100．0％   5   5  100．0％   

東京都   2   2  100．0％   36   35  97．2％   

神奈Jtl県   3   2  66．7％   12   8  66．7％   

新潟県   100．0％   5   5  100．0％   

富山県   100．0％   3   3  100．0％   

石川県   1  1 100．0％  2  2 100．0％   

福井県   1  0  0．0％   100．0％   

山梨県   100．0％   100．0％   

長野県   100．0％   5   3  60．0％   

岐阜県   5   5 100．0％   

静岡県   口  口  100．0％         口  口  100．0％   3   2  66．7％   

愛知県   2  ‘  2  100．0％   14   100．0％   

三重県   口   100．0％   5   5  100．0％   

滋賀県   1  1   100．0％   2   50．0％   

京都府   1  1   100．0％   5   4  80．0％   

大阪府   3  2   66．7％   10   10  100．0％   

兵庫県   2  2 100．0％  13  8   61．5％   

奈良県   口   100．0％   4   25．0％   

和歌山県   100．0％   5   5  100．0％   

鳥取県   100．0％   5   5  100．0％   

島根県   3   3  100．0％   

岡山県   11  

1   100．0％  

100．0％   2   2  100．0％   

広島県   0．0％   10  90．9％   

山口県   1】    0  3   2  66．7％   

徳島県   1i   l   100．0％   3   3  100．0％   

香川県   100．0％   2   50．0サム   

愛媛県   1  0  0．0％   6   5  83．39も   

高知県   0   0．0％   2   2  100．0％   

福岡県   100．0％   15   14  93．3％   

佐賀県   口   100．0％   3   3  100．0％   

長崎県  1  1   100．0％   3   3 100．0ワも   

熊本県  口   100．0％   2  2  100．0％   
0．09乙   3   3  100．0％   

宮崎県  大分県  1ミ    0                100，09も   4   3  75．0％   

鹿児島県   100．0％   8   8  100．0％   

沖縄県   100．0％   3   3  100．0％   

合計   5鋸  45   7了．6％   271   241≒ 88．9％   
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2．施設調査  

（1）各施設における入所の状況  

○ 入所定員数及び在籍児童数   

本調査の有効回収数でみる平成20年3月1日時点の定員数及び在籍児童数は下記  

のとおりである。定員数に対する入所児童（世帯）比率については、最も入所児童  

比率（入所定員に占める在籍児童数の割合）が高いのは児童養護施設、最も低いの  

は児童自立支援施設である。  

図表3 入所定員数  

施設数   平均  標準偏差  合計   

乳児院   n＝112   29．92   15．88   3．351   

児童養護施設   n＝489   61．26   25．58   29．956   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   42．73   8．49   1，111   

児童自立支援施設   n＝40   71．35   42．25   2，854   

母子生活支援施設   n＝240   19．83   7．74   4．759   

注）児童養護施設は地域小規模児童養護施設を含む定員数  

※母子生活支援施設は入所定員世帯数（世帯）  

図表4 在籍児童数  

施設数   ヰ均  標準偏差  合計   

乳児院   n＝112   26．99   14．68   3．023   

児童養護施設   n＝489   56．94   23．26   27．842   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   36．50   11．33   949   

児童自立支援施設   n＝40   37．23   30．12   1．489   

母子生活支援施設（在籍世帯数）   15．32   臥69   3．677   
n＝240  

母子生活支援施設（在籍人数）  42．17   41．78   10．120   

※有効回答施設分のみ  

図表5 入所児童比率  

施設数   平均  標準偏差   

乳児院   n＝112   90．0％   12．0   

児童養護施設   n＝489   94．0％   9．0   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   86、0％   21．0   

児童自立支援施設   n＝40   52．0％   24．0   

母子生活支援施設   n＝240   75．0％   25．0   

※母子生活支援施設は在籍世帯数／入所定員世帯数（世帯）  

16   



○ 平成18年度の入退所児童数  

平成18咋度の入退所児童数は卜記のとおりである。  

図表6 平成18年度の入所児童数  

入所児童数（人）  

施設数   平均  標準偏差  合計  構成比   

n＝‖．410  

乳児院   n＝112   22．47   19，07   2，517   22．1％   

児童養護施設   n＝489   11．69   8．26   5．717   50．日昌   

情緒障害児短期治療施謹   n＝26   18，81   12．39   489   4．3％   

児童自立支援施設   n＝40   23．90   20．49   956   8．4％   

母子生活支援施設   n＝240   7．21   5．80   1．731   15．2％   

※母子生活支援施設は入所世帯数  

図表7 平成18年度の退所児童数  

施設数   平均  標準偏差  合計  構成比   

n＝10．710  

乳児院   ∩＝112   21．35   16．66   2，405   22．5ウら   

児童養護施設   n＝489   11．05   7，19   5，404   50．5％   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   12．38   7．37   322   3．0サム   

児童自立支援施設   n＝40   22．48   15．67   899   8．4％   

母子生活支援施設   ∩＝240   6．96   5．15   1，680   15．7サム   

※母子生活支援施設は退所世帯数  

17   



○ 平成18年度の退所児童における年齢層別退所理由   

平成18年度の退所児童の年齢階層別退所理由の内訳（母子生活支援施設について  

は入所期間別）は次のとおりである。いずれの施設においても「1．家庭復帰又は親  

戚引き取り」が最も多くなっている（母子生活支援施設は除く）。   

「家庭復帰又は親戚引き取り」以外については、乳児院では、「1．家庭復帰又は親  

戚引き取り」に次いで、「3．児童養護施設へ措置変更」が多く、里親委託が実現する  

ケースが限られていることがうかがえる。   

児童養護施設では、「1．就職（自活）に伴う独立」が多く、「1．家庭復帰又は親戚  

引き取り」と合わせると退所理由の8割以上を占めている。   

情緒障害児短期治療施設では、「4．児童養護施設へ措置変更」が多く、家庭復帰以  

外では児童養護施設へ措置変更されるケースが多くみられる。   

児童自立支援施設では、「1．就職（自活）に伴う独立」が多く、「1．家庭復帰又は  

親戚引き取り」と合わせると退所理由の約8割を占めている。   

一方、母子生活支援施設の退所理由をみると、最も多いのは「3．住宅事情が改善  

したため」であり、次いで「1．経済的自立度が高まった」、「6．希望退所（勝手に  

退所した場合を含む）」の順となっている。  

18   



図表8 平成18年度の退所児童における退所理由【乳児院】  

（上段：人、下段：年齢階層別退所理由の内訳縦％）  

0歳   1歳   2歳   3歳   4歳以上   合計  

n＝441   n＝641   n＝919  ∩＝345   ∩＝59  n＝2，405   

375   471   334   115   19   1，314  
1．家庭復帰又は親戚引き取リ  

85．0サi   73．5％   36．3サも   33．3％   32．2％   54．馴ら  

24   82   74   18   3   201  
2．養子縁組又は里親委託  

5．4％   12．8％   8．1？も   5．2％   5．1％   8．4％   

53   480   176   28   737  
3．児童養護施設へ措置変更  

8．3サら   52，2％   51．0％   47．5，も   30．6％   

4．情緒障害児短期治療施設へ  0   4   0   5  

措置変更  0．0サi   0．1サム   1．2！i   0．0％   0．2％   

8   0   0   20  
5．他の乳児院へ措置変更   

2．5％   1．29も   0．1％   0．0ウも   0，0％   0．8％   

0   2   5   3   

6．重症心身障害児施設へ措置変更  
0．0％   0．3サら   0．5％   0．9ワも   1．7％   0，5％   

2   5   13   22  
7．肢体不自由児施設へ措置変更   

0．2サム   0．3％   0．5％   3．8％   1．7％   0．9サら   

0   0   3  

8．医療機関への入院  
0．0％   0．2ウも   0．1％   0．3％   0．0％   0．1％   

30   22   18   15   7   92  
9．その他  

6．8サム   3．49も   2．0サム   4．3ウら   11．9ワi   3．8％   

l〔）   



図表9 平成18年度の退所児童における退所理由【児童養護施設】  

（上段：人、下段：年齢階層別退所理由の内訳縦％）  

1～6歳  7～12歳  13～15歳  16～18歳  19歳以上  合計  

n＝1．192  n＝1．433  n＝969  n＝1．702  n＝108  n＝5，404   

80   1．009   58   1，147  
1．就織（自活）に伴う独立  

8．3％   59．3％   53．7％   21．2％   

1．012   1，238   663   483   22   3．418  
2．家庭復帰又は親戚引き取り  

84．9％   86．4％   68．4％   28．4％   20．4％   63．2％   

77   36   10   12   0   135  
3．養子縁組又は里親委託  

6．5％   2．5％   1．0％   0．7％   0．0％   2．5％   

4．情緒障害児短期治療施設へ  7   16   12   0   0   35  

措置変更  0．6％   1．1％   1．2％   0，0％   0．0％   0．6％   

0   30   85   13   0   128  
5．児童自立支援施設へ措置変更  

0．0％   2．1％   8．8％   0．8％   0．0％   2．4％   

63   49   0   178  
6．他の児童養護施設へ措置変更  

5．3％   3．8％   5．1％   0．6％   0．0％   3．3％   

0   0   12   30   5   47  
7．自立援助ホームヘ措置変更  

0．0％   0．0％   1．2％   1．8％   0．9％   

16   30   36   28   6   116  
8．知的障害児施設へ措置変更  

1．3％   2．1％   3．7％   1．6％   5．6％   2．1％   

3   4   3   2   13  
9．医療機関への入院   

0．1％   0．2％   0．4％   0．2％   1．9％   0．2％   

16   25   18   113   15   187  
10．その他  

1．3％   1．7％   1．9％   6．6％   13．9％   3．5％   
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図表10 平成18年度の退所児童における退所理由【情緒障害児短期治療施設】  

（上段：人、下段：年齢階層別退所理由の内訳縦％）  

情緒障害児短期治療施設（施設数：n＝26）  

1～6歳  7～12歳  13～15歳  16～18歳  19歳以上  合計  

n＝1   n＝117  n＝150   n＝48   ∩＝6   n＝322   

0   10   2   12  
1．就職（自活）に伴う独立  

0．0％   20．8ウi   33．3％   3．7％  

77   104   32   215  
2．家庭復帰又は親戚引き取リ   

100．0％   65．8ウも   69．3％   66．7％   16．7％   66．89も   

0   2   3   2   0   7  

3，養子縁組又は里親委託  
0．0％   1．7％   2．0％   4．2％   0．0％   2．2？も   

0   29   30   0   0   59  
4．児童養護施設へ措置変更  

0．0％   24．8ウも   20．0％   0．0％   0．09も   18，3ワも   

0   6   0   0   7  

5．児童自立支援施設へ措置変更  
0．0サ右   0．9％   4．09ふ   0．0％   0．0％   2，2ワi   

6．他の情緒障害児短期治療へ  0   6   0   0   0   6  

措置変更  0．0％   5．1％   0，0サム   0．0％   0．0％   1．9ワも   

0   0   0   0   0   0  

7．自立援助ホームヘ措置変更  
0．09ら   0．0％   0．0％   0．0ワも   0．0％   0．0％   

0   2   5   9  

8．知的障害児施設へ措置変更  
0．0サム   1．7％   3．39も   2．1％   16．7％   2．89ふ   

0   0   0   0   

9．医療機関への入院  
0．0サム   0．09も   0．0ウも   0．0％   16．79i   0．3？も   

0   0   2   3   6  

10．その他  
0．0ウも   0．0％   1．3？も   6．3％   16，7％   1．9％   
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図表11平成柑年度の退所児童における退所理由【児童自立支援施設】  

（上段：人、下段：年齢階層別退所理由の内訳縦％）  

7～12歳  －13～15歳  16～18歳  19歳以上  合計  

n＝52   n＝635  n＝205   n＝7   n＝899   

28   53   5   86  
1．就職（自活）に伴う独立  

4．4％   25．9％   71．4％   9．6％   

37   476   117   631  
2．家庭復帰又は親戚引き取り  

71．2％   75．0％   57．1％   14．3％   70．2％   

0   5   3   0   8  

3．養子縁組又は里親委託  
0．0％   0．8％   1．5％   0．0％   0．9％   

10   28   6   0   44  
4．児童養護施設へ措置変更  

19．2％   4．4％   2．9％   0．0％   4．9％   

5．情緒障害児短期治療施設へ  2   0   0   0   2  

措置変更  3．8％   0．0％   0．0％   0．0％   0．2％   

23   2   0   26  
6．他の児童自立支援施設へ措置変更   

1．9％   3．6％   1．0％   0．0％   2．9％   

0   3   4   0   7  

7．自立援助ホームヘ措置変更  
0．0％   0．5％   2．0％   0．0％   0．8％   

2   7   0   10  
8．知的障害児施設へ措置変更  

3．8％   1．1％   0．5％   0．0％   1．1％   

9．（初等・中等・特別）  0   21   5   0   26  

少年院へ措置変更  0．0％   3．3％   2．4％   0．0％   2．9％   

0   0   0   

10．医療少年院へ措置変更  
0．0％   0．0％   0．5％   0．0％   0．1％   

0   4   0   0   4  

11．医療機関への入院  
0．0％   0．6％   0．0％   0．0％   0．4％   

0   40   13   
12．その他  

54  

0．0％   6．3％   6．3％   14．3％   6．0％   
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図表12 平成18年度の退所世帯における退所理由【母子生活支援施設】  

（上段：人、下段：年齢階層別退所理由の内訳縦％）   

母子生活支援施設（施設数：n＝240）  

6か月未満  6か月以上 1年未満  1年以上 2年未満  2年以上 5年未満  5年以上  合計  

n＝391   n＝269  n＝386  n＝403  n＝231  ∩＝1，680   

37   29   85   99   63   313  
1．経済的自立度が高まったので  

9．5％   10．8％   22．0％   24．6％   27．3％   18．6％   

2．日常生活・身辺、精神的自立が  38   36   64   68   45   251  

高まったので  
9．7％   13．4％   16．6％   16．9％   19．5サム   14．9％   

76   60   96   104   64   400  
3．住宅事情が改善したため  

19．4％   22．3ウふ   24．9ウも   25．8％   27，7％   23．8サム  

0   5   9   16  
4．子どもの年齢が20歳を超えたので  

0．0％   0．4％   0．3％   1．2％   3．9％   1．09も  

75   28   32   29   175  
5．再婚又は復縁す 

19．2％   10．4％   8．3％   7．2％   4．8％   10．4％   

6．希望退所  104   60   51   40   15   270  

（勝手に退所した場合を含む）  26．6％   22．3％   13．2ウも   9．9％   6．5％   16．叩も   

7．子どもの措置変更のため  5   6   12   10   0   33  

（母親は別居所へ〉  1．3％   2．2％   3．1％   2．5サ占   2．0％   

8．母親の措置変更のため  8   10   8   9   3   38  

（子どもは施設等へ）  
2．0％   3．7％   2．1％   2．2％   1．3％   2．39も  

48   39   37   39   21   
9．その他  

184  

12，3サム   14．5ウら   9．6ウi   9．7ワも   9．1％   11．0ワも   

※母子生活支援施設は入所期間別退所理由（世帯）  
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○ 加算該当児童数   

平成20年3月1日時点で国が定める被虐待児受入加算等に該当する児童の合計数  

及び1施設当たり平均該当児童数は下記のとおりである。  

図表13 加算該当児童数  

施設数   平均  標準偏差  合計   

乳児院   n＝112   4．42   4．37   495   

児童養護施設   n＝489   4．62   4．23   2，261   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   6．85   4．11   178   

児童自立支援施設   n＝40   6．10   9．42   244   

母子生活支援施設   n＝240   3．50   5．08   816   

乳児院  
（病虚弱児等児童加算）   

n＝112   4．05   6．35   449   

母子生活支援施設  
（特別生活指導費加算：  n＝240   3．99   6．59   926  

の対象世帯）  

各施設の「在籍児童に対する加算該当児童の割合」の平均（加算該当児童の無い  

施設も含む）は、下記のとおりである。被虐待児受入加算の加算該当児童の害り合の  

平均は、児童養護施設では約1割であり、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童  

自立支援施設及び母子生活支援施設では2割前後である。  

図表14 在籍児童に対する加算該当児童数の割合  

施設数   平均  標準偏差   

乳児院   n＝112   17．0   10．0   

児童養護施設   ∩＝489   9．0   6．0   

情緒障害児短期治療施  
設   n＝26   20．0   12．0   

児童自立支援施設   n＝40   20．0   15．0   

母子生活支援施設   n＝240   22．0   14．0   

乳児院  

（病虚弱児等児童加算）   
n＝112   22．0   18．0   

母子生活支援施設  
（特別生活指導費加算  n＝240   46．0   27．0   
の対象世帯）  
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○ 入所期間  

平成20年3月1日時点の在籍児童の入所期間はF記のとおりである。平均入所期  

間が最ヰ，長いのは児童養護施設で約57か月（約5牛）、次に母子生活支援施設約32  

か月（約3年）、情緒瞳溝児短期治療施設約23か月（約2年）の順となっている。  

乳児院及び児壷自立支援施設の在籍児童の平均入所期間は共に約1牛となっている。  

図表15 入所期間（月単位）  

平均  標準偏差   

乳児院   n＝112   14．22   3．9   

児童養護施設   n＝489   57．19   20．1   

情緒障害児短期治療施言  n＝26   23．46   7．0   

児童自立支援施設   n＝40   13．45   5．0   

母子生活支援施設   n＝240   32．16   18．0   

※母子生活支援施設は平均世帯入所期間  
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（2）各施設における運営の状況  

○ 職員数   

平成20年3月1日時点の職員数は、常勤職員・非常勤職員別に下記のとおりとな  

っている。  

図表16 常勤職員数（全職種）  

常勤職員数（人）  
施設数  

平均  標準偏差   

乳児院   n＝112   26．02   12．36   

児童養護施設   n＝489   22．38   7．45   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   22．81   3．94   

児童自立支援施設   n＝40   28．10   15．42   

母子生活支援施設   n＝240   5．50   3．28   

図表17 非常勤職員数（全職種）  

非常勤職員数（人）  
施設数  

平均  標準偏差   

乳児院   n＝112   8．20   5．75   

児童養護施設   n＝489   6．43   5．44   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   8．50   5．94   

児童自立支援施設   n＝40   11．18   6．57   

母子生活支援施設   ∩＝240   3．56   2．57  



○ 職員一人当たり児童数i  

施設種別ごとの直接ケアに携わる職員の配置状況は下記のとおりである。   

児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）に基づく児童の年齢に応じ  

た職員の配置を考慮せず、単純に比較すると、職員一人当たり児童数は、乳児院で  

最も少なく、次いで情緒障害リLリ蜃期治療施設、杜子生活支援施設の順になっており、  

児童養護施設が最も多い。また、母f一生清文援施設においては、非常勤職員割合が  

他の施設と比べて高い傾向にある。  

図表18 直接ケア職種の（常勤換算）職員一人当たり児童数  

施設数   平均  標準偏差   非常勤職員   
割合   

乳児院   n＝111   1．82   0．94   10．0％   

児童養護施設   n＝489   3．68   1．52   6．09i   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   2．32   0．76   10．0％   

児童自立支援施設   n＝40   2．69   1，97   6．0％   

母子生活支援施設   n＝240   2．45   1，02   17．0ウも   

※直接ケア職種の非常勤割合は勤務時間調査データから算出したもの   

施設種別に心理療法担当職員を配置している施設の心理療法担当職員の職員－一一人  

当たり児童数をみると、情緒障害児短期治療施設で最も少なく、次いで母子生活支  

援施設である。また、同様に家庭支援専門相談員の職員一人当たり児童数について  

は、乳児院が最も少なく、次いで児童自立支援施設となっている。  

図表19 専門ケア職種等の職員一人当たり児童数5  

心理療法担当職員   家庭支援専門相談員  

施設数   平均   施設数   平均   

乳児院   ∩＝37   28．26   n＝87   24．11   

児童養護施設   ∩＝312   45．05   n＝324   57．18   

情緒障害児短期治療施設   ∩＝23   7．47   ∩＝16   38，63   

児童自立支援施設   n＝20   29．71   n＝12   31．50   

母子生活支援施設   n＝72   13．44  

※母子生活支援施言釘ま、世帯数／配置人数  

※専門ケア職種等の職員一人当たり児童数は勤務時間調査データから算出したもの  

亡各施設におぃる該1嘲凋についてはl〕（うTリノ施設軒別り集計対象職稚一憶を参照け）二と  

り刑1ワケア僻瀾については常勤襖第に1そ算右／汁適さないため（常勤」非常勤）の人数に去1；づいて算JliLた  

‡，の  
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や ボランティア・実習生の受入れ状況   

ボランティア・実習生の受入れ状況についてみると、児童養護施設、乳児院、情  

緒障害児短期治療施設の順に多くなっている。具体的な活動内容は、学習指導、余  

暇活動、生活支援、音楽指導、理容等が挙げられている。  

図表20 ボランティア受入れ状況  

施設数   平均  模準偏差   

乳児院 n＝112   176  236   

児童養護施設   n＝489   258   462   

情緒障害児短期治療施寺   n＝26   122   191   

児童自立支援施設   n＝40   97   157   

母子生活支援施設   ∩＝240   38   102   

図表21実習生の受入れ状況  

施設数   平均  標準偏差   

乳児院   n＝112   218   251   

児童養護施設   
n＝489   317   1，749   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   249   478   

児童自立支援施設 n＝4   108   105   

母子生活支援施設   n＝240   66   184   
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○ ケアの形態6  

施設種別のケア形態、その道営施設数、・一品一舎当たりの定員数、一舎当たりの在籍  

児童数、直接ケア職種の職員一人当たり児竜数及び直接ケア職種の夜間配置職員数  

については、下記のとおりである。   

乳児院は、小規模グループケアを導入している施設は全体の約25％である。   

児童養護施設においては、大舎（大舎単独）が約6苦りである。小舎を主とする施  

設（小舎単独又は中舎・小舎）の割合は、全体の2割弱である。大舎単独の施設に  

おいて小規模グループケアを導入している施設は約3割と他のケアの形態に比して  

少ない。また、小舎単独の施設は、大舎を含むケアの形態を運営している施設に比  

べて地域小規模児童養護施設及びその他グループホームを導入している割合が高く  

なっている。   

情緒障害児短期治療施設では、小舎を一部でも運営している施設は、全体の約2  

割、小規模グループケアを導入している施設は全体の約l割である。小規模グルー  

プケアでは直接ケア職種の職員一人当たり児童数が大舎に比べて1名程度少なく、  

児童数でみた職員の配置は他のケアの形態より多い。   

児童自立支援施設は、夫婦；liりは全体の約3割であり、大多数は交替制で運営され  

ている。一部には交替制と夫婦制を組み合わせて運営している施設もみられたが、  

交替制を運営する施設の約9割が交替制単独である。直接ケア職種の職員一人当た  

り児童数は交替制が最も少なく、ケアをする職員が入れ替わる一方で、対児童数で  

みた職員の配置は多いという特徴がみられた。   

母子生活支援施設の生活形態とケアの形態の組合せ状況をみると、本国では浴  

室・台所・トイレの全てが各世帯独立している施設が約5割、浴室・台所・トイレ  

のいずれかが共同利用となっている施設が約4割である。小規模分国型では、浴室・  

台所・トイレの全てが各世帯独立している施設が約5割、浴室・台所・トイレの全  

てが各世帯独立している部分といずれかが共同利用となっている部分が併存してい  

る施設が約5割である。小規模分園型を運営する施設は全体の1割に満たない。小  

規模分国型ではより自立した世帯が入所対象となるため、直接ケア職種の職員一人  

当たり世帯数は、木l郡こ比べて小規模分園型の方が多くなっている。  

ー1施．設ノ掛川ニケ丁州1ラ態ごと〟）fけ徴ろ二促ニモ  
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「小規模グルーーフケア・小規模グルーt／  

「小舎」を保什ナろ施設軋村†机、たメ）、  

「キL射りでほなく施設い判断に基づく子）〟う）  

別、けj∴′t三溝支援施讃についてけj本厚1  
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図表22 ケアの形態【乳児院】（平成20年3月1日時点）  

※職員〉－一人当たり児童数は、すべて常勤換算した直接ケア職種の配置職員数を基に算出  

※各ケアの形態で施設の重複あり  

小規模 グル 
ープ   

ケア以外の ケの   
ア形態   

施設数   111   
保有施設数  

28  

％   100．0％   25．2％   

舎数  251   28   

ー舎当たり定員数   平均   16．10   4．32   

一舎当たり在籍児童数   平均   14．70   4．14   

当該ケア形態における  
職員一人当たり児童数   平均   1．86   1．61   

当該ケア形態における  
夜間配置職員数   

平均   1．51   0．58   

※「ケアの形態」無回答施設n＝1  

図表23 ケアの形態【児童養護施設】（平成20年3月1日時点）  

小規模  
大舎   中舎   小舎   グルーープ  

ケア   施設 ホーム   

施設数   370   
保有施設数  

95   114   212   55  

％   75．8％   19．5％   23．4％   43．4％   22．7％   11．3％   

舎数  476   220   444   212   116   98   

一舎当たり定員数   平均   45．65   15．43   8．82   7．27   5．99   6．06   

ー舎当たり在籍児童数   均   42．09   14．46   8．36   7．14   5．81   5．58   

当該ケア形態における  
職員一人当たり児童数   平均   4．43   3．91   3．39   3．08   2．75   2．59   
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図表24児童養護施設において組合せで保有するケアの形態（平成20年3月1日時点）  

組合せで保有するケアの形態（施設の重複あり）  

小規模グ  

ケアの形態   ループケ   
内訳  ア有リ   設有リ   有リ   

施設数   312   104  59  18  

大舎単独  
％   63．8％   33．3％  18．9サら  5．8？も  

施設数   36   21   6   2  

大舎・中舎  
％   7．4％   58．3％   16．7％   5．6％  

施設数   16   9   3   

大舎・小舎  
％   3．3％   56＿3％   18．8％   6．3％   

施設数   27   13   5  4  

中舎単独  
％   5．5％   48．1％   18．5％   14．8％  

施設数   26   13   7   4  

中舎りト舎  
％   5．3％   50．0％   26．9％   15．49も   

施設数   66   48   30   26  

小舎単独  
％   13．5％   72．7サム   45．5％   39．4％   

施設数   6   4   0  

大舎・中舎りト舎  
％   1．2％   66．7％   16．7†i   0．0％  

※ 各％は、横の合計に占める割合。   

ただし、「ケアの形態内訳」の％は、児童養護施設全体の有効回答施設数に占める割合。  

図表25 ケアの形態【情緒障害児短期治療施設】（平成20年3月1日時点）  

小規模  
大舎   小舎   グループ  

ケア   

施設数   23   5   3  

保有施設数  
％   88．5ワも   19．2％   11．59も   

舎数  28   15   3   

一舎当たり定員数   平均   37．13   8．10   5．67   

一舎当たり在籍児童数   平均   3ト39   7．35   4．67   

当該ケア形態における  

職員一人当たり児童数   
平均   2．32   2，98   1．33   

当該ケア形態における  

夜間配置職員数   
平均   2．00   0．90   1．33   

二う1   



図表26 ケアの形態【児童自立支援施設】（平成20年3月1日時点）  

夫婦制  交替制  並立制   

施設数   13   30   4  

保有施設数  
％   33．3％   76．9％   10．3％   

舎数  69   86   7   

一舎当たり定員数   平均   11．75   17．26   9．50   

一舎当たり在籍児童数   平均   8．45   9．16   7．38   

当該ケア形態における  
職員一人当たり児童数   平均   4．15   1．87   3．69   

当該ケア形態における  

夜間配置職員数   
平均   1．54   1．55   1．75   

※児童自立支援施設の寮舎運営は、夫婦制と交替制に大別される他に、   

並立制と呼ばれる一組の婚姻外の男女を基本とする形態も存在する。  

図表27 児童自立支援施設において組合せで保有するケア形態（平成20年3月1日時点）  

夫婦制  交替制  並立制   

施設数   7   26   

単独  ％   53．8％   86．7％   25．0％   

施設数   0   3   2  

夫婦制と組合せ  ％   0．0％   10．0％   50．0％   

施設数   3   0   0  

交替制と組合せ  
％   23．1％   0．0％   0．0％   

施設数   2   0   0  

並立制と組合せ  
％   15．4％   0．0％   0．0％   

夫婦制一交替制・並立制  
施設数   

と組合せ  ％   7．7％   3．3％   0．0％   

※ ％は、各ケアの形態に占める割合。  
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図表28 ケアの形態【母子生活支援施設】（平成20年3月1日時点）  

小規模  
本園  

分園型   

施設数   239   9  

保有施設数   
％   100．0％   3．8ワも   

舎数  240   10   

一施設当たり定員世帯数   平均   19．58   5．44   

一施設当たり在籍世帯数   平均   15．13   5，11   

当該ケア形態における  

職員一人当たり世帯数   
平均   2．44   4．32   

当該ケア形態における  

夜間配置職員数   
平均   1．00   0．33   

※「ケアの形態」無回答施設n＝1  

図表29 母子生活支援施設における生活形態とケアの形態の組合せ  

（平成20年3月1日時点）  

小規模  
本園  与i蘭型   

施設数   116   4  

1のみ  
％   48．5％   44．4％   

施設数   106   0  

2のみ  
％   44．4％   0．0％   

施設数   12   0  

3のみ  
％   5．0％   0．0％   

施設数   5   5  

1と2併存  ％   2．19も   55．6ワも   

※ ％は、各ケアの形態に占める割合。  

※ 生活形態の種別は下記のとおリ  

1．各世帯に独立した浴室、台所、トイレ有り   

2＿各世帯の浴室、台所、トイレいずれかが共同   

3．各世帯は居室のみ  

：うニー   



○ 家族療法の実施状況  

本調査における「家族療法」は、あらかじめ都道府県知事に申請し指定を受けた  

施設において、施設内で行うものについて調査したものである。   

平成18年度実績では、施設内で家族療法を実施している施設は、情緒障害児短期  

治療施設では約8割、それ以外の施設はいずれも約1割である。実施延べ回数につ  

いてみると、「1．延べ回数125以上」の割合は、乳児院では8．0％、児童養護施設で  

4．3％、情緒障害児短期治療施設では69．2％となっている。   

平成19年実績と平成18年度実績を比較すると、乳児院及び児童自立支援施設の  

実施状況は変わらず、児童養護施設及び情緒障害児短期治療施設では平成19年度実  

績の方が「家族療法」の実施割合が高くなっている。  

図表30 家族療法の実施状況（平成18年度実績）  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  

n＝112  n＝489   n＝26   n＝40   

9   21   18   0  

1．延べ回数125以上  
8．0％   4．3％   69．2％   0．0％   

4   0   0  

2．延べ回数75以上125未満   
0．9％   0．8％   0．0％   0．0％   

4   14   3   3  

3．延べ回数75未満  
3．6％   2．9％   11．5％   7．5％   

93   428   5   37  
4．家族療法は実施していない  

83．0％   87．5％   19．2％   92．5％   

5   22   0   0  

無回答  
4．5％   4．5％   0．0％   0．0％   

112   489   26   40  
合計  

100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   

図表31家族療法の実施状況（平成19年度実施有無）  

児童養護  
乳児院  

施設   
短期治療    支援施設  

施設   
n＝112  n＝489   ∩＝26   n＝40   

17   59   23   3  

1．有リ  
15．2％   12．1％   88．5％   7．5％   

93   415   3   37  
2．無し  

83．0％   84．9％   11．5％   92．5％   

2   15   0   0  

無回答  
1．8％   3．1％   0．0％   0．0％   

112   489   26   40  
合計 

100．0％  100．0％  100．0％  100．0％   
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○ 適切なケアを提供するために今後必要とする事柄   

今後適切なケアを児童に提供するた捌こ必要だと思う事柄に関する施設種別の結  

果は以下のとおりである（単数回答）。   

いずれの施設においても「1．人的資源の拡充」を選択した施設が最も多くみられ  

た。   

2番目は、乳児院では「3．施設設備の拡充（1T化合む）」、児童養護施設では「2．  

運営・ケア形態の追加」であり、情緒障害児短期治療施設では「3．施設設備の拡充  

（IT化合む）」、児童自立支援施設では「4．施設機能の強化・拡充」、母子生活支援  

施設では「4．施設機能の強化・拡充」となっている。  

図表32 今後必要とする事柄  

今後必要とする事柄  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療  児童自立  
施設   支援施設  母子生活 支援施設  

n＝112  n＝489   n＝26   ∩＝40   n＝240   

62   244   14   21   80  
1．人的資源の拡充  

55．4％   49．9％   53．8％   52．5％   33．3サi   

13   91   3   2   6  

2．運営・ケア形態の追加  
11．6％   18．即も   11．5％   5．09ム   2．5？も   

15   46   5   5   37  
3．施設設備の拡充（IT化を含む）  

13．4％   9．49も   19，2％   12，59i   15．4％   

41   
4．施設機能の強化・拡充  

2   10   59  

8．耶も   7．7％   25．0％   24．6％   

5．ケアが困難な児童の対応施設等の  10   30   21  

確保  8．99も   6．1％   3．8％  8．8％   

12   37   2   37  
6その他  

10．79乙   7，6％   3．8％   5．0％   15．4％   

112   489   26   40   240  
合計  

100．09も   100．0％   100．0ウも   100．0ウi   100，0ウも   

※母子生活支援施設の5の項目は「ケアが困難な母子の措置変更先施設等の確保」  

：うぅ   



3．児童個票  

（1）基本属性  

○ 養護問題発生理由（複数回答）   

養護問題の発生理由についてみると、乳児院では「17．母の精神障害等」、「6．両親  

の未婚」、「19．母の放任・怠だ」の順であり、同様に児童養護施設では、「19．母の放  

任・怠だ」、 「5．父母の離婚」、「17．母の精神障害等」となっている。一方、情緒障害  

児短期治療施設では「25．児童の問題による監護困難」の割合が高く、次いで「21．  

母の虐待・酷使」、「19．母の放任・怠だ」の順となっている。児童自立支援施設にお  

いても、「25．児童の問題による監護困難」の割合が高く、次いで「5．父母の離婚」、  

「19．母の放任・怠だ」と続いている。  

図表33 養護問題発生理由（複数回答）  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  
n＝3．017  n＝26．604  n＝924  n＝1．208   

1．父の死亡   0．4％   2．0％   2．5％   2．1％   

2．母の死亡   1．2％   3．4％   2．1％   2．7％   

3．父の行方不明   3．3％   3．9％   2．3％   2．7％   

4．母の行方不明   6．3％   10．5％   2．9％   4．5％   

5．父母の離婚   7．6％   21．1％   24．9％   36．3％   

6．両親の未婚   23．3％   2．9％   1．6％   0．8％   

7．父母の不和   4．8％   2．4％   4．2％   4．7％   

8．父の拘禁   3．6％   3．7％   1．7％   2．0％   

9．母の拘楽   5．6％   4．4％   1．9％   2．0％   

仙父の入院   0．4％   1．5％   0．9％   0．9％   

11．母の入院   5．2％   6．9％   2．5％   1．3％   

12．家族の疾病の付添い   0．8％   0．3％   0．4％  0．2％   

13，次子出産   1．1％   0．8％   0．5％   0．7％   

14．父の就労   5．9％   11．2％   2．6％   2．2％   

15．母の就労   13．6％   8．8％   4．3％   6．0％   

16．父の精神障害等   4．1％   1．9％   2．3％   2．5％   

1了．母の精神障害等   27．8％   16．5％   23．8％   9．8％   

18．父の放任・怠だ   4．2％   6．6％   8．8％   11．6％   

19．母の放任一怠だ   17．3％   23．0％   27．1％   26．9％   

2D．父の虐待・酷使   4．9％   9．1％   21．3％   16．6％   

21．母の虐待・酷使   8．1％   13．8％   28．8％   14．2％   

22．棄児   2．1％   0．7％   0．6％   0．7％   

23．養育拒否   11．0％   8．1％   10．1％   11．3％   

24．破産等の経済的理由   14．6％   11．8％   6．4％   3．3％   

25．児童の間是副こよる監護困難   2．2％   5．3％   45．5％   62．1％   

26．その他   16．3％   9．5％   10．8％   6．8％   

27．不詳   0．1％   0．1％   0．1％   0．5％   

3Ci 
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○ 主たる入所理由（母子生活支援施設のみ・単数回答）   

母子生活支援施設における主たる入所理由をみると、「1．夫などからの暴力」が最  

も多く、次いで「6．住宅事情」、「7．経済事情」となっている。  

図表34 主たる入所理由（母子生活支援施設のみ・単数回答）  

件数   ％   

1．夫などからの暴力   1．545   43．5％   

2．児童虐待   49   1．4サム   

3．入所前の家庭環境の不適切   304   臥6％   

4，母親の心身の不安定   101   2．8％   

5．職業上の理由   8   0．2％   

6．住宅事情 738   20．8％   

7．経済事情   647   18．2％   

8．その他   130   3．7ウも   

無回答   26   0．7サム   

合計   3，548   100．0％  

○ 入所前の居所  

入所前の居所は、いずれの施設でも「1．家庭」が最も多く、次いで多くみられた  

のは、乳児院では「10．柄院」、児童養護施設では「5．乳児院」、情緒障害児短期治療  

施設及び児童自立支援施設では「9．児童養護施設」である（母子生活支援施設につ  

いては本設問無し）。  

図表35 入所前の居所  

情緒障害児  
乳児院   児童養護    短期治療  児童自立  

施設  
施設  

支援施設  

n＝3．017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208   

1．家庭   57．9ワも   60．3％   71．2％   68．0ウノ乙   

2，親戚の家   1．9％   2，4％   1．8％   1．2％   

3．里親の家   0．6％   1．4％   0．9サム   1．1サも   

4．知人・友人の家   1．0サも   0．7％   0．2ウも   0．射i   

5．乳児院※   2．0サふ   19．2ウら   0．2％   0，0サム   

6．情緒障害児短期治療施設※   0．0サム   0．69も   0．8サふ   1．4ワら   

7．児童自立支援施設※   0．0ワも   0，5†ふ   0．6％   3．49ム   

8／母子生活支援施設   1．7ウも   1．＝も   0．89ら   0．1？ム   

9．児童養護施設※   0．1？ム   3．1モノら   12．2？も   13．7ワも   

10．病院   31．7qi   0．4ウム   4．5ワら   0，9？ら   

11．その他   1．90も   9．2？ら   6．4ワも   9．1ワム   

無回答   1．2？ら   1．1？ム   0．3qも   0．7？も   

合計   

※は同種類の施設の場合は、他の同種類の施設のこと  
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○ 他の入所経験施設（重複あり）   

調査時点で入所している児童が、当該施設以外に入所したことのある施設につい  

てみると、児童養護施設では「2．乳児院」が約2割と最も多く、その平均入所期間  

は21．81か月となっている。情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設におい  

ては「6．児童養護施設」がいずれも約2割と最も多く、それぞれの平均入所期間は、  

40．15か月、52．71か月となっている。   

入所経験施設数についてみると（図表37 入所経験施設の組合せ参照）、情緒障  

害児短期治療施設及び児童自立支援施設では2箇所以上の施設に入所経験のある児  

童の割合が1割弱となっている。  

国表36 他の入所経験施設（重複あり）  

乳児院   児童養護施設  情鱒障害児    児童自立支援施設  
短期治療施設  

n＝3．017  n＝26，604  n＝924  n＝1208  

平均  平均  平均  平均  
％   入所期間  

（か月）   （か月）   （か月）   （か月）   

入所経験なし   95．1％  68．5％  71％  72．0％  

＝＝ご二≡   0．6％   2．11   2．0％  18十20   1．4％  24．62   1．8％  35．14   

2．乳児院※   2．1％   4．08  22．1％  21．81   6．5％  18．65   4．1％  20．92   

3．母子生活支援施設   1．1％   4．76   1．6％  19．63   1．5％  22．43   0．5％  24．33   

4．情緒障害児短期治療施設※   0．0％   0．00   0，7％  23．89   1．2％  22．64   2．7％  22．33   

5児童自立支援施設※   0．0％   0．00   0．6％  20．35   0．8％  47．29   3．6％  10．75   

6」兄童養護施設※   0．1％   4．00   6．5％  29．94  22．6％  40．15  20．7％  52．71   

7その他   1．3％   3．82   1．1％  15．84   3．2％  11．33   2．2％  13．15   

※は同種類の施設の場合は、他の同種類の施設のこと  

図表37 入所経験施設の組合せ  

児童養護  
情緒障害児 短期  

乳児院  
施設  

治療  

。撃乱   n＝1．208   

入所経験なし   95．1％   68．5％   71．0％   72．0％   

1箇所   4，7％   28．7％   21．5％   21．3％   

2箇所   0．2％   2．4％   6．7％   5．9％   

3箇所   0．0％   0．3％   0．8％   0．7％   

4箇所   0．0％   0．0％   0．0％   0．1％   

合計   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   
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○ 家庭復帰の見通し   

家庭復帰の見通しについて才人ると、乳児院及び児童養護施設では、約5割が「3．  

家庭復帰困難又は見込み無しj となっていろ。情緒障害児短期治療施設においては  

「1．家庭復帰の見込み有り」、「2．当面甘）家庭復帰の見込みはないが、復帰に向け  

調整中」、「3．家庭復帰困難又は見込み無し」がいずれも約3割ずつみられる。児童  

自立支援施設では、約5割が「l．家庭復帰の見込み有り」であり、他の施設と比べ  

て最も高くなっている。一方「2．当面の家庭復帰の見込みはないが、復帰に向け調  

整中」、「3．家庭復帰困難又は見込みなし」がそれぞれ約2割みられる。  

国表38 家庭復帰の見通し  

情緒障害児  
乳児院   児童養護 施設   短期治療  児童自立  

施設  
支援施設  

∩＝3．017  ∩＝26，604  n＝924   n＝1，208   

1．家庭復帰の見込み有リ   18．5％   14．7％   32．7％   49．1％   

2，当面の家庭復帰の見込みはないが、  

復帰に向け調整中   
26．4％   27．0ウも   29．8％   22．4％   

3．家庭復帰困難又は見込み無し   47．0％   52．49ふ   32．69も   22，9ワも   

4．判断困難   7．6％   5」％   4．8％   5．0チふ   

無回答   0．7％   0．8％   0，2％   0．6％   

合計   100．09ら   100．0％   100．0％   100．0％  

○ 退所の見込み（母子生活支援施設のみ）   

母子生活支援施設の退所の見込みについてみると、一年以内に退所の見込みの立  

っている世帯（「l．こうかfj以内に退所見込み」及び「2．1年以内に退所見込み」）は  

3割弱であり 、また、約2割は「3．適当な住宅さえあれば退所できる」世帯となっ  

ている・〕「5．その他」としては離婚調停中、夫の暴力、借金、子どもを抱えての経済  

的自立等の問題があり復帰の見通しの立たない世帯や、1牛超後に退所見込みであ  

る世帯となっている。  

図表39 退所の見込み（母子生活支援施設のみ）  

件数   ％   

1．3か月以内に退所見込み   390   11．0％   

2．1年以内に退所見込み   583   16．49ム   

3．適当な住宅さえあれば退所できる   790   22．30も   

4．末子が18歳到達まで入所継続   356   10．0？も   

5∴その他   1．342   37．8ウも   

無回答   87   2．5？0   

合計   3．548   100．0ロム   
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○ 保護者の状況  

保護者の状況についてみると、乳児院では、「1．実父母あり」が約5割、父又は母  

親がいる（「2．実父のみ」及び「3．実母のみ」の合計）児童が約5割となっている。  

児童養護施設は、「1．実父母あり」が約2割、ひとり親（「2．実父のみ」及び「3．実  

母のみ」の合計）の児童が約6割である。情緒障害児短期治療施設では、「1．実父母  

あり」が約2割、ひとり親（「2．実父のみ」及び「3．実母のみ」の合計）の児童が約  

5割、児童自立支援施設は、「1．実父母あり」が約2割、ひとり親（「2．実父のみ」  

及び「3．実母のみ」の合計）の児童が約5割となっている。   

一方、「9．両親ともいない又は不明」の割合は、児童養護施設が9．0％と最も高く、  

次いで情緒障害児短期治療施設6．2％、児童自立視線施設5．5％、乳児院3．2％の順  

となっている。  

図表40 保護者の状況  

児童養護  
乳児院  

施設   
短期治療 施設  児 支援施設  

n＝3．017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208   

1．実父母あり   45．4％   23．1％   22．9％   21．4％   

2．実父のみ   4．0％   16．9％   10．3％   12．7％   

3．実母のみ   44．8％   39．2％   40．9％   41．2％   

4．実父一養（継）母   0．3％   2．7％   5．6％   4．3％   

5．養（継）父■実母   1．6％   7．8％   12．9％   13．4％   

6．養（継）父・養（継）母   0、1％   0．2％   0．2％   0．4％   

7．養（継）父のみ   0．1％   0．3％   0．2％   0．2％   

8．養（継）母のみ   0．1％   0．3％   0．5％   0．3％   

9．両親ともいない又は不明   3．2％   9．0％   6．2％   5．5％   

無回答   0．5％   0．6％   0．2％   0．4％   

合計   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％  

O 「保護者の状況」で「9．両親ともいない又は不明」の児童の主たる保護者   

「両親ともいない又は不明」の児童について主たる保護者をたずねたところ、い  

ずれの施設も「1．祖父母」の割合が最も高くなっている。一方「9．無し」は乳児院  

27．1％、児童養護施設19．9％、情緒障害児短期治療施設12．3％、児童自立支援施設  

11．9％となっている。  
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図表41「両親ともいない又は不明」の児童の主たる保護者  

情緒障害児  
乳児院  児童養護 施設   短期治療  児童自立  

施設  
支援施設  

n＝96   n＝2，403   ∩＝57   ∩＝67   

1．祖父母   36．5％   40．那ら   38．6％   47．8％   

2．養（継）父母の親   0．0ワも   0．2ウら   0．09ら   0．0％   

3．兄・姉   0．0％   6．8％   5．3サム   13．4％   

4．義兄一義姉   0．0％   0，6％   0．0ウム   0．0％   

5．伯（叔）父母   1．0％   16．59も   24．6％   13．4％   

6．義伯（叔）父母   0．0％   1，8％   1．8％   1．5％   

7．里親   1．0％   1．9％   5．3％   3．0サム   

8．その他   5．2％   4．7％   7．0％   6．09i   

9．無し   27．1％   19．9％   12．3％   11．9％   

10．不明   27．1％   4．89も   5．3％   3．0％   

無回答   2．1％   2，39も   0，0％   0．0％   

合計   100．0ウも   100．0％   100．0％   100．0％   
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（2）保護者の状況  

○ 養育の困難度   

保護者の養育の困難度を、「1．身体疾患・身体障害による養育困難度」、「2．知的障  

害による養育困難度」、「3．精神障害による養育困難度」についてそれぞれ評価を行  

った。その結果、それぞれ「1．疾患障害のため養育できない状態」と「2．養育でき  

るものの困難を引き起こす状態」を合計した割合についてみると、「3．精神障害によ  

る養育困難度」が約2割と最も高く、次いで「2．知的障害による養育困難度」約1  

割、「1．身体疾患・身体障害による養育困難度」5％弱となっている（いずれも「5．  

判断困難」の割合が約1割から約2割ある）。  

図表42 養育の困難度  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  

n＝3．017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208   

1．疾患・障害のため養育できない状態   1．5％   2．5％   1．5％   0．9％   

2．養育できるものの困難を引き起こす状態 1．8％   2．4％   3．7％   1．9％   

3．多少の困難はあるが養育できる状態   1．8％   2．7％   4．5％   2．2％   

4．養育については問題ない   77．3％   74．1％   84．2％   83．5％   

5．判断困難   13．1％   13．0％   5．0％   7．8％   

無回答   4．6％   5．3％   1．1％   3．7％  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  
∩＝3，017  n＝26，604  n＝924   n＝1，208   

1．疾患・障害のため養育できない状態   5．0％   2．8％   1．0％   0．5％   

2．養育できるものの困難を引き起こす状態   7．2％   4．4％   5．0％   1．7％   

3．多少の困難はあるが養育できる状態   4．4％   3．5％   3．5％   2．7％   

4．養育については問題ない   60．8％   68．6％   80．7％   81．3％   

5．判断困難   18．3％   15．5％   8．8％   10．1％   

無回答   4．3％   5．2％   1．1％   3．6％  

乳児院   

児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  
∩＝3，017  n＝26．604  n＝924  n＝1，208   

1．疾患・障害のため養育できない状態   9．7％   7．4％   7．6％   2．4％   

2．養育できるものの困難を引き起こす状態   10．0％   7．3％   14．8％   5．2％   

3．多少の困難はあるが養育できる状態   6．3％   4．4％   8．1％   3．4％   

4．養育については問題ない   50．8％   59．7％   57．1％   74．3％   

5判断困難   19．1％   16．2％   11．4％   11．5％   

無回答   4．0％   5．0％   1．0％   3．2％   
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○ 養育に関する問題状況   

保護者の養育に関する問題状況について、「1．人格障害傾向」、「2．抑うつ傾向、「4．  

千どもへの愛着形成困難」についてみると、いずれの施設においても約1割から約  

2割それぞれの傾向がみられる。なお、情緒障害児短期治療施設では「4．子どもに  

対する愛着形成困難」が3割弱ある。  

図表43 養育に関する問題状況  

児童養護  
乳児院  

施設   短期治療    支援施設  
施設   

n＝3，017  n＝26．604  n＝924   n＝1，208   

1．有リ   12．4％   9．8％   19．8％   8，9％   

2．無し   60．6％   64．2％   58．1％   72．1％   

3判断困難   23．7％   22．4％   21．1％   17．59i   

無回答   3．3％   3．6％   1．0％   1．4ウも  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  
n＝3．017  n＝26．604  n＝924   n＝1，208   

1．有リ   18．7ウも   13．0％   19．9％   9，9ワ′も   

2．無し   54．8％   61．69も   58．8％   72．49も   

3判断困難   23．3％   21＿7％   20，3％   16．3％   

無回答   3．29も   3．6％   1．0％   1．5ウも  

児童養護  
乳児院  

施設   
短期治療    支援施設  

施設   

n＝3．017  n＝26，604  ∩＝924   n＝1，208   

1．有り   2．4％   4．7％   4．0％   5．即も   

2．無し   70．9％   69．89も   79．5ウも   77．79ム   

3．判断困難   23．4？も   21．7ワも   15．6％   14．79ら   

無回答   3．3％   3．8％   0．99も   1．7％  

児童養護  
情緒障害児   

乳児院  
施設  短期治療    支援施設  

施設   
∩＝3．017  n＝26．604  n＝924   ∩＝1．208   

1．有リ   21．‖ふ   18．0％   28．19乙   20．69ら   

2．無し   52．19ら   57．0ワら   51．29も   57．99も   

3．判断困難   23．89も   21．29ム   19．2ウも   19．9ワら   

無回答   2．9ウノi   3．8？も   1．59ら   1．7？ふ   
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（3）入所世帯の状況（母子生活支援施設のみ）  

○ 世帯の基本属性   

母子生活支援施設に入所している世帯の約半数が、児童数1人の世帯であり、多  

子世帯は少ない。母親の年齢をみると、30代をピークに20歳未満から50歳以上ま  

で幅広い年齢階層の入所がみられる。また、生活保護を受給している世帯は約4割  

である。  

図表44 児童数（母子生活支援施設のみ）  

母子生活支援施設 n＝3．548   

児童数   世帯件数   ％   

1人   1．906   53．7％   

2人   1．134   32．0％   

3人   386   10．9％   

4人   82   2．3％   

5人   22   0．6％   

6人以上   5   0．1％   

不明   13   0．4％   

合計   3，548   100．0％   

図表45 母親の年齢（母子生活支援施設のみ）  

母子生活支援施設 n＝3，548   

母親の年齢  世帯件数   ％   

1．19歳以下   23   0．6％   

2．20～24歳   222   6．3％   

3．25～29歳   573   16．1％   

4．30～34歳   811   22．9％   

5．35～39歳   915   25．8％   

6．40～44歳   601   16．9％   

7．45～49歳   263   7．4％   

8．50歳以上   114   3．2％   

9．不明   26   0．7％   

合計   3．548   100．0％   

図表46 生活保護受給の有無（母子生活支援施設のみ）  

母子生活支援施設 n＝3β48   

生活保護受給 の無  件数   
有  

％   

1点り   1．340   37．8％   

2．無し   2．192   61．8％   

無回答   16   0．5％   

合計   3．548   100．0％   
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○ 母親の就業状況  

母子生活支援施設に入所している世帯の母親の半数が、「3．臨時・日雇い・パート」  

の就業を行っている。「5．末就業」の割合は2割強である。末就業の理由としては「4．  

精神的・身体的な障害がある」が最も多く、次いで「6．求職中（条件にあった求人  

がない等）」である。  

図表47 母親の就業状況（母子生活支援施設のみ）  

母子生活支援施設 n＝3．548   

母親の就業状況   件数   ％   

1．事業主   7   0．2％   

2．常勤勤労者   629   17．7％   

3．臨時・日雇・パート   1．969   55．5％   

4．その他就業   49   1．4％   

5．未就業   868   24．5％   

6．不明   7   0．2ウi   

無回答   19   0．5％   

合計   3，548   100．0サム   

図表48 未就業の理由（母子生活支援施設のみ）  

母子生活支援施設 ∩＝868   

未就業の理由   件数   ％   

1．技術を身につけるため講習・学校等に通って   
就業準備中   

57   6．6％  

2．乳幼児等の世話がある   97   11．2％   

3．疾病がある、若しくは虚弱である   112   12．9ワ乙   

4．精神的・身体的な障害がある   227   26．2％   

5．児童に障害・疾病があり介護が必要   18   2．1サム   

6．求職中（条件にあった求人がない等）   201   23．29ら   

7．就労意欲がない・就労習慣が   

身についていない   
82   9．4ウも  

8∴その他   61   7．0ワi   

無回答   2．693  

合計   868   100．0ワム   

45   



（4）入所児童の心身の状況  

○ 児童の情緒■行動上の問題状況（複数回答）   

入所児童の情緒・行動上の問題状況について、「やや疑いあり」以上の回答割合が  

比較的高かった事項（各項目（「疑いなし」、「やや疑いあり」、「疑いあり」、「確かに  

問題あり」）の合計に対し、「やや疑いあり」、「疑いあり」、「確かに問題あり」の3  

つの回答の合計割合が2割以上を占めるもの）6は、以下のとおりである。   

乳児院では、児童の年齢が低いため評価できない項目があることから評価された  

児童数が限られているが、2項目が該当し、「8．知的障害」、「7．言語能力の発達遅延・  

障害」の順に多くみられる。   

児童養護施設では5項目が該当し、「4．反社会的行動傾向」、「3．注意欠陥・多動傾  

向」、「6．学習障害傾向」、「9．集団不適応」、「15．知的障害」の順に多くみられる。   

情緒障害児短期治療施設では11項目が該当し、その中でも5割を超えているのは、  

多い方から順に「9．集団不適応」、「2．養育者との関係性」、「4．反社会的行動傾向」  

である。その他は、「3．注意欠陥・多動傾向」、「6，学習障害傾向」、「16．施設内にお  

ける他児へのいじめ」、「15．知的障害」、「17．施設内における他児からのいじめ」、「5．  

抑うつ傾向」、「1．自閉的傾向」、「14．言語能力の発達遅延・障害」の順に多くみられ   

る。   

児童自立支援施設では10項目が該当し、その中でも5割を超えているのは、多い  

方から順に「4．反社会的行動傾向」、「9．集団不適応」、「2．養育者との関係性」であ  

る。順番は異なるが、情緒障害児短期治療施設と同じ3項目が挙がっている。その  

他は、「3．注意欠陥・多動傾向」、「16．施設内における他児へのいじめ」、「6．学習障  

害傾向」、「7．物質使用」、「17．施設内における他児からのいじめ」、「15．知的障害」、  

「14．言語能力の発達 遅延・障害」の順に多くみられる。   

母子生活支援施設では2項目が該当し、「9．集団不適応」、「3．注意欠陥・多動傾向」  

の順に多くみられる。  

6「評価対象外」（評価対象年齢に該当しない等の理由により回答がなかった）、「判断国難」とされた児童  
及び無回答を除いた上で回答割合をみている。  
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図表49 情緒・行動上の問題状況【乳児院】7（複数回答）  

【乳児院】  

集計対象児童数 3，017人   

※項目横の（）内は各項目の評価対象児童数  

0ワb  20P8  40？ら  60ウi  80ウi  lOOウi  

1．自閉的傾向（2．755人）  

2．養育者との関係性（1．421人）  

3．注意欠陥■多動傾向（1．355人）  

4．反社会的行動傾向（1，293人）  

5．自傷行為（1．307人）  

6．排泄問題（185人）  

7言語能力の発達遅延・障害  

（1．323人）  

8．知的障害（692人）  

9．施設内における他児へのいじめ  

（600人）   

10／施設内における他児からのいじめ  
（596人）  

□疑いあり  ■確かに問題あリ  □やや疑いあり  

乳児院に二i′jいtこけ、比手酌U竜ノ†け〕項目′工■除き全川・■封］‾＝集計していろ  
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図表50 情緒・行動上の問題状況【児童養護施設】（複数回答）  

【児童養護施設】  

集計対象児童数 26．604人  

※項目横の（）内は各項目の評価対象児童数  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

1．自閉的傾向（23，271人）  

2．養育者との関係性（17，178人）  

3．注意欠陥・多動傾向（23．186人）  

4．反社会的行動傾向（25，982人）  

5．抑うつ傾向（20．914人）  

6．学習障害傾向（18，215人）  

7．物質使用（15．051人）  

8．自傷行為（25．805人）  

9．集団不適応（20．962人）  

10．社会的引きこもり（7，678人）  

11．排泄問題（14．724人）  

12．摂食障害傾向（20．947人）  

13．睡眠問題（20．980人）  

14．言責吾能力の発達遅延・障害  

（25．956人）  

15．知的障害（25，683人）   

16．施設内における他児へのいじめ  
（25．710人）   

17．施設内における他児からのいじめ  
（25．559人）  

□疑いなし  ロやや疑いあリ  ロ疑いあり  ■確かに問題あリ  
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図表51情緒・行動上の問題状況【情緒障害児短期治療施設】（複数回答）  

【情緒障害児短期治療施設】  

集計対象児童数 924人  

※項目横の（）内は各項目の評価対象児童数  

0ワム  20Dら  40†i  60％  80ワも  100ワb  

1．自閉的傾向（793人）  

2．養育者との関係性（559人）  

3．注意欠陥・多動傾向（806人）  

4．反社会的行動傾向（887人）  

5．抑うつ傾向（867人）  

6．学習障害傾向（808人）  

7．物質使用（703人）  

8．自傷行為（874人）  

9．集団不適応（908人）  

10．社会的引きこもり（366人）  

1り非泄問題（562人）  

12．摂食障害傾向（875人）  

13．睡眠問題（873人）  

14，言語能力の発達遅延・障害  

（873人）  

15．知的障害（882人）   

16．施設内における他児へのいじめ  

（888人）  

17．施設内における他児からのいじめ  

（877人）  

」」ヨ旦二生ヒ  ロやや疑いあリ  ロ疑いあり  田確かに問題あリ   

4〔）  



図表52情緒・行動上の問題状況【児童自立支援施設】（複数回答）  

【児童自立支援施設】  

集計対象児童数1，208人  

※項目横の（）内は各項目の評価対象児童数  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

1．自閉的傾向（1月73人）  

2．養育者との関係性（562人）  

3．注意欠陥■多動傾向（1，087人）  

4．反社会的行動傾向（1．179人）  

5．抑うつ傾向（1．161人）  

6．学習障害傾向（1，091人）  

7．物質使用（1．148人）  

8．自傷行為（1，160人）  

9．集団不適応（1．170人）  

10．社会的引きこもり（537人）  

11．排き世間題（498人）  

12．摂食障害傾向（1．130人）  

13．睡眠問題（1．126人）  

14．言言吾能力の発達遅延■障害  

（1．155人）  

15．知的障害（1．154人）   

16．施設内における他児へのいじめ  
（1．173人）   

17．施設内における他児からのいじめ  
（1．162人）  

口疑いなし  □やや疑いあり  臼疑いあり  ■確かに問題あリ  
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図表53 情緒・行動上の問題状況【母子生活支援施設】（複数回答）  

【母子生活支援施設】  

集計対象児童数 5，768人  

※項目横の（）内は各項目の評価対象児童数  

0ヤi  20q乙  40ウi  60りも  80ワム  100ぅも  

1，自閉的傾向（5，284人）  

2．養育者との関係性（4，104人）  

3．注意欠陥・多勤傾向（4．91Z人）  

4．反社会的行動傾向（5、100人）  

5．抑うつ傾向（3，173人）  

6．学習障害傾向（2，902人）  

7．物質使用（1．840人）  

8．自傷行為（5，076人）  

9．集団不適応（3，192人）  

10．社会的引きこもり（807人）  

11．排泄問題（2．835人）  

12．摂食障害傾向（3．185人〉  

13．睡眠問是喜（3．184人）  

14言語能力の発達遅延・障害  
（5．128人）  

15．知的障害（4，836人）   

16．施設内における他児へのいじめ  
（4，816人）   

17】施設内における他児からのいじめ  

（4．795人）  

ロやや疑いあり  口疑いあリ  重コ  
r‘∴▼‾‾－∴‘■”1’‾一  

口疑いなし  
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○ 母親の情緒・行動上の問題状況と母子関係に関わる問題状況（複数回答）   

母子生活支援施設に入所している世帯の母親及び母子関係に関する情緒・行動上  

の問題状況について、「やや疑いあり」以上の回答割合が比較的高かった事項（各項  

目（「疑いなし」、「やや疑いあり」、「疑いあり」、「確かに問題あり」）の合計に対し、  

「やや疑いあり」、「疑いあり」、「確かに問題あり」の3つの回答の合計割合が3割  

以上を占めるもの）8は、以下のとおりである。   

母親の情緒・行動上の問題では7項目が該当し、「6．生育歴に依拠するもの」、「3．  

計画的な消費など金銭管理」、「15．対人コミュニケーション上の問題」、「1．家事能力  

の不足、家事への負担感」、「13．性格上の問題」、「2．生活リズムの乱れ」、「8．不定愁  

訴など心理面での訴え」の順に多くみられる。   

さらに、母子関係に関わる問題では、2項目が該当し、「2．育児・養育力（知識）  

の不足」、「5．価値観の強要」の順に多くみられる。  

8「判断困難」とされた母親及び無回答を除いた上で回答割合をみている。  
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図表54 母親に関する情緒・行動上の問題状況【母子生活支援施設】（複数回答）  

【母子生活支援施設】  

集計対象世帯数 3．548世帯  

※項目横の（）内は各項目の評価対象世帯数  

0サム  20ウも  40？i  60ヤi  809♭  100ワも  

1．家事能力の不足、家事への負担感  
（3．518人）  

2．生活リズムの乱れ（3．515人〉  

3．計画的な消費など金銭管理  

（3．476人）   

4．書類の理解、作成等識字に関る課題  
（3，515人）   

5，言葉、生活文化の違い等による課題  
（3．505人）  

6．生育歴に依拠するもの（3．414人）  

7，慢性疾患や障害（3．508人）  

8，不定愁訴など心理面での訴え  

（3，488人）  

9．依存傾向（3，503人）  

10．自傷行為（3．503人）  

11‡要食障害傾向（3．497人）  

12．抑うつ傾向（3，492人）  

13．性格上の問題（3．498人）  

14．精神状態（3，487人）  

15．対人コミュニケーション上の問題  

（3．492人〉  

□やや疑いあリ  口疑いあり  隠確かに問題あリ   

二‾l二1  



図表55母親に関する情緒・行動上の問題状況【母子生活支援施設】（複数回答）  

【母子生活支援施設】  

集計対象世帯数3．548世帯  

※項目横の（）内は各項目の評価対象世帯数  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

1．子どもへの愛着形成の困難  

（3．511人）   

2．育児・養育力（知識）の不足  

（3．507人）  

3．虐待傾向（3．501人）  

4．密着、抱え込み状態  

（3，496人）   

5．価値観の強要（3．503人）  

6．母子の逆転（3．467人）  

ロ疑いなし  ロやや疑いあり  田疑いあり  ■確かに問題あリ  
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○ 身体疾患・身体障害の状況  

入所児童の身体疾患・身体障害の状況をみると、乳児院及び情緒障害児短期治療  

施設では約3割、児童養護施設では約2割、児童自立支援施設及び母子生活支援施  

設においても2割弱の児童について、身体疾患・身体障害がみられる。   

具体的な疾患名をみるといずれの施設においても「：∃．アトピー性皮膚炎」や「7．  

喘息」、 「8．喘息以外のアレルギーの病気」等のアレルギー性疾患が多くみられ、そ  

の他「6．耳鼻科・眼科の病気」も多くみられる。  

国表56 身体疾患・身体障害の有無  

情緒障害児  
乳児院   

児童養護 施   短期治療  児童自立  

設  
施設  

支援施設   

∩＝3，017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208  n＝5．768   

1．有リ   28．7％   22．2％   29．89も   16．1％   14．6％   

2無し   58．9％   76．4％   69．3％   83．3％   82．7！も   

無回答   12．4％   1，射乙   1．0％   0．即も   2．8％   

合計   100．0％   100．0％   100、0％   100．0％   100．09ふ   

図表57 身体疾患・身体障害の種類（複数回答）  

乳児院   児童養護 施設  情緒障害児 短期治療  母子生活  
施設   支援施設   支援施設  

n＝3，017  n＝26′604  n＝924   n＝1，208  nニ5．768   

1．外科系   2．2％   0．7ウら   1．2ワi   0．8？も   0．39ら   

2．内臓系   3．4％   1．3ウも   2．4％   1．1％   0．9％   

3．アトピー性皮膚炎   6．1？ら   5．1％   4．9％   3．2ウら   3．4％   

4．アトピー以外の皮膚の病気   2．59i   1．7ワも   2．39ら   2．1？ら   0．6％   

5．泌尿器の病気   0．99も   0．9サふ   1．6サム   0．7％   0．5ウら   

6．茸鼻科・眼科の病気   5．7％   6．0％   6．3？も   2．5％   2．4ウも   

7．瑞息   7．6サム   4．5ウム   5，6％   2．29ら   5．19も   

8．喘息以外のアレルギーの病気   2．6％   2．5ワ′i   5．3？′乙   3．1ワ乙   1．59ふ   

9．視覚障害   2．2ワも   0．99も   0．9ワも   0．59ム   0．4ワも   

10聴覚障害（難聴）   1、5？も   0．5％   0．6ワも   0．6％   0．3ウも   

11言語・音声障害（ろうあ）   1．7％   0．7ワら   0．3？も   0，即も   0．6％   

12．肢体不自由   2．4ワ乙   0．4？も   0．8？′乙   0．2サム   0．3ワら   

13内部（内臓）障害   1．59ら   0．4？ム   0．6？も   0．1ワも   0．3ウノら   

14免疫機能障害   0．29ら   0．1qも   0．1ワら   0．0？ら   0．2ワも   

15．その他   10．59も   3．6ワ乙   4．2ワら   1．8ワら   2．79乙   

※ 入所児童全体に占める割合  

「－ご‾ゝ   



○ 発達障害・行動障害等の状況  

入所児童の発達障害・行動障害等の状況をみると、情緒障害児短期治療施設では  

約7割の児童が「診断有り又は疑い有り」である。児童自立支援施設では約4割、  

児童養護施設では約2割、乳児院及び母子生活支援施設では約1割の児童が該当し  

ている。発達障害・行動障害等の種類別にみると、いずれの施設においても、「1．  

発達障害系」が最も多く、次いで「2．行動障害系」、「3．不安障害系」の順となって  

いる。「1．発達障害系」は、「疑い有り」を含めると、乳児院と児童養護施設でも1  

割以上の児童が該当している。児童養護施設では、「2．行動障害系」も1割弱の児童  

が該当している。乳児院については、入所児童の年齢が低く評価困難であることも  

あり「1．発達障害系」以外は割合は低い。  

図表58 発達障害・行動障害等の有無  

乳児院   
児童養護 施設  情緒障害児 短期治療  

施設   
支援施設   

n＝3，017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208  n＝5，768   

1．診断有り又は疑い有り   13．3％   20．0％   69．3％   39．6％   12．0％   

2．無し   85．7％   79．0％   29．8％   59．6％   84．7％   

無回答   1．0％   1．0％   1．0％   0．8％   3．3％   

合計   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   

56   



図表59 発達障害・行動障害等の問題の種類（複数回答）  

※すべての入所児童に占める割合  

情緒障害児  
乳児院  児童養護 施設   短期治療 施設   

児童自立  

支援施設   

∩＝3，017  n＝26．604  n＝924   n＝1，208  ∩＝5，768   

1．確定診断有リ   3．1％   5．0％   21．0％   10．3％   3．5％   

2．疑い有リ   9．3％   9．4％   23，29も   16．6％   4．即も   

3判断困難又は疑いなし   87．6％   85，5％   55．8％   73．1％   91．9％  

情緒障害児  
乳児院  児童養護 施設   短期治療 施設   

児童自立  

支援施設   

n＝3．017  n＝26．604  ∩＝924   n＝1，208  n＝5，768   

1．確定診断有り   0．4％   2．0％   14．4％   10．0％   1．4％   

2．疑い有り   3．1％   6．3％   17．1％   11，9％   3．6％   

3判断困難又は疑いなし   96．5％   91．7％   68．5％   7臥1サム   94．9％  

児童養護  
情緒障害児  

乳児院  
児童自立  

施設  
短期治療 施設   支援施設  母子活 支援施設  

∩＝3，017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208  n＝5，768   

1．確定診断有リ   0．1％   1．0ウら   13．6％   2．1％   0．69ら   

2．疑い有り   2．即も   5．7％   16．3％   8．3％   3．6％   

3判断困難又は疑いなし   97．3ワも   93．3％   70．0％   89．7％   95．9％  

乳児院   母子生活  

児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設   支援施設  
∩＝3，017  n＝26，604  n＝924   n＝1，208  ∩＝5．768   

1．確定診断有り   0，1サム   0．射ら   1．09ふ   0．79も   0，1ウも   

2．疑い有り   1．5％   2．8サム   3．8ウも   6．2ワも   1．59も   

3．判断困難又は疑いなし   98．4ワも   96．8ワも   95．2％   93．0サも   98，39も  

情緒障害児  
乳児院   

児童養護 施設   短期治療  児童自立  

施設  
支援施設   

n＝3，017  ∩＝26．604  n＝924   ∩＝1．208  n＝5，768   

1．確定診断有リ   0．1？ら   0．馴ら   3．2ウら   1．6？i   0．3？ム   

2．疑し＼有リ   0．9ワム   2．59i   5．1？ら   3，99も   1．3？ら   

3．判断困難又は疑いなし   99．0？ム   97．Oq占   91．7ワら   94．5ワb   98．3？♭   
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○ 定期的な通院の状況   

「1．精神科・心療内科への通院」は、情緒障害児短期治療施設では約3割、児童  

自立支援施設では約2割の入所児童にみられる。また、児童養護施設では約5％、  

母子生活支援施設では約3％の入所児童にみられる。   

「3．精神科・心療内科以外の診療科への通院」は、乳児院及び情緒障害児短期治  

療施設では約2割の入所児童にみられ、児童養護施設及び児童自立支援施設の入所  

児童でも約1割の入所児童にみられる。  

図表60 定期的な通院の状況  

児童養護  
乳児院  

施設   
短期治療 施設   支援施設  母子活 支援施設  

n＝3，017  ∩＝26，604  n＝924   n＝1．208  n＝5，768   

1有り   0．7％   5．3％   34．8％   18．0％   3．0％   

2．無し   96．3％   93．3％   64．7％   81．6％   93．5％   

無回答   3．0％   1．3％   0．4％   0．4％   3．4％   

図表61精神科・診療内科での投薬の有無  

児童養護  
乳児院  

情緒障害児 短治  
施設  期療 施設  児立 支援施設  母子生活 支援施設  

n＝3．017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208  n＝5．768   

1．有り   0．1％   3．4％   27．3％   14．4％   1．6％   

2．無し   96．7％   95．3％   72．2％   85．2％   94．8％   

回答   3．1％   1．4％   0．5％   0．4％   3．6％   

図表62精神科・診療内科以外の診療科への通院の有無  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設   母子生活  

支援施設  

∩＝3．017  n＝26．604  ∩＝924   ∩＝1．208  n＝5，768   

1．有り   17．8％   9．4％   17．3％   8．5％   6．6％   

2．無し   80．0％   89．3％   82．3％   90．8％   90．0％   

無回答   2．2％   1．3％   0．4％   0．7％   3．4％   

図表63精神科・診療内科以外での投薬の有無  

児童養護  情緒障害児 短期治療  
乳児院  施設  施設  児立 支援施設  母子生活 支援施設  

n＝3．017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208  n＝5．768   

1．有リ   10．5％   6．7％   13．3％   7．7％   4．7％   

2．無し   86．7％   91．5％   85．5％   90．4％   91．4％   

無回答   2．8％   1．8％   1．2％   1．9％   3．9％   
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○ 心理療法の状況  

心理療法の状況をみると、情緒障害児短期治療施設では施設における心理療法が  

ほとんどの児童に対して行われており、児童養護施設及び児童自立支援施設でも3  

割弱の児壷に対して施設内において心理療法を実施している。また、児童養護施設  

では施設外での心理療法の実胞が他の施設に比して高くなっている。入所児童の年  

齢の低い乳児院でも、2割弱〝）児童について心理療法が必要であるとされており、  

約1割の児童に対して施設内において心理療法が実施されている。  

図表64 施設内における心理療法の実施有無  

乳児院   児童養護 施設  情緒障害児 短期治療  

施設   
支援施設   

n＝3，017  n＝26．604  n＝924   n＝1，208  n＝5．768   

1．有り   12．6％   26．3％   93．8％   28．0％   11．5％   

2．無し   84．7％   72．即も   6．1％   71．5％   84．4％   

無回答   2．7％   1．1％   0．1％   0．5ウふ   4．0％   

図表65 施設外における心理療法の実施有無  

乳児院   
児童養護 施設  情緒障害児 短期治療  

施設   
支援施設   

n＝3．017  n＝26，604  n＝924   n＝1．208  n＝5．768   

1・有り   1．1％   7．6％   4，7％   5，4サ乙   3．8サム   

2／無し   96．1％   91．0％   95．0％   93．9％   92．1％   

無回答   2．8％   1．5％   0．3％   0．7％   4．1％   

図表66 心理療法の必要性有無  

児童養護  
情緒障害児  

乳児院  児童自立  
施設  短期治療    支援施設  母子活 支援施設  

施設  

n＝3．017  n＝26，604  ∩＝924   ∩＝1．208  n＝5．768   

1有り   16．3サム   36．4ワも   89．59も   36．8サら   19．9ワふ   

2．無し   68．4％   53．3％   6．99ふ   48．5サム   66．5％   

3．判断困難   11．8％   臥8％   3．1％   13．7％   9．1ワi   

無回答   3，59ら   1．59も   0，49も   1．0ウも   4．5ワも   
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○ 被虐待体験の有無及び虐待の種類と複数該当の状況   

被虐待体験の有無をみると、情緒障害児短期治療施設では8割弱、児童養護施設  

及び児童自立支援施設では約6割、母子生活支援施設では約4割、乳児院では約3  

割の児童が「被虐待体験有り」となっている。 また、虐待内容をみると、乳児院、  

児童養護施設及び児童自立支援施設で最も多く挙げられたのが「3．ネグレクト」で  

ある。情緒障害児短期治療施設では、「1．身体的虐待」が最も多くみられ、母子生活  

支援施設では「4．心理的虐待」が最も多くみられる。  

図表67 被虐待体験の有無  

児童養護  
乳児院  

施設   短期治療    支援施設  子 支援施設  
施設   

n＝3，017  n＝26，604  n＝924   n＝1．208  n＝5，768   

1．有り   34．6％   59．2％   77．7％   63．5％   43．7％   

2應し   64．4％   40．3％   21．9％   36．1％   53．1％   

無回答   1．0％   0．5％   0．4％   0．4％   3．2％   

合計   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   

図表68 被虐待体験「有り」の場合の虐待の種類（複数回答）  

児童養護  
乳児院  

施設   短期治療    支援施設  子 支援施設  
施設   

n＝1．043  n＝15，748  ∩＝718   n＝767   n＝2．521   

1．身体的虐待   28．6％   38．7％   61．8％   55．1％   34．3％   

2．性的虐待   0．4％   4．3％   9．5％   7．2％   3．8％   

3．ネグレクト   71．8％   70．1％   54．7％   63．1％   23．0％   

4心理的虐待   11．1％   23．5％   37．0％   33．1％   73．3％   

5．その他   6．0％   1．4％   1．0％   0．7％   4．1％   

6判断困難   2．4％   1．6％   1．0％   1，0％   3．5％   

図表69 複数該当の状況  

乳児院   
児童養護 施設  情緒障害児 短期治療  母子生活  

施設   支援施設   支援施設  

n＝3，017  n＝26．604  n＝924   n＝1．208  n＝5．768   

該当無し   65．7％   41．1％   22．3％   36．6％   56．6％   

1つ   28．4％   40．4％   42．5％   35．0％   28．6％   

2つ   4，6％   13．8％   21．6％   19．3％   11．5％   

3つ   1．1％   4．5％   11．7％   8．3％   3．1％   

4つ以上   0．1％   0．4％   1．8％   0．8％   0，3％   

合計   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   
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（5）ケアの適合状況  

○ 入所児童に対するケアの適合状況〔，   

ケアの適合状況（現在入所している施設でケアを受けることが適した児童である  

か又は他施設等に入所することが適しているかを評価）についてみると、いずれの  

施設においても「適していない」（すなわち、他施設でケアを受けることが適してい  

る）と評価された児壷の割合は、乳児院が2割弱、児童自立支援施設、情緒障害児  

短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設においては約1割みられる  

（母子生活支援施設においては世帯数）。   

当該施設のケアが「適していない」と評価された児童について、適していると考  

えられる施設種類として、乳児院では「11．里親の家」が最も多く、次いで「5．児童  

児童養護施設 養護施設」、「9．家庭」の順に多く挙げられている。では「2．情緒障害  

児短期治療施設」が最も多く、次いで「7．知的障害児施設」、「9．家庭」の順に多く  

挙げられている。情緒障害児短期治療施設では「5．児童養護施設」が最も多く、次  

いで「9．家庭」、「7．知的障害児施設」の順に多く挙げられている。児童自立支援施  

設では「7．知的障害児施設」が最も多く、次いで「5．児童養護施設」、「9．家庭」の  

順に多く挙げられている。母F生活支援施設では「15．自宅（公営住宅等）」が最も  

多く、次い で「5．児童養護施設」、「16．親元の家1U」の順に多く挙げられている。   

現在児童が入所している施設において「適していない」と評価された児童を対象  

に、回答職員が評価した「適している施設等（措置変更先）」別にその人数を集計し  

ている（「図表72 主要移動先別児童数」参照）。   

移動先として適当と回答された施設種類をみると、「知的障害児施設」が570人と  

最も多く、次いで「情緒障害児短期治療施設」が562人、「家庭」が528人、「里親  

の家」が∠182人の順に多くなっている。  

図表70 入所児童に対するケアの適合状況  

乳児院   
児童養護 施設  情緒障害児 短期治療  母子生活  

施設   
支援施設   支援施設  

∩＝3，017  n＝26，604  ∩＝924   n＝1．208  ∩＝3，548   

1．適している   82．4ウノi   88．5％   86．7サム   87．3％   76．1％   

2．適していない   16，2サム   9．7ワも   11．89も   11，4％   12．0？も   

無回答   1．3ワも   1．8サム   1．5？も   1．2％   11．99も   

〔J、1該児童州青緒・了J二動上の問題状況、功休疾患・」才休障害、発達障害・行動障害等の状況等や普段〝）ケーア  

状況を蛸まえた上て、呪′仁町肱甘ニニトけろケアが当該児童に適しているかどうか尋わた。なお、使手生活支  

援施言引こおいてけ、㌍該世帯の僅干それ÷れの情緒・行臥l二〝1問題状況、身附痕患・身体障害や発達帽害■  
行動障害等L／州こ祝を踏まえたもノ）とLている‥  

川 根ブ亡ゾ〕家七はfヨ＝報の′実家をいう、1ソ、卜「祖元の家ほ同じJ  
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図表71ケアが「適していない」とされた児童について適していると考えられる他の施設等11  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設  母子生活 支援施設  

n＝490   ∩＝2．568   n＝109   n＝138  n＝427   

1．乳児院※   1．4％   0．1％   0，0％   0．0％   2．3％   

2．情緒障害児短期治療施設※   0．6％   20．9％   1．8％   10．1％   1．6％   

3」見童自立支援施設※   0．4％   6．9％   3．7％   7．2％   1．6％   

4．母子生活支援施設※   0．6％   1．3％   0．0％   0．0％   4．4％   

5．児童養護施設※   20．4％   5．1％   33．0％   15．2％   16．4％   

6．自立援助ホーム   0．0％   2．7％   3．7％   5．8％   0．7％   

7．知的障害児施設   11．2％   18．2％   12．8％   16．7％   2．6％   

8．病院   1．0％   1．6％   11．0％   0．7％  

9．家庭   14．5％   16．2％   20．2％   14．5％  

10．親戚の家   1．2％   1．6％   1．8％   0．0％   2．1％   

11．里親の家   29．2％   12．9％   3．7％   5．1％  

12．知人・友人の家   0．0％   0．0％   0．9％   0．0％   0．0％   

13．少年院（初等・中等・特別）  5．8％  

14．医療少年院  5．1％  

15．自宅（公営住宅等）  42．4％   

16．親元の家  11．5％   

17．その他   19．2％   11．9％   7．3％   13．0％   13．3％   

無回答   0．2％   0．7％   0．0％   0．7％   0．9％   

合計   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   

※は同種類の施設の場合は、他の同種類の施設のこと  

図表72 主要移動先別児童数  

単位：人  

乳児院  児童養護 情緒障害児 児童自立  母子生活   家庭  
n＝19  施設  短期治療施設 支援施設  支援施設  n＝528  

n＝357  n＝562  n＝199  n＝56  

里親の家 知的障害児  
n＝482  施設  

n＝570  

■乳児院より 田児童養護施設より 田情緒障害児  凶児童自立支援施設より 口母子生活支援施設より  
短期治療施設より  

11母子生活支援施設には、「当該児童及び母親のへのケアの適切さ」の観点から尋ねている。  
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や 現在の入所先が「適していない」とされた児童についてのケアの負担感   

ケアの適合状況（現在入所している施設でケアを受けることが適した児童である  

か又は他施設等に入所することが適しているかを評価）において、「過していない」  

（他の施設等に入所することが適当）とされた児童を対象に、調査対象施設内での  

ケアの負担感について評価をけっている。その結果、ケアの負担感が重い（「2．や  

や重いケア負担」及び「3．かなり重いケア負担」の割合の合計）とされた児童の割  

合をみると、児童養護施設では約7割、乳児院、児童自立支援施設及び母子生活支  

援施設では約6割（母子生活支援施設の場合は世帯単位）、情緒障害児短期治療施設  

では約4割となっている。   

いずれの施設でも約2割から約3割の児童が「3．かなり重いケア負担」となって  

いる。他方、「1．変わらない」とされた児童の割合は、情緒障害児短期治療施設で  

は過半数、他の施設では約2割から約1割となっている。  

図表73 現在の入所先が「適していない」とされた児童についてのケアの負担感  

【現在の入所先が「適している」とされた児童との比較】  

情緒障害児  
乳児院   児童養護    短期治療  児童自立  

施設  
施設  

支援施設   

n＝490   n＝2、568   ∩＝109   n＝138   n＝427   

1／変わらない   37．1サム   21．7サ右   54．1％   33．3％   34．7％   

2．やや重いケア負担   38．2％   41．9？も   22．9ラム   33．3％   24．6％   

3．かなり重いケア負担   18．0％   28．6％   20．2％   28．3％   34．0％   

無回答   6．7％   7．8ワも   2．8％   5．1ワ′ら   6．8％   
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○ 現在の入所先が適さないと評価された児童についての「ケアの負担感」別にみ  

る「適していると考えられる他の施設等」の種類（現在の入所先が「適してい  

ない」とされた児童を対象）  

①「3．かなり重いケア負担」と評価された児童のケアに適していると考えられる  

施設等の種類について   

乳児院では「7．知的障害児施設」が最も多く挙げられている（「17．その他」を除  

く）。児童養護施設では、「2．情緒障害児短期治療施設」が最も多く挙げられ、次い  

で「3．児童自立支援施設」、「7．知的障害児施設」の順に多く挙げられている。情  

緒障害児短期治療施設では、「8．病院」が最も多く挙げられ、次いで「3．児童自立  

支援施設」、「9．家庭」が多く挙げられている。児童自立支援施設では、「3．児童自  

立支援施設（他施設）」が最も多く、次いで「13．少年院（初等・中等・特別）」、「14．  

医療少年院」の順に多く挙げられている（「17．その他」を除く）。母子生活支援施  

設では、「5．児童養護施設」が最も多く挙げられ、次いで「15．自宅（公営住宅等）」、  

「16．親元の家」が順に多く挙げられている（「17．その他」を除く）。   

②「2．やや重いケア負担」と評価された児童のケアに適していると考えられる施  

設等の種類について   

乳児院では「11．里親の家」が最も多く、次いで「1．乳児院（他施設）」、「7．知的  

障害児施設」の順に多く挙げられている（「17．その他」を除く）。児童養護施設で  

は「7．知的障害児施設」が最も多く挙げられ、次いで「2．情緒障害児短期治療施設」、  

「9．家庭」の順に多く挙げられている。情緒障害児短期治療施設では、「7．知的障  

害児施設」が最も多く挙げられ、次いで「8．病院」、「9．家庭」が多く挙げられて  

いる（「17．その他」を除く）。児童自立支援施設では「7．知的障害児施設」が最も  

多く挙げられ、次いで「3．児童自立支援施設（他施設）」、「9．家庭」の順に多く挙げ  

られている（「17．その他」を除く）。母子生活支援施設では、「15．自宅（公営住宅  

等）」が最も多く挙げられ、次いで「5．児童養護施設」、「16．親元の家」が多く挙げ  

られている。   

③ケアの負担感が「1．変わらない」と評価された児童のケアに適していると考え  

られる施設等の種類について   

乳児院では、「11．里親の家」が最も多く挙げられ、次いで「1．乳児院（他施設）」、  

「9．家庭」の順に多く挙げられている。児童養護施設では「9．家庭」が最も多く  

挙げられ、次いで「11．里親の家」、「7．知的障害児施設」の順に多く挙げられた。  

情緒障害児短期治療施設では、「2．情緒障害児短期治療施設（他施設）」が最も多く  

挙げられ、次いで「9．家庭」が多く挙げられている。児童自立支援施設では、「2．  

情緒障害児短期治療施設」が最も多く挙げられ、次いで「9．家庭」、「7．知的障害  

児施設」の順に多く挙げられている。 母子生活支援施設では、「15．自宅（公営住宅  

等）」が最も多く挙げられている。  

C;4 
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図表74「ケアの負担感」別でみる「適していると考えられる他の施設等」  

【ケアが「適していない」とされた児童についてケアの負担感が「かなり重い」と回答した場合】   
適していると考えられる他の施設等  

児童養護  情緒障害児 短  
乳児院  

施設  期治療   児 支援施設  母子活 支援施設  
施設   

n＝88   n＝735   n＝22   n＝39   n＝145   

1．乳児院※   2．3？ふ   0．09も   0．0？乙   0．0ワも   4．8？ふ   

2．情緒障害児短期治療施設※   1．1ワも   33．2ワも   4．5？も   5．1ワも   3．4ワも   

3．児童自立支援施設※   0．0ワi   15．5ワふ   13．6？i   17．9ワも   4＿1？i   

4／母子生活支援施設※   0．0ワら   0．4？も   0．0ワも   0．0ウi   1，4？i   

5」兄童養護施設※   6．8ウも   3．8？i   4．5ヤも   2．6†も   34．5でら   

6．自立援助ホーム   0．0％   3．49i   4．5ウi   5．1ワi   0．79i   

7．知的障害児施設   26．＝i   14．6％   9．‖i   7．7ワも   1．4ウふ   

8．病院   4．5ウふ   3．79も   36．4ウも   2．69も  

9．家庭   8．09i   7．2ワも   13．69ム   7．7サム  

10．親戚の家   0．0％   1．0ウも   0．0％   0，0ワも   2．8†ム   

11．里親の家   6．8％   7．㍑   0．09i   7，7ワも  

12．知人・友人の家   0．09ム   0．0ウi   0．0？も   0．0？も   0．0ワふ   

13．少年院（初等・中等・特別）  15．4？も  

14．医療少年院  12．89も  

15」∃宅（公営住宅等）  15．2ワも   

16．親元の家  13．1ワも   

けその他   44．39も   9．8％   13．即i   15．4ワi   17．9ワも   

無回答   0．0？も   0．49も   0．09i   0．0ワi   0．7？ら   

合計   100．0ウi   100．0？も   100．0ウも   100．0乍ら   100．0ワi   

※は同種類の施設の場合は、他の同種類の施設のこと  

【ケアが「適していない」とされた児童についてケアの負担感が「やや重い」と回答した場合】   
適していると考えられる他の施設等  

児童養護  情緒障害児   
乳児院  施設   短期治療    支援施設  母子活 支援施設  

施設   

n＝187  n＝1，075  n＝25   n＝46   n＝105   

1．乳児院※   20．9？も   0．1？も   0．0？も   0．0？ム   0．0ウi   

2．情緒障害児短期治療施設※   0．5ヤム   19．5？も   12．0？i   10．9？ら   1．99ら   

3，児童自立支援施設※   1．1qム   4．40も   4．0？も   17．4ワも   0．0？も   

4．母子生活支援施設※   0．0ワi   0．7？ら   0．D†i   0．08ら   9．5？も   

5児童養護施設※   0．5？乙   5．0？i   0．0？ふ   2．2ウら   15．2ワも   

6．自立援助ホーム   0．09i   3．1Dも   4．0？も   臥7？も   0、0？ム   

7．知的障害児施設   13，9ワも   24．即b   24．0？も   21，7？ら   6．7bも   

8．病院   0．5ウi   0．78も   16．0？ら   0．00b  

9．家庭   12．8？b   13．4？i   16．0ヤム   15．2Dも  

†0．親戚の家   1．即ふ   2．1？も   0．0？i   0．0？b   0．0？b   

†1．里親の家   30，5雫ふ   12．40b   4．08i   2．2ワも  

12．知人・友人の家   0．0？i   0．0？も   4．0？i   0．0ワも   0．09i   

13少年院（初等・中等・特別）  2．2？b  

14．医療少年院  4．3？ら  

15．自宅（公営住宅等）  38．1Dム   

16．親元の家  15．2D乙   

17．その他   17．18D   13、00ム   16．00占   15．2ワb   13．3ロム   

無回答   0．500   0．8？i   0．00i   0．ぴb   0．00ら   

合計   100．0ロ。   100．0¢○   100．00ム   100．ODo   100．OD。   

※は同種類の施設の場合は、他の同種類の施設のこと  
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【ケアが「適していない」とされた児童についてケアの負担感が「変わらない」と回答した場合】   
適していると考えられる他の施設等  

施設   
乳児院  児童養護   情緒障琶児 短期治療  

施設   支援施設   

n＝182   n＝558   n＝59  n＝46   ∩＝148   

1眉L児院※   28．6％   0．0％   0．0％   0．0％   1．4％   

2．情緒障害児短期治療施設※   0．0％   6．3％   50．8％   30．4％   0．0％   

3．児童自立支援施設※   0．0％   0．9％   0．0％   4．3％   0．7％   

4．母子生活支援施設※   1．6％   3．9％   0．0％   0．0％   4．7％   

5児童養護施設※   2．2％   7．7％   1．7％   2．2％   1，4％   

6．自立援助ホーム   0．0％   1．4％   3．4％   4．3％   0．7％   

7．知的障害児施設   2．2％   11．5％   8．5％   19．6％   0，0％   

8．病院   0．0％   0．0％   0．0％   0．0％  

9．家庭   19．8％   33．0％   25．4％   21．7％  

10．親戚の家   1．1％   1．8％   3．4％   0．0％   3．4％   

11．里親の家   40．7％   21．9％   5．1％   4．3％  

12．知人・友人の家   0．0％   0．0％   0．0％   0，0％   0．0％   

13．少年院（初等・中等・特別）  2．2％  

14．医療少年院  0．0％  

15．自宅（公営住宅等）  70．3％   

16．親元の家  7．4％   

けその他   3．8％   10．8％   16．0，i   10．9％   9．5％   

無回答   0．0％   0．9％   0．0％   0．0％   0．7％   

合計   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   100．0％   

※は同種類の施設の場合は、他の同種類の施設のこと  
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4．職員勤務状況調査  

（1）職員の基本情報  

職員勤務状況調査の集計結混は、施設調査票の有効回答施設が回答した職員勤務  

状況調査を基に集計を行ったものである。   

○ 施設種別集計対象職種  

各施設種別における職種（丑～③の集計対象は下表のとおりである。なお、調理員、  

栄養士、医師等は変則型の勤務を行う割合が高いため、集計の対象に含めていない。  

図表75 施設種類別集計対象職種一覧  

職種①（直接ケア職種）  職種②（専門ケア職種）  職種③（事務職種）   

児童指導員   心理療法担当職員   施設長  
保育士  家庭支援専門相談員  事務職員  

乳児院  看護師  その他職員   
個別対応職員  

児童指導員   心理療法担当職員   施設長  

児童養護施設  保育士   家庭支援専門相談員  事務職員  
個別対応職員   職業指導員   その他職員   

児童指導員   心理療法担当職員   ■▲  ■  

保育士   家庭支援専門相談員  事務職邑  
情緒障害児短期治療施設                  看護師  職業指導員   その他職員   

個別対応職員  

児童自立支援専門員  心理療法：担当職員   施設長  

児童生活支援員   家庭支援専門相談員  事務職員  
児童自立支援施設  個別対応職員   職業指導員   その他職員   

母子指導員   心理療法担当職員   施設長  
少年指導員  職業指導員   事務職員  

母子生活支援施設  
少年指導員（兼事務職員）  その他職員   
保育士  
個別対応職員  
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○ 職種別平均勤務日数   

各施設種別における全職員及び職種別の平均勤務日数は、下記のとおりである。  

乳児院及び情緒障害児短期治療施設を除き、非常勤職員が多い職種②（専門ケア職  

種）の勤務日数がやや少ない。  

図表76 職種別平均勤務日数  

集計対象  
平均   

施設数   職員数  
標準偏差   

乳児院   n＝112   3．667   4．38   1．25   

児童養護施設   n＝485   13，499   4．78   1．30   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   799   4．33   1．56   

児童自立支援施設   n＝40   1．451   4．49   1．42   

母子生活支援施設   n＝237   2，075   4．39   1．78  

集計対象  
平均   

施設数   職員数  
標準偏差   

乳児院   n＝111   2，478   4．37   1．1ヰ   

児童養護施設   n＝485   8，356   4．95   1．10   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   372   4．60   1．31   

児童自立支援施設   ∩＝40   785   4．79   1．14   

母子生活支援施設   n＝237   1．246   4．83   1．28  

集計対象  
平均   

施設数   職員数  
標準偏差   

乳児院   n＝97   184   3．78   2．01   

児童養薩施設   n＝425   957   3．64   1．99   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   195   3．84   1．85   

児童自立支援施設   n＝33   87   2．68   2．16   

母子生活支援施設   n＝89   176   1．94   1．91  

集計対象  
平均   

施設数   職員数  
標準偏差   

乳児院   ∩＝112  530   4．45   1．45   

児童養護施設   n＝482   1，923   4．58   1．57   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   105   4．41   1．49   

児童自立支援施設   n＝40   395   4．29   1．53   

母子生活支援施設   n＝232   2，075   4．39   1．78   
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○ 職種別平均経験年数1コ   

各施設種別における職種①（直接ケア職種）及び職種②（専門ケア職種）のうち  

心理療法担当職員及び家庭支援専門相談員の児童福祉施設職員としての平均経験年  

数は、下記のとおりである。   

直接ケア職種の職員で、児追福祉施設での勤務経験年数が最も長いのは児童自立  

支援施設であり、次いで乳児院、母子生活支援施設の順に長い。心理療法担当職員  

では、情緒障害児短期治療施設が最も長く、次いで長いのは児童養護施設、乳児院  

である。また、家庭支援専門相談員では、児童自立支援施設が最も長く、次いで長  

いのは乳児院である。  

図表77 職種別平均経験年数  

集計対象  
平均   

施設数   職員数  
標準偏差   

乳児院 n＝111   2，441   8．92   9．02   

児童養護施設   n＝485   8．095   8．01   8．74   

情緒障害児短期治療施設   ∩＝26   360   7，08   6，65   

児童自立支援施設   n＝40   785   11．23   10．21   

母子生活支援施設   n＝237   1，199   8．26   8．73  

集計対象  
平均   

施設数   職員数  
標準偏差   

乳児院   ∩＝39   43   3．02   3．89   

児童養護施設   n＝326   516   3．79   3．92   

情緒障害児短期治療施設   n＝26   135   5．52   5．83   

児童自立支援施設   ∩＝22   36   2．83   2．16   

母子生活支援施設   ∩＝237   114   2，68   2．30  

集計対象  
平均   

施設数   職員数  
標準偏差   

乳児院   ∩＝91   96   18．08   10．97   

児童養護施設   ∩＝339   332   17．80   10．13   

情緒障害児短期治療施設   n＝18   17   12．59   9．06   

児童自立支援施設   ∩＝12   12   18．75   12．77   

母子生活支援施設  

1三 ニニでの経験年数ほ「児童福祉施設で（ノ）勤務経験咋数」であり、措置費の民間施設給与∴等改善費山対頂と  

なる職員レ〕勤続牛牧ソ）算定に準ザるも（けしニ．キ1る年数は、∩十月未満を切下げ、6ケ月以上を切1二げて整数  

表記された値を用いていろ（′勤務経験牛数′バrうナ月末溝レ両者飢引用二）  
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（2）専門ケア職種の配置状況  

○ 心理療法担当職員の配置状況   

各施設種別における心理療法担当職員の配置状況をみると、全ての施設に常勤の  

心理療法担当職員が配置されている情緒障害児短期治療施設を除くと、常勤、非常  

勤共に心理療法担当職員を配置している割合が高いのは、児童養護施設である。  

図表78 心理療法担当職員の配置状況  

集計対象   勤務形態   配置  配置  
配置  

施設数  施設数   施設割合  
職員数  
（合計）   

常勤   27   24．1％   27  
乳児院   n＝112  

非常勤   15   13．4％   20   

児童養護施設   
常勤   180   37．1％   188  

n＝485  
非常勤   173   35．7％   353   

常勤   26   100．0％   111  
情緒障害児短期治療施設   n＝26  

非常勤   16   61．5％   28   

常勤   10   
児童自立支援施設   

25．0％   15  
n＝40  

非常勤   14   35．0％   21   

母子生活支援施設   
常勤   18   7．6％   18  

n＝237  
非常勤   57   24．1％   120  

○ 家庭支援専門相談員の配置状況   

各施設種別における家庭支援専門相談員の配置状況をみると、常勤で配置してい  

る施設割合が最も高いのは乳児院であり、次いで情緒障害児短期治療施設、児童養  

護施設の順である。  

図表79 家庭支援専門相談員の配置状況  

集計対象   勤務形態   配置  配置  
配置  

施設数  施設数   施設割合  
職員数  
（合計）   

常勤   83   74．1％   85  
乳児院   n＝112  

非常勤   10   8．9％   

児童養護施設   
常勤   332   68．5％   334  

n＝485  
非常勤   7   1．4％   7   

常勤 17   65．4％   17  
情緒障害児短期治療施設   n＝26   

非常勤   3．8％   

常勤   8   20．0％   8  

児童自立支援施設   n＝40  
非常勤   4   10．0％   4   
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（3）職員の資格保有状況（複数回筈）  

児童指導員（児童自立支援専門員・母子指導員を含む）は、教員免許を有する者  

がいずれの施設種別でも1割以上おり、児童自立支援施設において約3割、児童養  

護施設において約2割と比較的多くみられる。また、母子生活支援施設の母子指導  

員は、保育1二の資格を有する者が半数程度である。   

保育士は、保育士以外の資格を有する者は少ないが、児童養護施設及び情緒障害  

児短期治療施設では教育免許、母子生活支援施設では社会福祉士を有する者がみら  

れる。   

心理療法担当職員は、臨床心理士の資格を有する者がいずれの施設種別でも約6  

割から約7割みられる。その他、臨床心理上以外の学会認定心理士や教員免許を有  

する者も一定数みられる。   

家庭支援専P【抹目談貝は、乳児院では保育士資格を、児童養護施設及び情緒障害児  

短期治療施設では児童指導員の資格を、児童自立支援施設では児童自立支援専門員  

や児童生活支援員の資格を有する者が多いなど、直接ケア職種と同様の背景をもつ  

職員が多くみられる。また、乳児院、児童養護施設及び情緒障害児短期治療施設で   

は社会福祉士資格や教員免許を有する家庭支援専門相談員も約1割から約2割みら   

れる。   

栄養」二は管理栄養士の資格を有するものが半数程度みられる。  
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図表80職員の資格保有状況（複数回答）  

乳児院   
母子生活  

児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設   支援施設   
集計対象施設数   n＝112   n＝485   ∩＝26   n＝40   n＝237   

集計対象職員数   86   3．825   258   582   525   

1：保育士   3．5％   10．1％   11．2％   4．8％   55．4％   

2：社会福祉士   9．3％   12．2％   15．5％   8．2％   12．4％   

3：教員免許   11．6％   21．8％   20．2％   32．5％   ‖．8％   

4：精神保健福祉士   1．2％   0．9％   4．3％   1．0％   0．8％   

5：臨床心理士   0．0％   0．3％   1．2％   0．3％   0．0％   

6：学会認定心理士等   1．2％   1．2％   1．9％   0．5％   0．2％   

7：看護師 ■   0．0％   0．1％   0．0％   0．0％   0．2％   

※児童自立支援施設では児童自立支援専門員、母子生活支援施設では母子指導員についての集計  

【資格】保育士  

乳児院   
母子生活  

児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設  児童自立 支援施設   支援施設   
集計対象施設数   n＝112  n＝485 n＝26  n＝237   

集計対象職員数   1．910   4，247   70  176   

1：社会福祉士   0．6％   1．9％   0．0％  4．0％   

2：教員免許   1．8％   4．0％   4．3％  1．1％   

3：精神保健福祉士   0．1％   0．0％   0．0％  0．0％   

4：臨床心理士   0．2％   0．0％   0．0％  0．0％   

5：学会認定心理士等   0．2％   0．2％   0．0％  0．0％   

6：看護師   0．1％   0．1％   0．0％  0．0％   

【資格】心理療法担当職員  

乳児院   
児童養護  

施設   
短期治療 施設   支援施設  母子活 支援施設   

集計対象施簸数   n＝112   n＝485   n＝26   ∩＝40   n＝237   

集計対象職員数   47   542   139   36   141   

1：児童指導員   4．3％   7．4％   7．2％   16．7％   2．8％   

2：保育士   10．6％   3．0％   0．7％   0．0％   6．4％   

3：社会福祉士   2．1％   1．8％   3．6％   0．0％   1．4％   

4：教員免許   6．4％   11．4％   15．1％   5．6％   6．4％   

5：精神保健福祉士   0．0％   1．3％   2．2％   0．0％   3．5％   

6：臨床心理士   68．1％   61，8％   66．9％   69．4％   56．7％   

7：学会認定心理士等   21．3％   23．4％   20．1％   11．1％   27．7％   

8：看護師   0．0％   0．4％   0．0％   0．0％   0．7％   

※児童自立支援施設の1：児童指導員は児童自立支援専門員と読み替え  

※母子生活支援施設の1：児童指導員は母子指導員と読み替え  
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児童自立  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設   支援施設  母子生活 支援施設   
集計対象施設数   ∩＝112   n＝485   n＝26   n＝40  

集計対象職員数   96   343   18   12  

1：児童指導員   10，利己   51．6％   50．0ウも   33．3％  

2：保育士   66．79も   26．29も   11．1％   25．0％  

3：社会福祉士   10．4％   14．9％   11．1％   8．3％  

4：教員免許   11，59も   21．3％   22．2％   8．3％  

5：精神保健福祉士   0．0％   1．29も   11．1ウも   0．0サム  

6：臨床心理士   0．0サ乙   0，9％   16．7％   0．0％  

7：学会認定心理士等   0．09ム   0．0％   0．0％   0．0％  

8：看護師   7．3サも   0．0サふ   0．0％   0．0％  

※児童自立支援施設の1：児童指導員は児童自立支援専門員、児童生活支援員と読み替え  

児童自立  

乳児院  児童養護 施設  情緒障害児 短期治療 施設   支援施設  母子生活 支援施設   
集計対象施設数   n＝112   n＝485   n＝26   n＝40   n＝237   

集計対象職員数   142   471   23   27   

1：管理栄養士   42．39も   42，5％   52，2ウも   55．69ら   0．0％   



（4）直接ケア職種の1週間の勤務状況  

直接ケアに携わる職員の1週間の勤務状況は、施設調査票に記載された常勤職員  

数及び非常勤職員数の合計と、勤務時間調査票に記載された職員数が一致している  

施設を対象に集計を行った結果である。また、調査対象の1週間に実際に勤務して  

いた職員のみを対象に集計を行った結果である。  

0 1週間の規定勤務時間敷   

いずれの施設種別においても、規定勤務時間数は直接ケア職種の常勤職員は週約  

40時間、非常勤職員は週約30時間から約34時間となっている。心理療法担当職員  

では、常勤職員はいずれの施設でも週約40時間、非常勤職員は各施設で週約10時  

間から約30時間となっており、非常勤職員については、施設間で違いがみられる。  

家庭支援専門相談員は、いずれの施設種別でも常勤職員は週約40時間、非常勤職員  

は週約36時間から約37時間となっている。  

図表811週間の規定勤務時間数  

集計対象 施数  勤務形態   集計対象  平均   
設  職員数  

標準偏差   

常勤   1，049   
乳児院   

39．65   1．97  
n＝58  

非常勤   227   33．80   9．12   

児童養護施設   
常勤   3，038   39．83   1．55  

n＝220  
非常勤   473   34．19   8．87   

常勤   163   39．94   1．33  
情緒障害児短期治療施設   n＝14  

非常勤   42   30．05   9．02   

常勤   256   
児童自立支援施設   

40．11   1．36  
n＝16  

非常勤   16   32．50   3．65   

母子生活支援施設   
常勤   569   39．78   1．77  

n＝146  
非常勤   189   32．00   10．49   
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1週間の規定勤務時間数（時間）：【心理療法担当職員】  

集計対象   勤務形態   集計対象  
平均   

施設数  職員数  
標準偏差   

常勤   10   39．60   0．70  
乳児院   n＝58  

非常勤   10   17．70   9．39   

常勤   83   39．55   1．95  
児童養護施設   11＝220  

非常勤   144   13．56   10．57   

常勤   56   39．68   
情緒障害児短期治療施設   

1．87  
n＝14  

非常勤   12   19．17   11．95   

常勤   5   

児童自立支援施設   
41．60   3．58  

n＝16  
非常勤   3   32．00   0．00   

母子生活支援施設   
常勤   8   40．38   十51  

n＝146  
非常勤   57   10．19   9，56   

1週間の規定勤務時間数（時間）：【家庭支援専門相談員】  

集計対象   勤務形態   集計対象  平均   
施設数  職員数  

標準偏差   

常勤   43   39．84   
乳児院   

2．16  
n＝58  

非常勤   5   36．00   5．05   

児童養護施設   
常勤   152   39．81   1．58  

11＝220  
非常勤   3   37．00   4．36   

常勤   10   39．10   2．85  
情緒障害児短期治療施設   n＝14  

非常勤   0   0．00   0．00   

常勤   5   

児童自立支援施設   
41．60   3．58  

nニ16  

非常勤   0   0．00   0．00   
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0 1週間の合計勤務時間数  

1週間の合計勤務時間数でみると、常勤職員は週約43時間から約50時間となっ  

ており、非常勤職員は週約33時間から約42時間となっている。心理療法担当職員  

の常勤職員は週約44時間から約56時間、非常勤職員は週約10時間から約31時間  

となっており、特に児童自立支援施設において、心理療法担当職員の勤務時間が長  

い傾向にある。家庭支援専門相談員の常勤職員は週約47時間から約54時間、非常  

勤職員は週約29時間から約36時間となっている。  

図表821週間の合計勤務時間数  

集計対象 施設数  勤務形態   集計対象  平均   
職員数  

標準偏差   

乳児院   
常勤   1．049   43．32   10．28  

n＝58  
非常勤   227   35．50   12．64   

常勤   3，038   
児童養護施設   

49．86   13．46  
n＝220  

非常勤   473   39．59   15．14   

常勤   163   48．79   12．19  
情緒障害児短期治療施設   n＝14  

非常勤   42   32．75   15．56   

東勤   256   47，66   12．18  
児童自立支援施設   n＝16  

非常勤   16   41．67   11．28   

常勤   569   43．18   
母子生活支援施設   

9．18  
n＝146  

非常勤   189   34，61   12．37  

集計対象 施設数  勤務形態   集計対象  
平均   

職員数  
標準偏差   

乳児院   
常勤   10   47．70   7．48  

n＝58  
非常勤   10   17．51   8．11   

児童養護施設   
常勤   83   44．07   11．42  

n＝220  
非常勤   144   13．58   11．42   

常勤   56   48．06   
情緒障害児短期治療施設   

9．02  
n＝14  

非常勤   12   17．83   13．55   

児童自立支援施設   
常勤   5   55．62   20．14  

n＝16  
非常勤   3   30．97   5．44   

母子生活支援施設   
常勤   8   49．51   10．75  

n＝146  
非常勤   57   10．17   10．40   
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集計対象   勤務形態   集計対象  平均   
施設数  職員数  

標準偏差   

常勤   43   47．42   10．87  
乳児院   ∩＝58  

非常勤   5   36．39   12．99   

児童養護施設   
常勤   152   49．41   13．43  

n＝220  
非常勤   3   28．75   9．88   

常勤   10   50，51   11．51  
情緒障害児短期治療施設   n＝14  

非常勤   0   0．00   0．00   

常勤   5   53．93   20．62  
児童自立支援施設   n＝16  

非常勤   0   0．00   0．00  

0 1週間の規定時間外勤務発生職員割合   

規定時間外勤務の発生割合でみると、非常勤職員より常勤職員の発生割合が高い。  

また、常勤職員では児童養護施設及び情緒障害児短期治療施設において規定時間外  

勤務の発生割合が比較的高い。非常勤職員では児童自立支援施設の発生割合が最も  

高い。   

心理療法担当職員については、常勤職員・非常勤職員共に規定時間外勤務発生割  

合が高いのは乳児院である。   

家庭支援専門相談員については、常勤職員の規定時間外勤務発生割合が高いのは  

情緒障害児短期治療施設である。  

図表831週間の規定時間外勤務発生職員割合  

規定時間外  
集計対象   勤務形態  集計対象    勤務有リ  
施設数  職員数  

（人）   （％）   

乳児院   
常勤   1．049   482   45．9％  

∩＝58  

非常勤   227   81   35．7％   

児童養護施設   
常勤   3．038   1十812   59，馴も  

11＝220  
非常勤   43   224   47．射も   

常勤   163   94   57．79ら  
情緒障害児短期治療施設   n＝14  

非常勤   42   16   38．1％   

常勤   256   129   50．4％  
児童自立支援施設   n＝16  

非常勤   16   10   62．5ワも   

常勤   569   218   38．3ワも  
母子生活支援施設   11＝146  

非常勤   189   50   26．5？も   
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集計対象   勤務形態   
規定時間外  

集計対象    勤務有り  
施設数  職員数  

（人）   （％）   

常勤   10   8   80．0％  

乳児院   n＝58  
非常勤   10   4   40．0％   

児童養護施設   
常勤   83   42   50．6％  

n＝220  
非常勤   144   34   23・6   

常勤   56   36   64，3％  

情緒障害児短期治療施設   ∩＝14  

非常勤   12   4   33．3％   

常勤   5   4   80．0％  

児童自立支援施設   n＝16  
非常勤   3   33．3％   

常勤   8   6   7已0％  

母子生活支援施設   n＝146  
非常勤   57   19．3％  

集計対象   勤務形態   
規定時間外  

施設数  
集計対象    勤務有り  
職員数  

（人）   （％）   

常勤   43   24   55．8％  
乳児院   n＝58  

爽常勤   5   2   40．0％   

児童養護施設   
常勤   152   96   63．2％  

n＝220  
非常勤   3   0   0．0％   

常勤   10   7   70．0％  
情緒障害児短期治療施設   ∩＝14  

非常勤   0   0   0．0％   

常勤   5   2   40．0％  
児童自立支援施設   n＝16  

非常勤   0   0   0．0％   
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○ 職員の規定時間外勤務の主な対応内容   

各施設種別において直接ケア職種で規定時間外勤務の有る職員が、規定時間外勤  

務において行っていた主な対応内容は、下記のとおりである。   

いずれの施設種別でも「1．児童のケア」を挙げた職員の割合が最も高く、中でも  

児童養護施設の割合が最も高く、次いで乳児院が高い。その他、「2．対外的業務」は  

施設種別で大きな差はみられないが、「3．事務処理」は母子生活支援施設及び情緒障  

害児短期治療施設において、他の施設種別に比して高い割合で挙げられている。  

図表84 職員の規定時間外勤務の主な対応内容  

集計対象 設数  集計対象 職員数  1．児童の ケア  2、対外的   3．事務処理  4．その他   

施  業務  

乳児院   n＝58   394   82．2％   1，8％   9．9％   6．1サム   

児童養護施設   n＝220   1，788   87．2％   1．09も   7．49ら   4．4％   

情緒障害児短期治療施設   n＝14   94   70．2％   4．3％   18．1％   7．4％   

児童自立支援施設   n＝16   89   76．4％   1．1％   9．0％   13．59乙   

母子生活支援施設   n＝146   181   63．0％   2．29も   22．7サム   12．2％   

※母子生活支援施設の「1，児童のケア」は「1．母子のケア」と読み替え  

※集計対象職員数は、「主な対応内容」の未記入を除く職員数  

集計対象   集計対象   1．児童の ケア  乙対外的   3，事務処理  4．その他   

施設数  職員数  業務  

乳児院   ∩＝58   7   28．6％   0．09も   71．郎も   0．0％   

児童養護施設   n＝220   56   51．8％   1．8％   30．4ワも   16．1％   

情緒障害児短期治療施設   n＝14   36   52．8％   0、0％   38．9％   8．3ワも   

児童自立支援施設   n＝16   2   100．0％   0，0％   0．0りも   0．0％   

母子生活支援施設   n＝146   10   60．0ウも   0．0％   10．0％   30．0うも   

※母子生活支援施設の「1．児童のケア」は「1母子のケア」と読み替え  

※集計対象職員数は、「主な対応内容」の未記入を除く職員数  

集計対象   集計対象 数    1．児童の ケア  2．対外的   3．事務処理  4．その他   

施設数  職員  業務  

乳児院   n二58   21  28．6％   4．8％   61．99も   4．8％   

児童養護施設   n＝220   84  45．29も   20．2ワも   26．29ら   8．3ウ′乙   

情緒障害児短期治療施設   n＝14   7  57．1ワら   28．69も   14．3？ら   0．09も   

児童自立支援施設   n＝16   2  100．09も   0，0ワ′も   0．0ワも   0．0％   

母子生活支援施設  

※集計対象職員数は、「主な対応内容」の未記入を除く職員数  

7f）   



資料4－1  

施設設備実態調査  
児童養護施設調査票  

1．回答方法  

・各設問の内容、記入方法をご確認の上、施設の代表者（施設長）名でご回答頂きま   

すようお願い申し上げます。  

・回答にあたっての記入方法についてご質問がある場合には、本調査の委託先である   

みずほ情報総研（株）のコールセンターまでお問い合わせください。  

TEL：01▼20－701－181（【受付】平目9：30～17：00）   

mx：0こぅー5281－5443（24時間）   

2．回答内容の送付期限、送付先  

・平成21年3月30日（月）までに、同封の返信用封筒をお使いの上（切手不要）   
ご投函ください。   

なお、送付期限に間に合わない場合でも遅れて提出していただいて結構ですので、   

ご協力をお願いいたします。  

送付先  

〒101－844ニう 東京都千代田区神田錦町2－3竹橋スクエアビル8F  
みずほ情報総研株式会社 社会経済コンサルティング部  

「平成20年度社会的養護の施設体系見直しのための実態調査 施設設備実態調査」  

調査事務局 川村 宛   



Ⅰ 施設の概要について（平成20年12月1日現在）  

①施設名  

②代表者名（施設長）  

T  都・道・府・県  市区町郡村   

③繭草地衰  

＠法人名（㌻公立の場合不  

ト  

⑤琴置主体   
1周ち道府県  2市区町村  3．社会福祉法人  4．財団法人  

5．その他（  ）   

1．都道府県  2．市区町村  3．社会福祉法人  4．財団法人  
＠運営車体 

5．その他（  ）   

1．導入済み   （平成  年  月）  

2．導入予定あり（平成  年  月）  

⑦拍車尊重者制度  導入済みの場合、以下に回答してください。  

1．指定期間   （  年間）  

2．指定前の当該施設の受託状況  

①受託していた  ②受託していなかった   

＠施設設立年   1．明治2．大正 3．昭和 4．平成   （  ）年   

＠殖設鍵可年   1．明治2．大正 3．昭和 4．平成   （  ）年   

⑩施設め琴可定員   （  ）名   

⑪平成20年度の暫定定員  （  ）名   

⑫電話番号／印X番号   恥1：  ／Fax：   

⑬亭己入者声名（職名）  

注：「所在地」の住所には、本圃（中心施設）の所在地を記入してください。   



Ⅱ 設備状況   

問11）責施設が運営するケア形態に該当するもの全てに○をつけてください。  

1．大舎  2．中舎  3．小舎   

大舎：1舎20人以上、中舎：1舎13～19人、小舎：l舎12人以下   

2）小規模グループケアの有無について○をつけてください。小規模グループケアを有する場合  

はユニット数も回答してください。※国庫負担を受けているものに限りません   

（ 有  （   ユニット）  無 ）   

3）地域小規模児童養護施設の有無について○をつけてください。地域小規模児童養護施設を有  

する場合は施設数も回答してください。  

（ 有  （   ケ所）  無 ）  

4）分園型自活訓練事業の実施の有無について○をつけてください。分園型自活訓練事業の箇所  

数も回答してください。  

（ 有  （   ケ所）  無 ）  

5）その他グループホームの有無について○をつけてください。その他グループホーム  

を有する場合は施設数も回答してください。  

（ 有  （   ケ所）  無 ）  

以降、「大書、中書、小舎、および小規模グループケア」部分を「本圃」、  

地域小規模児童養讃施設およぴその他グループホーム（自治体単独事業）部分を「分園」と称してお尋  

ねします。  

り   



問2 近年実施した工事のうち、国庫補助を受けて平成18年4月から現在までの問で工事が完了した  
ものについて回答してください。   

＜「本圃」部分＞  

内琴   完了時期   

1．創設羊事   平成  年度   

2．改築■増改築工事（内容：  ）   平成  年度   

3．アスベスト除去修繕   平成  年度   

4．その他（修経、改装専）内容：   平成  年度   

＜「分固」部分＞   

内容   完了時期 

1∴創設工事   平成  年度   

2・硬筆「嘩改筆享事（申容＝ ）   平成  年度   

3．アスベスト除去修繕   平成  年度   

4．その他（修繹、改装等）内容：   平成  年度   

1   



問3 貴施設の敷地にある主な建物の階数、建築年度、建物構造、耐震性、耐震改修年についてそれ  

ぞれ回答してください。建物構造および耐震性は、それぞれ下記の選択肢から該当番号を選んで記入し  

てください。（倉庫、プロパン庫等は除きます）   

【建物構造】  

1．鉄筋コンクリし一卜造  2．鉄骨造 3．鉄骨鉄筋コンクリート造   

4．コンクリートブロック造 5．木造  6．プレハブ又はプレハブ様の建物 7．その他  

【耐震性】  

1．新耐震基準（昭和57年以降の基準）の建築物  

2．耐震診断の結果、  

3．耐震診断の結果、  

4．耐震診断の結果、  

5．耐震診断の結果、  

6．耐震診断は未実施  

十分な耐震性を保有する  

耐震性は不十分であったが耐震補強が既に終わっている  

耐震性が不十分のため耐震補助工事を予定している  

耐震性が不十分であるが補強等の予定がない  

＜「本圃」部分＞  

建物  
棟名称（用途）  

階数   
建築年度   

建物構造  

（番号）   （番号）   

耐震改修年度   

厨  宗＝．ノ■一   4   毎）〟艮F．年度   β   ∫‘少7β手厚   

S・f1   年度  S・H  年度   

2  
S・Ⅰ王  年度  S・H  年度   

3  S・H  年度  S・H  年度   

4  S・I1   年度  S・H  年度   

5  S・Il   年度  S・H  年度   

6  S・Il   年度  S・H  年度   

S・トⅠ   年度  S・H  年度   

8  S・H  年度  S・H  年度   

S・11   年度  S・H  年度   

10  
S・Ⅰ1   年度  S・‡Ⅰ   年度   

S・11   年度  S・H  年度   

12  S・rl   年度  S・H  年度   

13  S・11   年度  S・H  年度   

14  S・11   年度  S・H  年度   

15  S・Il   年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度   

18  S・11   年度   

S・H  年度   

20  S・rl  年度                 S・Il  年度  S・H  年度   
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＜「分園」部分＞  

※マンションの一室など建物の一部を利用している場合は、建物の何階にあるかも含めて記入してくだ  

さい   

※「分園」部分につきましては、併せて、賃貸している建物（居室）か所有している建物（居室）かの  
区分を下記の選択肢から選び記入してください。  

1．賃貸施設 2．貴法人による新たな整備（所有施設）3．既存住宅等の買取（所有施設）  

棟名称   
建物  階数   建築年度   

建物構造   南東性   所有 

階敏  （番号）   （番号）  
耐震改修年度   

（用途）  

劇  牌   4   2   短）〝55 手厚   β   ∫J少7β手厚   

膨  麟β   2  ／  毎）〟仇フ．密度   2   ∫ょがJβ躇   β   

S・H  年度  S・H  年度  

2  S・H  年度  S・fl 年度  

3  S・H  年度  S・H  年度  

4  S・H  年度  S・H  年度  

5  S・H  年度  S・Il  年度  

6  S・H  年度  S・H  年度  

S・H  年度  S・H  年度  

8  S・H  年度  S・H  年度  

S・H  年度  S・H  年度  

10  S・H  年度  S・H  年度  

S・H  年度  S・H  年度  

12  S・H  年度  S・H  年度  

13  S・H  年度  S・H  年度  

14  S・H  年度  S・H  年度  

15  S・H  年度  S・H  年度  
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問4 貴施設の敷地面積等および主要室の合計床面積または、室数を記入ください。  

［3．その他の設備］には表に無い設備について具体的名称を記入し、合計面積を記入ください。   

※各設備の【必要度】について下記に従い数字で記入してください。  

1必要 2どちらかといえば必要 3どちらでもない 4どちらかといえば不要 5不要  

※他の社会福祉施設と併設している場合、その部屋を共有設備として利用している場合には、【共有】  

欄に○を記入してください。（併設していない場合は空欄のままで結構です。）   

＜「本圃」部分＞  

2：最低基準に定められ   現に使用している居室の名称   室数   平米数  必要   
る設備1   （最低基準に規定される名称と異なる場合）  （室、ケ所）  （計ポ）  度   

共有  

厨スノ好 00者  5．看  ββd  2   ○   

1）児童用居室  

2）浴室  

3）便所  

4）調理室  

5）静養室  

6）医務室  

17）は児童30人以上の場合のみ。 30人未満の施設で医務室を設置している場合は、「3：その他の設  

備」に記入してください。  
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室数  室数  
3‥その他の設廊  （室、ケ 所）   （計ポ）   共有  （室、ケ 所）   （計ポ）   共有   

り 食堂  13） 

2）リビングルーム  14）  

3）ショートステイ室  15）  

4）心理療法室  16）  

5）病翠病後虎保育室  

6）親子生活訓綾室  18  

7）乳幼児室  19）  

声）淡海皇  20）  

9）乾埠華  21）  

10）プレイルナム  22）  

11）サンルナム  23）  

12）  如）  

2事務室や職員更衣室、休憩室等全ての部屋について記入してください。  
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＜「分圃」部分＞ ※地域小規模児童養護施設と分国型自活訓練事業はすべて、グループホーム（自治  

体単独型事業）は実施件数のうち1件を記入ください。  

【名称：  

室数   平米数  

2：その他の設備  
（室、ケ所）   （計ポ）   

り 食堂  2 団   

2）リビングルーム  2 田   

3）  
2 田   

4）  
2 田   

2 田   

6）  
2 田   

7）  
2 田   

1：基本的な設備等   

1）敷地面積  2 団   

2）建築面積  2 田   

3）延床面積  2 団   

4）台所   2 団   

5）浴室   ケ所   

6）便所   ケ所  

ケ所   

【名称：  

室数   平米数  
2：その他の設備  

（室、ケ所）   （計ポ）   

1）食堂  2 団   

2）リビングルーム  2 田   

3）  
2 団   

4）  
2 団   

5）  
2 田   

6）  
2 団   

7）  
2 団   

1：基本的な設備等   

1）敷地面積  2 団   

2）建築面積  2 田   

3）延床面積   n   

4）台所  2 団   

5）浴室   ケ所   

6）便所   ケ所  

ケ所   

【名称：  

室数   平米数  
2：その他の設備  

（室、ケ所）   （計ポ）   

1）食堂  2 田   

2）リビングルーム  2 団   

3）  
2 団   

4）  
2 田   

1：基本的な設備等   

1）敷地面積   2 団   

2）建築面積   2 m   

3）延床面積  2 田   

4）台所  2 田   

5）浴室   ケ所   

6）便所   ケ所  

ケ所  
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＜「分園」部分つづき＞ ※地域小規模児童養護施設と分国型自活訓練事業はすべて、グループホーム  

（自治体単独型事業）は実施件数のうち1件を記入ください。  

【名称：  

室数   
平米数  

2；その他の設備  
（室、ケ所）   （計ポ）   

1）食堂  2 団   

2）リビングルーム  2 田   

3）  
2 団   

4）  2 田   

5）  
2 団   

2 田   

7）  2 田   

1二基本的な設備等   

1）敷地面積  2 田   

2）建築面積   2 m   

3）延床面積   2 m   

4）台所  2 田   

李）溶室   ケ所   

6）：便所   ケ所  

ケ所   

【名称：  

室琴   
平米数  

軍‥中也め準備  
（室、ふ所）   （計ポ）   

け食堂  2 田   

2）リビシグル十本  2 田   

3）  
2 田   

4）  2 団   

5）  
2 団   

6）  
2 田   

7）  2 団   

ト：基本的七設備等   

1）敷地面療   2 m   

2）建築面積  2 団   

3）延床面積  2 田   

4）台所 2 団   

5）浴室   ケ所   

6）便所  ケ所  

ケ所   

【名称：  

？：その他の設鹿   
室数   平米数  

（室、ケ所）   （計ポ）   

1）食堂  2 田   

2）リビングルーム  2 田   

3）  2 団   

2 m   

2 田   

6）  
2 m   

2 団   

1：基本的な設備等   

1）敷地面積  2 田   

2）建築面積   2 団   

3）延床面積   2 m   

4）台所   2 田   

5）浴室   ケ所   

6）便所   ケ所  

ケ所  

9   



＜「分国」部分つづき＞ ※地域小規模児童養護施設と分園型自活訓練事業はすべて、グループホーム  

（自治体単独型事業）は実施件数のうち1件を記入ください。  

【名称  

1：基本的な設備等   

り 敷地面積  2 団   

2）建築面積  2 団   

3）延床面積  2 団   

4）台所   2 団   

5）浴室   ケ所   

6）便所   ケ所  

ケ所   

2：その他の設備   
室数   平米数  

（室、ケ所）   （計ポ）   

り 食堂  2 田   

2）リビングルーム  2 田   

3）  
2 田   

4）  2 団   

5）  
2 団   

6）  
2 田   

7）  
2 田   

1：基本的な設備等   

1）敷地面積   2 団   

2）建築面積  2 団   

3）延床面積  2 田   

4）台所  2 団   

5）浴室   ケ所   

6）便所   ケ所  

ケ所   

2：その他の設備   
室数   平米数  

（室、ケ所）   （計ポ）   

1）食堂  2 田   

2）リビングルーム  2 田   

3）  
2 団   

4）  
2 団   

5）  
2 団   

6）  
2 団   

2 田   

【名称：  

2：その他の設備   
室数   平米数  

（室、ケ所）   （計ポ）   

1）食堂  2 団   

2）リビングルーム  2 田   

3）  
2 団   

4）  
2 田   

5）  
2 団   

6） 
2 団   

2 田   

1：基本的な設備等   

1）敷地面積  2 団   

2）建築面積   nf   

3）延床面積  2 凪   

4）台所   n†   

5）浴室   ケ所   

6）便所   ケ所  

ケ所  
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問5 各居室の面積および在籍児童数について記入ください（平成20年12月1日現在）。  

居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含あをい面積を記入してください。  

小規模グループケアおよび分園につきましては後頁に記入してください。  

※12月1日現在、空き部屋の場合は、榛名称、面積、定員児童数を記入し、在籍児童数は0人と   

記入してください。  

＜「本園」部分＞  

居  
性別■年齢別内訳  

居室  在籍  
室   性  0～6   7～12  13ん15  16～18  19歳   
叫0  す争棟名称）  別   歳   歳   歳   歳   以上   

男   人   人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
3  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
4  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
5  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
6  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
9  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
lO  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
1ト  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
12  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
13  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
14  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
15  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人  



男   人   人   人   人   人 

16  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

18  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

19  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

20  2 田   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

21  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

22  2 田   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

23  2 田   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

24  2 田   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

25  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

26  2 田   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

27  人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

28  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

29  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

30  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

31  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

32  Il†   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

33  人   人  
女   人   人   人   人   人   

12   



（問5 つづき）  

＜「小規模グループケア」部分＞  

各居室の面積および在籍児童数について記入ください（平成20年12月1日現在）。  

居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含めをい面積を記入してください。  

※12月1日現在、空き部屋の場合は、榛名称、面積、定員児童数を記入し、在籍児童数は0人と   

記入してください。  

居  
性別・年齢別内訳  

居  
室   性  0～6   7～12  13～15  16～18  19歳   
No  する榛名称）  別   歳   歳   歳   歳   以上   

男   人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
3  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
4  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
5  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
6  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人 
7  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
8  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
9  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
10  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
12  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
13  2 Ill   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
14  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人  人  人  人   人   
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（問5 つづき）  

＜「分園」部分＞ ※地域小規模児童養護施設と分園型自活訓練事業はすべて、グループホーム（自治  

体単独型事業）は実施件数のうち1件を記入ください。  

居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含めない面積を記入してください。  

※12月1日現在、空き部屋の場合は、榛名称、面積、定員児童数を記入し、在籍児童数は0人と   

記入してください。  

居   榛名称  居室  在菜箸  
性年齢別内訳  

室   （各居室が属  面積   定員   児童数         性  0～6   7～12  13～15  16～18  19歳   
No  する棟名称）  別   歳   歳   歳   歳   以上   

男   人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
3  2 m   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
4  人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
5  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
6  人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
7  nf   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
8  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
9  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
10  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
12  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
13  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
14  2 m   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

＝十  人  人  女   人   人   人   人   人   

14   



問6 児童の部屋割り方法の考え方について該当するいずれかに○をつけてください。また、具体的  
状況を記入してください。児童が入居している現状ではなく、施設としての基本方針を記入してくださ  
い。   

＜「本園」部分＞  

1）年齢について  

1．同年齢層が同室になることを基本としている   

2．異なる年齢層が同室になることを基本としている   

3．1と2を組み合わせることを基本としている   

4．特にルールを設けていない   

具体的状況（  

2）性別について  

1．全員男女別の部屋割りを基本としている  

2．ある程度の年齢から男女別の部屋割りを行うことを基本としている（   歳から）  

3．特にルールを設けていない   

具体的状況（  

3）1室あたりの人数について  

1．中学生以上は個室  2．高校生以上は個室  

3．特にルールを設けていない  4．個室は考えていない  

具体的状況（○歳までは○人部屋を基本とする など）  

（  

4）その他に考慮している事項があれば記入してください  
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問6つづき 児童の部屋割り方法の考え方について該当するいずれかに○をつけてください。また、  

具体的状況を記入してください。児童が入居している現状ではなく、施設としての基本方針を記入して  

ください。   

＜「分園」部分＞  

1）年齢について  

1．同年齢層が同室になることを基本としている  

2．異なる年齢層が同室になることを基本としている   

3．1と2を組み合わせることを基本としている   

4．特にルールを設けていない   

具体的状況（  

2）性別について  

1．全員男女別の部屋割りを基本としている  

2．ある程度の年齢から男女別の部屋割りを行うことを基本としている（   歳から）   

3．特にルールを設けていない   

具体的状況（  

3）1室あたりの人数について  

1．中学生以上は個室  2．高校生以上は個室  

3．特にルールを設けていない  4．個室は考えていない  

具体的状況（○歳までは○人部屋を基本とする など）   

（  

4）その他に考慮している事項があれば記入してください  

調査項目は以上です。最後に記入漏れがないかあらためてご確認ください。  
調査ご協力ありがとうございました。  
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施設設備実態調査  
乳児院調査票  

1．回答方法  

・各設問の内容、記入方法をご確認の上、施設の代表者（施設長）名でご回答頂きま  
すようお願い申し上げます。  

・回答にあたっての記入方法についてご質問がある場合には、本調査の委託先である  
みずほ情報総研（株）のコールセンターまでお問い合わせください。  

TEL：0120－701－1日l（【受付】平目9：30～17：00）   
M：03【5281－5443（24時間）   

2．回答内容の送付期限、送付先  
・平成21年3月30日（月）までに、同封の返信用封筒をお使いの上（切手不要）   

ご投函ください。   

なお、送付期限に間に合わない場合でも遅れて提出していただいて結構ですので、  

します。  ご協力をお願いいた   

送付先  

〒101・8443 東京都千代田区神田錦町2－3竹橋スクエアビル8F  
みずほ情報総研株式会社 社会経済コンサルティング部  

「平成20年度社会的養護の施設体系見直しのための実態調査 施設設備実態調査」  

調査事務局 川村 宛   



Ⅰ 施設の概要について（平成20年12月1日現在）  

①施琴各  

（∋代表者名（施設長）  

T  都・道・府・県  市区町郡村   

③所在地※  

④法人名（公立の場合不要）  

⑤設置主体   
1．都道府県  2．市区町村  3．社会福祉法人  4．財団法人  

5．その他（  ）   

⑥蓮華主体   
1．都道府県  2．市区町村  3．社会福祉法人  4．財団法人  

5．その他（  ）   

1．導入済み   （平成  年  月）  

2．導入予定あり（平成  年  月）  

⑦指定管理者制唇  導入済みの場合、以下に回答してください。  

1．指定期間   （  年間）  

2．指定前の当該施設の受託状況  

①受託していた  ②受託していなかった   

＠施設設立車 1．明治2．大正 3．昭和 4．平成   （  ）年   

⑨施設翠可年   1．明治2．大正 3．昭和 4．平成   （  ）年   

⑩埠設の認可定鼻   （  ）名   

⑪平成20年度の暫定定員   （  ）名   

⑫電話番卓／FAX番号   Tbl：  ／Fax：   

⑬記入者氏名（職名）  

注：「所在地」の住所には、本圃（中心施設）の所在地を記入してください。  

‾l   



Ⅱ 設備状況   

問1 小規模グループケアの有無について○をつけてください。小規模グループケアを有する場合はユ  

ニット数も回答してください。※国庫負担を受けているものに限りません  

（ 有  （   ユニット）  無 ）  

問2 近年実施した工事のうち、国庫補助を受けて平成18年4月から現在までの間で工事が完了した  
ものについて回答してください。  

内容   完了時期   

1．創設工事   平成  年度   

2．改築・増改築工事（内容：  ）   平成  年度   

3．アスベスト除去修繕   平成  年度   

4．その他（修繕、改装等）内容：   平成  年度   

問3 貴施設における、スプリンクラー設備・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備  

の設置状況について回答してください。  

内容   設置状況   

1．スプリンクラー設備   
（済 ・ 未）   

2．自動火災報知設備   
（済 ・ 未）   

3．消防機関へ通報する火災報知設備   
（済 ・ 未）   
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問4 貴施設の敷地にある主な建物の階数、建築年度、建物構造、耐震性、耐震改修年についてそれぞ  

れ回答してください。建物構造および耐震性は、それぞれ下記の選択肢から該当番号を選んで記  

入してください。（倉庫、プロパン庫等は除きます）   

【建物構造】  

1．鉄筋コンクリート造  2．鉄骨造 3．鉄骨鉄筋コンクリート造  

4．コンクリートブロック造 5．木造  6．プレハブ又はプレハブ様の建物 7．その他  

【耐震性】  

1．新耐震基準（昭和57年以降の基準）の建築物  

2．耐震診断の結果、  

3．耐震診断の結果、  

4．耐震診断の結果、  

5．耐震診断の結果、  

6．耐震診断は未実施  

十分な耐震性を保有する  

耐震性は不十分であったが耐震補強が既に終わっている  

耐震性が不十分のため耐震補強を予定している  

耐震性が不十分であるが耐震補強の予定がない  

痍名称（用途） 
建物  

建築年摩   
建物構造  

階琴  （番）   （拳号）   

耐震改修年度   

励  釧僻ノ   4   箇）〝景F．宅屠   β   ∫J少7β手厚   

S・H  年度  S・H  年度   

2  S・H  年度  S・H  年度   

3  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

5  S・H  年度  S・H  年度   

6  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

8  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

10  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

12  
S・‡1   年度  S・rI   年度   

13  S・H  年度  S・H  年度   

14  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

16  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

18  SりⅠ   年度  S・H  年度   

S・r1   年度  S・H  年度   

20  S・H  年度  S・H  年度   
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問5 貴施設の敷地面積等および主要室の合計床面積または、室数を記入ください。  

［3．その他の設備］には表に無い設備について具体的名称を記入し、合計面積を記入ください。   

※各設備の【必要度】について下記に従い数字で記入してください。  

1必要 2どちらかといえば必要 3どちらでもない 4どちらかといえば不要 5不要  

※他の社会福祉施設と併設している場合、その部屋を共有設備として利用している場合には、  

【共有】欄に○を記入してください。（併設していない場合は空欄のままで結構です。）  

2：最低基準に定められ  現に使用している居室の名称   室数   
平米数   

必要  共有   

る設備1   
合）   

（最低基準に規定される名称と異なる場      （室、ケ所）   （計ポ）   度   

一記スガ ロ0富  5．碧   夙クポ  2   ○   

り乳児の養育に  

専用の室  

2）浴室  

3）便所  

4）寝室  

5）観察室  
人用  

2 田   

6）診察室  

7）病室  

8）ほふく室  

9）調理室  

11）は乳児10人未満の場合のみ。  

4   



室数  室数  

3：その他の設備2  共有  （室、  
（計ポ）   

共有   （室、  
（計ポ）   

ケ所）   ケ所）   

1）食堂  13）サンルニム  

2）リビングルTム  14）  

3）ショートスティ室  

4）心理療法室  16）  

5）病児病後児虎育室  1  

6）親子生活訓練室  18）  

7）年齢延長室  

釦洗濯室  20）  

9）乾燥皇  

1P）沐準室  2）  

11）調乳量  23）  

12）プレイルーム  4）  

2事務室や職員更衣室、休憩室等全ての部屋について記入してください。  

5  
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問6 寝室または乳児の養育に専用の室の面積および在籍児童数について記入ください  

（平成20年12月1日現在）。面積には室内専用部分（トイレ・浴室等）は含めをい面積を記入してく  

ださい。小規模グループケアについては後頁に記入してください。  

※12月1日現在、空き部屋の場合は、榛名称、面積、定員児童数を記入し、在籍児童数は0人と   

記入してください。  

居  性別・年齢別内訳  

室  
定員  在籍  

児童数   児童数         性   0歳   1歳   2歳   No   別  
3歳   

4歳 以上   

男   人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2  2 凪   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男  人   人   人   人   人  
3  2 団   人   人  

女  人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
4  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
5  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男  人   人   人   人   人  
6  人   人  

女  人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
7  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人  人  人  人  
8  人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
9  人  人   

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
10  rげ   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  人  
12  2 団   人   人  

女   人   人   人  人  人   

男   人   人   人   人   人  
13  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
14  2 In   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

6   



居  性別・年齢別内訳  
定員  在籍  

室 No   

する棟名称）   性   0歳   1歳   2歳   
別  3歳  4歳 以上   

男   人   人   人   人   人  
16  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
17  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
18  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
19  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
21  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
22  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
23  人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
24  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
25  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
26  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
7  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
28  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
29  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
30  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
31  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
32  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

7
 
 
 



問6（つづき） 小規模グループケアにおける寝室または乳児の養育に専用の室の面積および在籍児  

童数について記入ください（平成20年12月1日現在）。面積には室内専用部分（トイレ・浴室等）は  
含（抄をい面積を記入してください。  

※12月1日現在、空き部屋の場合は、棟名称、面積、定員児童数を記入し、在籍児童数は0人と   

記入してください。  

居  
定員  在籍  

性別・年齢別内訳  

No   1歳   2歳   
4歳  

室  
3歳  

以上   

男   人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男  人   人   人   人   人  
3  2 団   人   人  

女  人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
4  r＃   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
5  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
6  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男  人   人   人   人   人  
7  2 団   人   人  

女  人   人   人   人   人   

男  人   人   人   人  人  
8  人   人  

女  人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
9  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人  人   人  
10  2 凪   人   人  

女   人   人  人  人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 1Tl   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
12  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
13  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
14  人   人  

女   人   人   人   人   人   

人   人   人   人   
15    2 rll  人  人  男  

人  

人   人   人   人   人   

調査項目は以上です。最後に記入漏れがないかあらためてご確認ください。  

調査ご協力ありがとうございました。  
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施設設備実態調査  
情緒障害児短期治療施設調査票  

1．回答方法  

・各設問の内容、記入方法をご確認の上、施設の代表者（施設長）名でご回答頂きま  

すようお原則、申し上げます。  

・回答にあたっての記入方法についてご質問がある場合には、本調査の委託先である  

みずほ情報総研（株）のコールセンターまでお問い合わせください。  

TEL：0120－701－181（【受付】平日9：30～17：00）   

憬：03－5281－54－43（24時間）   

2．回答内容の送付期限、送付先  

・平成21年3月30日（月）までに、同封の返信用封筒をお使いの上（切手不要）   

ご投函ください。   

なお、送付期限に間に合わない場合でも遅れて提出していただいて結構ですので、  

ご協力をお願いいたします。  

送付先  

〒101－8443 東京都千代田区神田錦町23竹橋スクエアビル8F  

みずほ情報総研株式会社 社会経済コンサルティング部  

「平成20年度社会的養護の施設体系見直しのための実態調査 施設設備実態調査」  

調査事務局 川村 宛   



Ⅰ 施設の概要について（平成20年12月1日現在）  

（D施設各  

②代表者名（施設長）  

T  都・道・府・県  市区町郡村   

③所在地※  

④法人名（公立の場合不要）  

⑤設置主体   
1．都道府県  2．市区町村  3．社会福祉法人  4．財団法人  

5．その他（  ）   

⑥運営主体   
1．都道府県  2．市区町村  3．社会福祉法人  4．財団法人  

5．その他（  ）   

1．導入済み   （平成  年  月）  

2．導入予定あり（平成  年  月）  

⑦指定管痙者知度  導入済みの場合、以下に回答してください。  

1．指定期間   （  年間）  

2．指定前の当該施設の受託状況  

①受託していた  ②受託していなかった   

⑧施設喪立毎   1．昭和 2．平成   （  ）年   

⑩施設認可年   1．昭和 2．平成   （  ）年   

⑩施簸の認可東員   （  ）名   

⑪平成20年虚の暫定定員   （  ）名   

⑫垂話番号／FAX番号   Tbl：  ／Fax：   

⑬記入者氏名（職名）  

注：「所在地」の住所には、本圃（中心施設）の所在地を記入してください。  

‾’▼   



Ⅱ 設備状況   

問11）貴施設が運営するケア形態に該当するもの全てに○をつけてください。  

1，大舎  2．中舎  3．小舎   

大舎：1舎20人以上、中舎＝1舎13～19人、小舎：1舎12人以下   

2）小規模グループケアの有無について○をつけてください。小規模グループケアを有する場合  
はユニット数も回答してください。※国庫負担を受けているものに限りません  

無 ）  （ 有  （   ユニット）  

問2 近年実施したエ事のうち、国庫補助を受けて平成18年4月から現在までの間で工事が完了した  
ものについて回答してください。  

内容   完了時期   

1．創設工事   平成  年度   

2．改築■増改築工事（内容：  ）   平成  年度   

3．アスベスト除去修繕   平成  年度   

4．その他（修繕、改装等）内容：   平成  年度   
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問3 貴施設の敷地にある主な建物の階数、建築年度、建物構造、耐震性、耐震改修年についてそれぞ  

れ回答してください。建物構造および耐震性は、それぞれ下記の選択肢から該当番号を選んで記  
入してください。（倉庫、プロパン庫等は除きます）   

【建物構造】  

1．鉄筋コンクリート造  2．鉄骨造 3．鉄骨鉄筋コンクリート造  

4．コンクリートブロック造 5．木造  6．プレハブ又はプレハブ様の建物 7．その他  

【耐震性】  

1．新耐震基準（昭和57年以降の基準）の建築物  
2．耐震診断の結果、  

3．耐震診断の結果、  

4．耐震診断の結果、  

5．耐震診断の結果、  

6．耐震診断は未実施  

十分な耐震性を保有する  

耐震性は不十分であったが耐震補強が既に終わっている  

耐震性が不十分のため耐震補強を予定している  

耐震性が不十分であるが耐震補強の予定がない  

榛名称（用途）   
琴鱒  

建築年度   
建物構造  

鱒数  （番号）   （番号）   

耐震改修年度   

励  重石星ミJ   〃   短）〟よぎ．年度   β   ∫J少7β手厚   

1  S・H  年度  S・H  年度   

2  S・H  年度  S・H  年度   

3  S・H  年度  S・H  年度   

4  S・H  年度  S・H  年度   

5  S・H  年度  S・H  年度   

6  S・H  年度  S・H  年度   

7  S・H  年度  S・H  年度   

8  S・H  年度  S・H  年度   

9  S・H  年度  S・H  年度   

10  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

12  S・H  年度  S・H  年度   

13  S・H  年度  S・H  年度   

14  S・H  年度  S・H  年度   

15  S・H  年度  S・H  年度   

16  S・H  年度  S・H  年度   

17  S・H  年度  S・H  年度   

18  S・H  年度  S・H  年度   

19  S・H  年度  S・H  年度   

20  S・H  年度  S・H  年度  



問41）貴施設の敷地面積等および主要室の合計床面積または、室数を記入ください。  

［3．その他の設備］には表に無い設備について具体的名称を記入し、合計面積を記入ください。   

※各設備の【必要度】について下記に従い数字で記入してください。  

1必要 2どちらかといえば必要 3どちらでもない 4どちらかといえば不要 5不要  

※他の社会福祉施設と併設している場合、その部屋を共有設備として利用している場合には、【共有】  

欄に○を記入してください。（併設していない場合は空欄のままで結構です。）  

2：最低基準に定められ   現に使用している居室の名称   室数   平米数  必要   

る設備   （最低基準に規定される名称と異なる場合）  （室、ケ所）  （計ポ）  度   
共有  

威ス一卿 0（〇暑  5卓  β♂ポ  ク   ○   

り児童用居室  

2）浴室  

3）便所  

4）調理室  

5）静養室  

6）医務室  

7）観察室  

8）心理検査室  

9）相談室  

10）工作室  

11）調理室  

4   



室数  室数  

3：その他の設備1  （室、ケ 所）   （計ポ）   共有  （室、ケ 所）   （計ポ）   共有   

1）食堂  13）  

2）リビングルーム  14）  

3）心理療法室  15）  

4）病児病後児保育室  16）  

5）親子生活訓練室  

6）通所部門  8）  

7）津濯室  19）  

8）乾燥室  20）  

9）プレイ＝ルーム  21）  

10）サンルーム  2）  

1り 2台）  

2チ）  

1事務室や職員更衣室、休憩室等全ての部屋について記入してください。  

5  

‾ ● ′F   



問4 2）通所部門を有している施設のみご記入ください。  

通所部門の中にはどのような室もしくは設備がありますか。問41）の要領でご記入ください。  

室数  室数  
適所部門の内訳  （室、  

（計ポ）   

共有  （室、  
（計ポ）   

共有   

ケ所）   ケ所）   

膠 鰯靡富  

2）  12）  

3）  

4）  14）  

5）  15）  

16）  

7）  

8）  18）  

19）  

10）  20）  

6   



問5 各居室の面積および在籍児童数について記入ください（平成20年12月1日現在）。  

居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含必をい面積を記入してください。  
小規模グループケアについては後頁に記入してください。  

※12月1日現在、空き部屋の場合は、棟名称、面積、定員児童数を記入し、在籍児童数は0人と   
記入してください。  

居  
居室  在籍  

性別・年齢別内訳  

室   性  0～6   7～12  13｛′15  16～18  19歳   
Np  する榛名称）  

別   歳   歳   歳   虚   以上   

男   人   人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
3  2 m   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
4  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
5  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
6  2 m   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   
7  

人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
8  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
9  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   
10  

人   人   人   人  
2 m   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   
11  

人   人   人   人   人  
2 m   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   
12  

人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   
13  

人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   
14  

人   人   人   人  
2 m   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   
15  

人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

7
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男   人   人   人   人   人  
2 rTl   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男  人   人   人   人   人  
nf   人   人  

女  人   人   人   人   人   

m  
人   人   人   人   人  

18  2 Tll   人  人 

女  人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

2 団   人   人 
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

20  2 団   人   人 
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

21  2 凪   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

22  r＃   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

23  人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

24  n   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

25  n了   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

26  r   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

27  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

28  2 nl   人   人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人  

29  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男  人   人   人   人   人  

30  2 凪   人   人  

女  人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  

31  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  人  

32  2 団   人   人  
女   人   人   人  人  人   

男   人   人   人   人   人  

33  n寺   人   人  
女   人   人   人   人   人   
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問5つづき ＜「小規模グループケア」部分＞  

各居室の面積および在籍児童数について記入ください（平成20年12月1日現在）。  

居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含めをい面積を記入してください。  

※12月1日現在、空き部屋の場合は、棟名称、面積、定員児童数を記入し、在籍児童数は0人と   

記入してください。  

居  
居室  在籍  

性別・年齢別内訳  

室   性  0～6   7～12  13～15  ＼16～18  19歳   
No  する棟名称）  別   歳  歳   歳   歳  以上   

男   人   人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
3  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
4  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
5  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
6  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人  
7  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
8  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
9  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   
10  

人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   
12  

人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   
13  

人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   
14  

人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   人   

9
 
 
 



問6 児童の部屋割り方法の考え方について該当するいずれかに○をつけてください。また、具体的状  

況を記入してください。児童が入居している現状ではなく、施設としての基本方針を記入してください。   

1）年齢について  

1．同年齢層が同室になることを基本としている   

2．異なる年齢層が同室になることを基本としている  

3．1と2を組み合わせることを基本としている   

4．特にルールを設けていない   

具体的状況（  

2）性別について  

1．全員男女別の部屋割りを基本としている  

2．ある程度の年齢から男女別の部屋割りを行うことを基本としている（   歳から）  

3．特にルールを設けていない   

具体的状況（  

3）1室あたりの人数について  

1．中学生以上は個室  2．高校生以上は個室  

3．特にルールを設けていない  4．個室は考えていない  

具体的状況（○歳までは○人部屋を基本とする など）  

（  

4）その他に考慮している事項があれば記入してください  

調査項目は以上です。最後に記入漏れがないかあらためてご確認ください。  

調査ご協力ありがとうございました。  

10   



施設設備実態調査  

児童自立支援施設調査票  

1．回答方法  

・各設問の内容、記入方法をご確認の上、施設の代表者（施設長）名でご回答頂きま  
すようお願い申し上げます。  

・回答にあたっての記入方法についてご質問がある場合には、本調査の委託先である  
みずほ情報総研（株）のコールセンターまでお問い合わせください。  

TEL：0120－701【181（【受付】平日9：30～17：00）   
M：03【5281－5443（24時間）   

2．回答内容の送付期限、送付先  
・平成21年3月30日（月）までに、同封の返信用封筒をお使いの上（切手不要）  
ご投函ください。  

なお、送付期限に間に合わなし  していただいて結構ですので、  、場合でも遅れて提出  

ご協力をお願いいたします。   

送付先  

〒101－8443 東京都千代田区神田錦町2－3竹橋スクエアビル8F  
みずほ情幸錮念研株式会社 社会経済コンサルティング部  

「平成20年度社会的養護の施設体系見直しのための実態調査 施設設備実態調査」  

調査事務局 川村 宛   



Ⅰ 施設の概要について（平成20年12月1日現在）  

①施設名  

②代表者名（施設長）  

T  都・道・府・県  市区町郡村   

③所在地※  

＠法人名（公立の場合不要）  

⑤設三体   1．都道府県  2．市区町村  3．社会福祉法人   

⑥連営主体   1．都道府県  2．市区町村  3．社会福祉法人   

⑦施設設立年   1．明治2．大正 3．昭和 4．平成   （  ）年   

⑧施琴認可年   1．明治2．大正 3．昭和 4．平成   （  ）年   

⑨施設の認可衰畠   （  ）名   

⑩平成20年度の暫定恵卓   （  ）名   

⑪恵話番号ノFAX番号   Tbl：  ／Fax：   

⑫記入者氏名（職名）  

注：「所在地」の住所には、本園（中心施設）の所在地を記入してください。   



Ⅱ 設備状況   

問11）貴施設が運営するケア形態に該当するもの全てに○をつけてください。  

1．夫婦制  2．交代制  3．並立制  

※「並立制」とは夫婦制と交代制が混在している場合等をいう。   

2）小規模グループケアの有無について○をつけてください。小規模グループケアを有  

する場合は箇所数も回答してください。※国庫負担を受けているものに限りません  

（ 有  （  ヶ所）  一      －  

問2 近年実施した工事のうち、国庫補助を受けて平成18年4月から現在までの間で工事が完了した  
ものについて回答してください。  

内容   完了時期   

1．創設工事   平成  年度   

2．改築一増改築工事（内容：  ）   平成  年度   

3．アスベスト除去修繕   平成  年度   

4．その他（修繕、改装等）内容：   平成  年度   

2   



問3 貴施設の敷地にある主な建物の階数、建築年度、建物構造、耐震性、耐震改修年についてそれぞ  
れ回答してください。建物構造および耐震性は、それぞれ下記の選択肢から該当番号を選んで記入して  
ください。（倉庫、プロパン庫等は除きます）   

【建物構造】  

1．鉄筋コンクリート造  2．鉄骨造 3．鉄骨鉄筋コンクリート造  

4．コンクリートブロック造 5．木造  6．プレハブ又はプレハブ様の建物 7．その他  

【耐震性】  

1．新耐震基準（昭和57年以降の基準）の建築物  
十分な耐震性を保有する  

耐震性は不十分であったが耐震補強が既に終わっている  

耐震性が不十分のため耐震補強を予定している  

耐震性が不十分であるが耐震補強の予定がない  

2．耐震診断の結果、  

3．耐震診断の結果、  

4．耐震診断の結果、  

5．耐震診断の結果、  

6．耐震診断は未実施  

建物構遣   耐震性   耐震改修年度   
棟名称（用準）   

建物 階数   
眉壌糎度  

（蕃号）  （番号）  

鱒  居着柳   4   毎）〟55 躇   β   ∫‘少Jβ手厚   

S・H  年度  S・H  年度   

2  S・H  年度  S・H  年度   

3  S・H  年度  S・H  年度   

4  S・H  年度  S・H  年度   

5 S・H  年度  S・H  年度   

6  S・H  年度  S・H  年度   

了  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

9  S・H  年度  S・H  年度   

10  S・H  年度  S・H  年度   

＝  S・H  年度  S・H  年度   

12  S・H  年度  S・H  年度   

13  S・11   年度  S・H  年度   

14  S・H  年度  S・H  年度   

15  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

18  S・rI   年度  S・H  年度   

19  S・H  年度  S・H  年度   

20  S・H  年度  S・H  年度   

3
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問41）貴施設の敷地面積等および主要室の合計床面積または、室数を記入ください。  

［3．その他の設備］には表に無い設備について具体的名称を記入し、合計面積を記入ください。   

※各設備の【必要度】について下記に従い数字で記入してください。  

1必要 2どちらかといえば必要 3どちらでもない 4どちらかといえば不要 5不要  

※ 他の社会福祉施設と併設している場合、その部屋を共有設備として利用している場合には、  
【共有】欄に○を記入してください。（併設していない場合は空欄のままで結構です。）  

2：最低基準に定められ   現に使用している居室の名称   室数   平米数  必要   
（最低基準に規定される名称と異なる場合）  （室、ケ所）  （計ポ）  度   

共有   
る設備1  

威スガ ロ0富  5一夢  β♂ポ  2   ○   

1）児童用居室  

2）浴室  

3）便所  

4）調理室  

5）静養室  

6）医務室  

15）6）は児童30人以上の場合のみ。30人未満の施設で医務室を設置している場合は、「3＝その他の設  

備」に記入してください。  
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室数  室数  
3：その他の設備2  （室、  

（計ポ）   

共有  （室、  
（計ポ）   

共有   

ケ所）   ケ所）   

り 食堂  13）  

2）リビングルーム  14）  

3）心理療法室  15）  

4）親子生活訓練室  16）  

畠）通所部門  

6）学習棟（教室棟）  18）  

7）準濯室  19）  

妙乾嘩皇  20）  

9）プレイ／レ一本  21）  

10）サンルーム  22）  

1 2？） 

2）  2A）  

2事務室や職員更衣室、休憩室等全ての部屋について記入してください。  
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問4 2）通所部門を有している施設のみご記入ください。  

通所部門の中にはどのような室もしくは設備がありますか。問41）の要領でご記入ください。  

室数  室数  
通所部門の内訳  

室、ケ所   
共有  

室、ケ所   
共有   

厨 鰯悪夢   27  ロ   （⊃  

1り  

12）  

3）  13）  

4）  14）  

5）  15）  

6）  16）  

8）  18）  

9）  19）  

10）  20）  

問4 3）学習棟（教室棟）を有している施設のみご記入ください。  

（D学習棟（教室棟）は下記のいずれが所管していますか。該当するものに○をつけてください。  

1．児童自立支援施設  2．学校  3．その他（  ）  

②学習棟（教室棟）の中にはどのような室もしくは設備がありますか。   

問4 1）の要領でご記入ください。  

室数 室 室数 室 
通所部門の内訳  

、ケ所   、ケ所   

飼r j軌許多   1   27  6   ○  

り  

2）  

3）  

4）  14）  

15）  

6）  16）  

7）  17）  

8）  18）  

9）  

19）  

20）  

6   



問5 各居室の面積および在籍児童数について記入ください（平成20年12月1日現在）。  

居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含めをい面積を記入してください。  
小規模グループケアについては後頁に記入してください。  
※12月1日現在、空き部屋の場合は、榛名称、面積、定員児童数を記入し、在籍児童数は0人と   

記入してください。  

居  
性別一年齢別内訳 

唇室  在籍  
室   性  7～12   13～15  16～18   19歳   

No  する榛名称）  別   歳   歳   歳   以上   

男   人   人   人   人  
2 団   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
2  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
3  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
4  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
5  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
6  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
7  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
8  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
9  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
10  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
12  人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
13  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
14  人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   
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男   人   人   人   人  

16  人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

18  2 ITl   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

19  2 ITl   ノ＼   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

20  2 田   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

21  人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

22  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

23  2 田   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

24  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

25  2 田   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

26  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

27  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

28  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

29  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

30  2 団   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

2 団   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

32  2 nl   人   人  
女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  

33  人   人  
女   人   人   人   人   

8
 
 
 



問5つづき ＜「小規模グループケア」部分＞  

各居室の面積および在籍児童数について記入ください（平成20年12月1日現在）。  

居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含あをい面積を記入してください。  
※12月1日現在、空き部屋の場合は、棟名称、面積、定員児童数を記入し、在籍児童数は0人と   

記入してください。  

居  
居室  在籍  

性別・年齢別内訳  

室   性  7′・ノ12   13～15  16～18   19歳  
No  する棟名称）  

別   歳   歳   歳   以上   

男   人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
2  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
3  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
4  人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
5  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
6  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
7  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
8  人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
9  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
10  2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
2 田   人   人  

女   人   人   人   人   

男   人   人   人   人  
12  2 団   人   人  

女   人   人   人   人   

男  人   人   人   人  
13  2 田   人   人  

女  人   人   人   人   

男  人   人   人   人  
14  2 団   人   人  

女  人   人   人   人   

男  人   人   人   人  
15  2 田   人   人  

女  人   人   人   人   

9
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問6 児童の部屋割り方法の考え方について該当するいずれかに○をつけてください。また、具体的状  

況を記入してください。児童が入居している現状ではなく、施設としての基本方針を記入してください。   

1）年齢について  

1．同年齢層が同室になることを基本としている   

2．異なる年齢層が同室になることを基本としている   

3．1と2を組み合わせることを基本としている   

4．特にルールを設けていない   

具体的状況（  

2）性別について  

1．全員男女別の部屋割りを基本としている  

2．ある程度の年齢から男女別の部屋割りを行うことを基本としている（   歳から）  

3．特にルールを設けていない   

具体的状況（  

3）1室あたりの人数について  

1．中学生以上は個室  2．高校生以上は個室  

3．特にルールを設けていない  4．個室は考えていない  

具体的状況（○歳までは○人部屋を基本とする など）  

し、  

4）その他に考慮している事項があれば記入してください  

調査項目は以上です。最後に記入漏れがないかあらためてご確認ください。  

調査ご協力ありがとうございました。  
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施設設備実態調査  
母子生活支援施設調査票  

1．回答方法  

・各設問の内容、記入方法をご確認の上、施設の代表者（施設長）名でご回答頂きま  
すようお願い申し上げます。  

・回答にあたっての記入方法についてご質問がある場合には、本調査の委託先である  
みずほ情報総研（株）のコールセンターまでお問い合わせください。  

TEL‥0120帽701－181（【受付】平目9：30～17：00）   
m：03－5281【5443（24時間）   

2．回答内容の送付期限、送付先  
・平成21年3月30日（月）までに、同封の返信用封筒をお使いの上（切手不要）   

ご投函ください。   

なお、送付期限に剛こ合わない場合でも遅れて提出していただいて結構ですので⊥  
をお願いいたします。  ご協力   

送付先  

〒101－8443 東京都千代田区神田錦町2－3竹橋スクエアビル8F  
みずほ情報総研株式会社 社会経済コンサルティング部  

「平成20年度社会的養護の施設体系見直しのための実態調査 施設設備実態調査」  

調査事務局 川村 宛   



Ⅰ 施設の概要について（平成20年12月1日現在）  

①施設名  

②代表者各 

都・道・府・県  市区町郡村   

③所在地※   

＠津人名㊥立の碍合不要）  

⑤設衰主体   
1．都道府県  2．市区町村  3．社会福祉法人  4．財団法人  

5．その他（  ）   

⑥運営主体   
1．都道府県  2．市区町村  3．社会福祉法人  4．財団法人  

5．その他（  ）  

1．導入済み   （平成  年  月）   

2．導入予定あり（平成  年  月）  

（訓旨定管理者制度  導入済みの場合、以下に回答してください。  

1．指定期間   （  年間）  

2．指定前の当該施設の受託状況  

①受託していた  ②受託していなかった   

⑧施設琴立年   1．明治2．大正 3．昭和 4．平成   （  ）年   

＠埠設認可年  1．明治2．大正 3．昭和 4．平成   （  ）年   

⑩施設の認可定員   （  ）世帯   

⑪平成20年度の暫定定員   （  ）世帯   

⑱電話番号／FAX番号   Tbl：  ／Fax：   

⑱記入者氏名（織名）  

注：「所在地」の住所には、本園（中心施設）の所在地を記入してください。   



Ⅱ 設備状況   

問1小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設の有無について○をつけてください。有する場  

合は箇所数も回答してください。※国庫負担を受けているものに限りません  

（ 有  無 ）   

問2 近年実施したエ事のうち、国庫補助を受けて平成18年4月から現在までの問で工事が完了した  
ものについて回答してください。   

＜「本圃」部分＞  

内容   完了時期   

1．創設工事   平成  年度   

2．改築・増改築工事（内容‥  ）   平成  年度   

3．アスベスト除去修繕   平成  年度   

4．その他（修繕、改装等）内容ニ   平成  年度   

＜「小規模分固形（サテライト型）母子生活支援施設」部分＞  

内容   完了時期   

1．創設工事   平成  年度   

2．改築・増改築工事（内容：  ）   

平成  
年度   

3．アスベスト除去修繕   平成  年度   

4．その他（修繕、改装等）内容：   平成  年度   

2   



問3 貴施設の敷地にある主な建物の階数、建築年度、建物構造、耐震性、耐震改修年についてそれぞ  

れ回答してください。建物構造および耐震性は、それぞれ下記の選択肢から該当番号を選んで記  

入してください。（倉庫、プロパン庫等は除きます）   

【建物構造】  

1．鉄筋コンクリート造  2．鉄骨造 3．鉄骨鉄筋コンクリート造   

4．コンクリートブロック造 5．木造  6．プレハブ又はプレハブ様の建物 7．その他  

【耐震性】  

1．新耐震基準（昭和57年以降の基準）の建築物  

2．耐震診断の結果、  

3．耐震診断の結果、  

4．耐震診断の結果、  

5．耐震診断の結果、  

6．耐震診断は未実施  

十分な耐震性を保有する  

耐震性は不十分であったが耐震補強が既に終わっている  

耐震性が不十分のため耐震補強を予定している  

耐震性が不十分であるが耐震補強の予定がない  

＜「本圃」部分＞  

榛名称（用途）   健筆年度  
建物構造  

階数 （番号）   （番号）   

耐震改修年度   

ガ  ∃巨薮・ご」   4   毎）〟5古 手盾   β   ∫㈲7β萌芽   

S・H  年度  S・H  年度   

2  S・H  年度  S・H  年度   

3  S・H  年度  S・H  年度   

4  S・H  年度  S・H  年度   

5  S・H  年度  S・H  年度   

6  S・H  年度  S・H 年度   

S・H  年度  S・rI   年度   

8  S・H  年度  S・H  年度   

9  S・H  年度  S・H  年度   

10  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

12  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H  年度   

14  S・H  年度  S・H  年度   

15  S・H  年度  S・H  年度   

S・H  年度  S・H   年度   

S・H  年度  S・H  年度   

18  S・H  年度  S・H  年度   

19  S・H  年度  S・H  年度   

20  S・H  年度  S・H  年度  



＜「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分＞  

建物の階数、建築年度、建物構造、耐震性、耐震改修年についてそれぞれ回答してください。  

※マンションの一室など建物の一部を利用している場合は、建物の何階にあるかも含めて記入してくだ  

さい。   

※「分園」部分につきましては、併せて、賃貸している建物（居室）か所有している建物（居室）かの  

区分を下記の選択肢から選び記入してください。  

1．賃貸施設 2．貴法人による新たな整備（所有施設） 3．既存住宅等の買取（所有施設）  

榛名称   
建物  階数   建築年度   

建物構造   耐震性   所有  

（用途）   階数  （番号）   （番号）  
耐震改修年度                状況   

J好  牌   4   2   毎）〟5古 手屠   β   ∫上が7β手厚   7   

厨  脚β   2  ／  短）〟ββ 年度   2   ∫J少7β手厚   ∂   

S・H  年度  S・H  年度  

2  S・H  年度  S・H  年度  

3  S・H  年度  S・r1   年度  

4  S・H  年度  S・Ll 年度  

5  S・H  年度  S・H  年度  

S・H  年度  S・H  年度  

了  S・H  年度  S・H  年度  

8  S・H  年度  S・‡1  年度  

9  S・H  年度  S・H  年度  

10  S・H  年度  S・H  年度  

S・H  年度  S・H  年度  

12  S・H  年度  S・H  年度  

13  S・H  年度  S・H  年度  

14  S・H  年度  S・11  年度  

15  S・H  年度  S・H   年度  

4   



問4 貴施設の敷地面積等および主要室の合計床面積または、室数を記入ください。  
［3．その他の設備］には表に無い設備について具体的名称を記入し、合計面積を記入ください。  

※各設備の【必要度】について下記に従い数字で記入してください。  

1必要 2どちらかといえば必要 3どちらでもない 4どちらかといえば不要 5不要  

※他の社会福祉施設と併設している場合、その部屋を共有設備として利用している場合には、【共有】  

欄に○を記入してください。（併設していない場合は空欄のままで結構です。）   

＜「本園」部分＞  

2‥最低基垂に定中られ   現に使用している居室の名称   室数   平米数  必要   
る設備1   （最低基準に規定される名称と異なる場合）  （室、ケ所）  （計ポ）  度   

共有  

犀スガ ロ白身  吉富  β♂ポ  ク   ○   

り母子室  

2）集会・学習室  

3）調理場（母子軍内めも  

のを除く）  

狐浴室（母子室呵のもの  

を除く）  

5）便所（甲子室内のもの  

を除く）  

6）療養室  

7）庖務室  

8）保育室（乳児室・ほふ  

く室・肇戯華含む）  

17）は児童30人以上の場合のみ。30人未満の施設で医務室を設置している場合は、「3‥その他の設備」  

に記入してください。  
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室数  室数  
3：その他の設備2  共有  （室、  

（計ポ）   

共有   （室、 ケ所）   （計ポ）   
ケ所）   

1）食堂  

2）リビングルーム  14）  

3）ショートステイ室  15）  

4）心理療法室  16）  

5）病児病後児保育室  

6）母子家庭子育て支援室  18）  

7）緊急保護（母子）室  19）  

8）事務室  20）  

9）休憩室  21）  

10）職員更衣室  22）  

23）  

12）  24）  

＜「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分＞  

【名称：  

2：その他の設備   
室数   平米数  

（室、ケ所）   （計ポ）   

1〉 食堂  2 田   

2）リビングルーム  2 団   

3）  
2 団   

4）  
2 団   

2 団   

6）  
2 111   

2 m   

1：基本的な設備等   

り 敷地面積   2 団   

2）建築面積  2 田   

3）延床面積  2 田   

4）母子室   2 団   

5）台所（母子室内のも   

のを除く）   
2    団   

6）浴室（母子室内のも   

のを除く）   
ケ所  

7）便所（母子室内のも   

のを除く）  
ケ所  

2事務室や職員更衣室、休憩室等全ての部屋について記入してください。  
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問5 各居室の面積および入所者数について記入ください（平成20年12月1日現在）。  

居室面積には居室内の専用部分（トイレ暮浴室等）は含あをい面積を記入してください。  

※12月1日現在、空き部屋の場合は、棟名称、面積、居室設備、居室定員を記入し、入所者数は0人と記入し  

てください。  

※「居室設備」は共有部分とは別に設置してある各母子室内の台所、浴室、便所の状況について   

下記の番号から選択し記入してください。  

① 台所のみ   ② 浴室のみ   
居室  

③ 便所のみ  

④ 台所と浴室   ⑤ 台所と便所   ⑥ 浴室と便所  
設備  

⑦ 台所と浴室と便所  ⑧ いずれも設置なし  
※「母親の年齢区分」は下記の番号から選択し記入してください。  

母親  ① 20歳未満   ② 20～29歳   ③ 30～39歳  

年齢区分            ④ 40～49歳   （9 50～59歳   ⑥ 60歳以上   

子ども性別・年齢別内訳  
そ  

榛名称  入野  
の  

口 u  野卑   居室   二居辛    者数  
0  13′、■  

他  

が属する  の数   琴嘩   定員    合計   
鱒   ∵ 田  12 15  

入  

ロ  別    歳   
歳  

18  
所  

歳   歳   
者  

男   人   人   人   人   人   
2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 団  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

1  2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   
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男   人   人   人   人   人   
人   人  人  

女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   
人   人  人  

女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

人   人  人  
女   人   人   人   人   人  

13  2 団   

14  2 団   

2 凪   

2 団   

18  2 田   

19  2 団   

20  2 団   

21  2 団   

22  2 団   

23  2 団   

24  2 団   

2 田   

26  2 田   

27  2 団   

28  2 団   

2 田   

30  2 m   

2 田  



男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   
l  2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   
l  2 団  人   人  人  

女   人   人   人   人   人  

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

l  2 団  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 団  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

7  2 田  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 田  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

2 団  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

人   人  
人   人   人   人   人  

人  

女  



（問5 つづき）＜「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分＞  

各居室の面積および入所者数について記入ください（平成20年12月1日現在）。  

居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含‘めをい面積を記入してください。   

※12月1日現在、空き部屋の場合は、棟名称、面積、居室設備、居室定員を記入し、入所者数は0人と記入し  

てください。   

※「居室設備」は共有部分とは別に設置してある各母子室内の台所、浴室、便所の状況について   

下記の番号から選択し記入してください。  

① 台所のみ   ② 浴室のみ   （∋ 便所のみ  

居室 設備  ④ 台所と浴室   ⑤ 台所と便所   ⑥ 浴室と便所  

⑦ 台所と浴室と便所   ⑧ いずれも設置なし  

※「母親の年齢区分」は下記の番号から選択し記入してください。  

0歳末満   ② 20～29歳   ③ 30～39歳   

0～49歳   ⑤ 50～59歳   （参 60歳以上   

子ども性別・年齢別内訳  
そ  

棟名称  入所  
の  

居   部屋   居室   居室    音数  
0～  13′－  16～  

他  

室  の数   設備  定員    合計   性    田  15  
入  

No  
18  

所  
別    歳   12 歳  歳  歳   

者  

男   人   人   人   人   人   
2 団  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   
2  2 団  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   

3  

2 団  人   人  人  
女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   
4  2 団  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   
5  rげ  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   
6  2 団  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   
7  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   
8  2 団  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   
9  2 凪  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

男   人   人   人   人   人   
10  2 団  人   人  人  

女   人   人   人   人   人   

調査項目は以上です。最後に記入漏れがないかあらためてご確認ください。  

調査ご協力ありがとうございました。  
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資料4－2  

平成21年度厚生労働省補正予算案の概要  

（雇用均等β児童家庭局所管分）  

健康長寿・子育て（子育て支援）  2，719億円  

1 子育て応援特別手当の拡充  1，254億円  

子育て応援特別手当（注）について、平成21年度に限り、第一子まで拡大   

して、平成21年度において小学校就学前3年間に属する子（平成15年4   

月2日から平成18年4月1日までの問の生まれの子）を対象に実施する。  

（注）平成20年度第2次補正予算に基づき、幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度   

において′ト学校就学前3年間に属する子（平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間   

の生まれの子）であって、第二子以降の子に対し、一人当たり3．6万円を支給  

2 地域における子育て支援の拡充等   

（1）保育サービス等の充実  

安心こども基金拡充分（1，432億円）の内数  

新待機児童ゼロ作戦の集中重点期間において、雇用情勢の悪化等による待   

機児童の増加に対して速効性のある取組の更なる拡充を図るため、保育所賃   

借料補助の対象拡大、広域的保育所利用事業の実施、保育所の耐震化整備費   

の補助、家庭的保育（保育ママ）事業に係る賃借料への助成などを実施する。  

（2）すべての家庭を対象とした地域子育て支援の充実  

安心こども基金拡充分（1，432億円）の内数  

地域子育て支援を担うNP（）などの活動の立ち上げ支援、育児不安を抱え   

る家庭への支援スタッフの訪問、放課後児童クラブと放課後子ども教室の連   

携を促進させるための連携マネージャー （仮称）の配置、ファミリー・ サボ   

ーート・センター事業の広域実施及び病児・病後児預かり等の実施の促進、妊   

婦等支援教室の開催などを行うほか、地域子育て支援拠点事業の新規実施や   

放課後児童クラブの開設に必要な建物の賃借料などの助成を行う地域子育て   

創生事業を実施する。  

1   



3 ひとり親家庭・社会的養護等への支援の拡充   

（1）ひとり親家庭等への支援の拡充  

安心こども基金拡充分（1，432億円）の内数  

その他 7．9億円  

職業訓練時に母子家庭等就業・自立支援センターにおいてひとり親家庭の  

託児サービスを提供、職業紹介等を行う企業等によるひとり親家庭に対する  

就業支援、ひとり親家庭等の在宅就業を積極的に支援する自治体に対する助  

成、養成機関での資格取得時の母子家庭に対する生活支援（高等技能訓練促  

進費）の充実、戸別訪問員による母子家庭への相談・就業支援等を行うほか、  

母子寡婦福祉貸付金の拡充、婦人保護施設等の退所者（DV被害者等）等の  

就業支援を図る。  

また、託児サービスを付加した委託訓練を実施し、母子家庭の母等子ど  

保育を必要とする者が職業訓練を受ける際の託児サービスを提供する。  

（職業能力開発局において計上（6．2億円））  

（2）社会的養護の拡充  安心こども基金拡充分（1，432億円）の内数  

職業紹介等を行う企業等による児童養護施設の退所者等の就業支援、児童   

養護施設等の生活向上のための環境改善、児童養護施設等職員の資質向上の   

ための研修を行う。  

4 特定不妊治療への支援  24億円  

体外受精、顕微受精を対象に、医療保険が適用されず、高額な医療費がか  

かる配偶者間の不妊治療に要する費用を一部助成（1回あたり10万円→   

15万円）し、経済的負担の軽減等を図る。  

■■ ■■ ■ － ▼－ ■■ － ■－■－ ▲－ － ■ ■■ ■－ ■一 ■ ■■▼ ■一一 ■ ■■ －■一 －■ ■ ●一・－ 一 一－ － － － ■一・■一 －－ －－－－■ －－ － － －●■－ － － －一 ▲一 － 一 一● －－ － － 一 一 －■一 一 一 －－ －－ － －－ －－ － －●一 ▲■ － － ■－■ 一 ■ ▲－■ ■ 一 ‾■ ‾ ‾ －■ ‾  

l  

l  

l  

‡安心こども基金の拡充  1，500億円  
l  

l  l  

「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備等による保育サービスの拡充のほか、‡  

l ：地域の子育て力をはぐくむ取組等すべての子ども・家庭への支援、ひとり親家庭  
ll 三社会的養護等への支援の拡充により、子どもを安心して育てることができる体制：  
I l  

；整備を行うため1，500億円（文科省分68億円を含む）を追加0（就業支援に：                                                                                                                                                                  l  

…係る経費については平成21年度～23年度）  
l  

l  1  

1  

：※ 平成20年度第二次補正予算において、1，000億円の基金を創設  

；（平成20年度～22年度）し、新待機児童ゼロ作戦の前倒し実施。  

；（15万人分の受け入れ体制の整備）  
l  

l  

l  － － ■一 一一 － － －－－ － － ■－－ －－ －■・－ 一一－■一一－－ 一一－ － －－－－ － － －－－－ － －－ ■一 － －－ －■ －－－－● ■－■ － － －－－ － － －－ －－ ■■－ － －■－ ■－ － － －－一－－ －－■－▲－ －－ →一 － －－－一 － －－■ －■ －－ － －‾ ■ －－   



短時間勤務を希望する者への支援の充実  1億円   

短時間労働者均衡待遇推進等助成金の拡充（短時間正社員制度の導入促進  

に加え、同制度利用者の10人目まで助成金を支給）、両立支援レベルアッ  

プ助成金（子育て期の短時間勤務支援コーース）の拡充（対象となる短時間勤務  

制度の拡充等）を図る。  

3   



資料4－3  平成21年麿厚生労働省補正予算案（子育て支援）の概要   

※全体を通じて、地方公共団体が上記の事業を積極的に実施できるよう、臨時交付金で地方公共団体への配慮   



応援特別手当（3歳から5歳までの児童一人あたり、3．6万円）を、平成21年度に限り、第一子  

（内容）  

○支給対象となる子：平成21年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、  2日から  

平成18年4月1日東での間の生まれ（平成21年3月末において3～5歳の子）の子ども（330  

万人程度）   

（注）平成20年度第2次補正予算による子育て応援特別手当は、幼児教育期の負担に配慮する観点から、平  

成20年度の緊急措置として、幼児教育期（小学校就学前3年間）の第2子以降の子に対し、一人あたり  

3．6万円を支給。  

具体的には、平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成  

17年4月1日までの間の生まれ（平成20年3月末において3～5歳の子）であって、第2子以隆である児童  

（170万人程度）が対象  

※ 外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限る（短期滞在の  

在留資格を除く）。  

：支給対象となる子ども一人あたり3．6万円（1回払い）  

：支給対象となる子の属する世帯の世帯主  

（支給基準日（検討中）の住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用）  

：各世帯主からの申請に基づき支給する。  

：各市町村における申請受付開始日から○か月（検討中）  

：1，254億円   

禁1  

○支給額  

○支給先  

○支給手続  

○申請期限  

○予算案額  



2（1）保育サービス等の充実  

希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができるよう、新待機児童ゼロ作戦の集中実施   



《概要》   

地域の創意工夫により地域の子育て力をはぐくみ、子育てにかかわる人材の育成、コミュニティの活性化を図るため、  
自治体、地域住民、町内会、NPO、ボランティア、商店街、企業等の行う地域子育て支援活動の立ち上げなどを支援する。  

《実施方法》  

都道府県が地域の実情に応じて事業採択（都道府県は主に広域調整的な事業を行うこととし、市町村に手厚く配分）  
＿諷－－－・・～宅  

《事業内容》各都道府県、市町村において以下の事業を実施  

＜ソフト事業取組例＞   

○地域子育て支援を行うNPO等の活動の立ち上げ支援   

○地域におけるきめ細かな子育て支援活動の促進   

○経済的困難を抱える家庭や施設で生活する子どもの育成支援   

○家庭支援スタッフ訪問事業   

○放課後こどもプラン連携促進事業   

○病児■病後児保育の実施促進   

○ファミリー・サポートセンター事業の広域実施及び病児一病後児預かり等の実施の促進   

○妊娠出産前支援事業（妊婦等支援教室、家庭訪問）   
○地域子育て支援拠点のスタッフや放課後児童クラブ指導員の資質向上、人材育成  

＜改修等事業＞   

○賃借料補助等による地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ等の拡大支援  
《対象事業》 地域子育て支援拠点事業、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児・病後児施設、  

家庭支援スタッフ訪問事業、慢性疾患児家族宿泊施設  
《事業内容》 賃借料（礼金を含む）補助、改修費（設備、備品及び開設準備費を含む）補助  

A ．、】   



3（1）ひとり親家庭等対賃の強化   

母子家庭等  

の在宅就業支援  

（21～23）  

母子寡婦福祉  

貸付金の拡充  

知識技能の習  

得や生活に要  

する費用、子ど  

もの就学に要  

する費用等に  

ついて貸付けを  

実施  

生活が苦しい  

が、子育てのた  
め、これ以上  
パートを増やせ  

ない  

母子家庭の母親  

等による在宅就  

業を積極的に支  

援しようとする地  

方自治体に対し  

助成を行う  

○貸付利率の   

引き下げ   

○貸付条件の  
緩和  

※この他、「緊急人材育成■就職支援基金  

（仮称）」による事業等を活用し支援を実施。  

※生活保護世帯について、子どもの健全  

育成のための相談・援助や、子ども（小・  

中・高校生）に対する学習支援のための新  

たな給付を実施。   





4 特定不妊治療の支捷につ  

予算案額：24億円  

普及啓発事業  給付事業  

昨今の厳しい経済状況の中で、経済的理由で不妊治療を断念する者が  
増加することがないよう、経済的負担の軽減を図り、少子化解消の一助に  
資する。（年間出生数の約2％は特定不妊治療を受けた者の子）  女性が不妊になる要因は、  

卵管閉塞、子宮内膜症、  
子宮頸ガンなど様々ある  

が、その要因や不妊治療  
に関する広報等を行い、  
不妊治療に関する理解を  

深める。  

（※2）子ども家庭総合研究事業  

○不妊症の病態解明と新たな診断治療法の確立に向けた研究や不妊治療の   

あり方などについて研究を実施予定   

（※1）特定不妊治療費助成事業  

01年度当たり1回10万円（年2回まで）通算5年支給  
○所得制限730万円（夫婦合算の所得ベース）  

○実施主体・・都道府県、指定都市、中核市  
■■一■一●一－－－－－－一－－－－－一一－－－→一一－－一一－－一一一一一－－－一一－－●－一－－－●一■●●一－  



現行  短時間正社員制度について、その導入促進に加え  
定着を図るため、助成措置を拡充。  

を導入し、制度の 
手． r3 1人目 2～10人目 

中小企業40万円大企業30万円  
中小企業 40万円 15万円 

大企業 30万円 10万円  

（子育て期の短時間勤務支援コース）の拡充  両立支援レベルアップ助成金   

短時間勤務制度について、その導入と定着を図るため、  
助成措置を拡充。  

○新たに雇い入れた利用者も助成対象に追加  

○助成対象となる短時間勤務制度を拡大  

○期間を定めて雇用されている者にも利用させた場合、   

助成額を増額   

6か月以上継続雇用されている者が、  
一定の短時間勤務制度を、6か月以上  
利用したこと（10人目まで）。  




